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序章：問題の所在 

第 1節：はじめに 

 戦後日本は、米軍の駐留により軍事的安全保障を確保すると共に、米国の国際石油資本

（石油メジャー）経由での安価な石油調達を通じてエネルギー安全保障を確保してきた。

そしてこの軍事と経済双方の米国に対する依存を最大限活用する形で、日本は冷戦下にお

いても軽武装・経済優先の政策、いわゆる「吉田ドクトリン」を展開し、未曾有の高度経

済成長を遂げた。 

 しかしながら 1970年代に中東に端を発する二度にわたる石油危機が発生すると、日本は

軍事的安全保障とエネルギー安全保障の間に深刻なジレンマを抱えるようになる。すなわ

ち、軍事的安全保障は引き続き米国の核の傘と在日駐留米軍に依存する一方で、エネルギ

ー安全保障に関しては米国石油メジャーに依存することが困難となり、代わりに米国と政

治的に敵対する国々との直接取引を含めて、石油もしくは石油に代替される天然ガスやウ

ランといったエネルギー資源を独自に確保する必要性に迫られた。これは、それまで日本

として強く意識してこなかったエネルギー安全保障が軍事的安全保障と並ぶ重要な国家課

題として浮上したことを意味し、日本政府としてこれまで民間主導で行われてきたエネル

ギー調達への関与を強める契機となった。本稿ではこうした日本の石油危機以降の資源外

交における政府と企業の関係に焦点を当てる。 

 

第 2節：国際石油産業発展の経緯 

本稿における石油危機以降の日本の資源外交に関する問いを提示する上で、まずはその

前提知識として、石油危機発生に至るまでの国際石油産業が発展してきた経緯を整理する。

具体的には Sampson(1975)、Yergin(1990)、中嶋（2015）、岩瀬（2016）を参考に、石油

メジャーの設立と台頭、そして産油国の資源ナショナリズムの高まりに伴う影響力低下の

流れを確認する1。 

近代石油産業は 1859年に米国ペンシルベニア州においてエドウィン・ドレークが掘削に

成功したのを契機に商業生産が可能となった。1870年には米国オハイオ州でロックフェラ

 
1 中でも Sampson(1975)と Yergin(1990)は、膨大な資料と調査を元に、石油産業の誕生から石

油メジャーの台頭、そして産油国による覇権獲得といった流れを詳細かつ網羅的に記した名著

として名高い。この両著はその後の国際石油情勢の歴史研究の基礎として各国に影響を与えた。

例えば、フランス人である Etienne Dalemont と Jean Carrie が、Sampson(1975)や 

Yergin(1990)をアングロ・サクソンでなくフランスの観点から再構成したのが Dalemont and 

Carrie(1993)である。同著では、第一次世界大戦後のフランス石油公社（CFP）の設立や、その

後のトタルという欧米石油メジャーに次ぐ存在の誕生へと繋がる発展的統合に関して、フラン

ス石油業界再編の文脈で肉付けされている。 
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ー家がスタンダード石油会社を設立し、当初は精製・輸送部門から開始したが、次々と他

社を買収し、石油探鉱・開発事業の上流部門を含めた大規模な統合型の石油会社へと発展

させていった。 

その後、裁判所からの命令により、スタンダード石油は 33社に分割されるが、現在も代

表的な石油メジャーとされるエクソンモービルとシェブロンはこのスタンダード石油会社

の系譜にある。また米国ではその後、テキサス州でも大規模油田が発見され、スタンダー

ド石油会社の系譜とは別のテキサコやガルフオイルが誕生している。尚、ガルフオイルは

第 3章で検証するサハリン天然ガスプロジェクトにおいて日本企業との共同出資会社とし

ても登場する。 

 米国以外でも、同時期の 19世紀後半にオランダのロイヤル・ダッチがボルネオ島で石油

生産を開始した他、ノーベル家とロスチャイルド家によってアゼルバイジャンで大規模な

バクー油田が発見された。その後、ロイヤル・ダッチは、石油タンカーを考案した英国の

サミュエル商会（後のシェル）と 1907年に統合してロイヤル・ダッチ・シェルとなり、ボ

ルネオ島だけでなくバクー油田も買収して、石油メジャーの一翼となった。 

 20世紀に入ると、中東でも英国の実業家がペルシャ（現在のイラン）において大規模な

油田を発見し、1909年にアングロ・ペルシャ石油（後のアングロ・イラニアン石油、現在

の BP）を設立した。イラクやサウジアラビアでも相次いで大規模油田が発見され、既存の

石油メジャーも次々と中東の石油開発に参入していった。 

 そして米国のスタンダード石油会社系譜の石油会社 3社（現在のエクソンモービル、シ

ェブロン）、英蘭のロイヤル・ダッチ・シェル、英国のアングロ・ペルシャ石油、そして米

国独立系のテキサコとガルフオイルの 7社は国際石油市場における影響力の大きさから「セ

ブン・シスターズ」と呼ばれるようになった。 

これらの会社は 1928年 7月に「赤線協定」と呼ばれるカルテルを締結し、旧オスマン帝

国領内の油田権益の独占と各社による単独開発の禁止を取り決めた2。更に 2ヵ月後の同年

9月にも当時のニュージャージースタンダード（現在のエクソンモービル）、ロイヤル・ダ

ッチ・シェル（以下シェル）、アングロ・ペルシャの 3社が米国とソ連を除く世界全体の石

油製品の販売市場のシェアを 3社で現状維持するという取り決めを結んだ。こうして、米

国と英国を中心とするセブン・シスターズが、1970年代の石油危機が発生するまで世界の

石油生産を独占支配していくことになる。 

 特に第二次世界大戦の敗戦国である日本、ドイツ、イタリアでは、戦後、欧米石油メジ

 
2 カルテル対象となる油田の範囲は、現在のトルコのほか、イラク、シリア、レバノン、イスラ

エル、パレスチナ、ヨルダン、サウジアラビア、バーレン、カタール、アラブ首長国連邦、オ

マーン、イエメンが含まれていた。 
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ャー経由で石油が供給される体制が構築された。ここには、冷戦下において、これら敗戦

国の逸早い経済復興を米英による安価で安定した石油供給を通じて促進しようとする背景

があった。一方で、日本、ドイツ、イタリアにおいても、欧米石油メジャー以外の石油会

社の活動が禁止された訳ではなく、主に国内の石油精製・販売分野ではいわゆる「民族系」

と呼ばれる自国資本の会社も存在した。例えば、日本における出光興産は代表的な民族系

の石油会社である。 

 一般的にセブン・シスターズによる石油支配は 1970年代の石油危機まで続いたとされて

いるが、それ以前から既に産油国による反発の萌芽は見られ始めていた。例えば、イラン

では 1951年にモサデク政権によって石油の国有化が宣言され、アングロ・イラニアン保有

の石油資産が接収された。この際は、英国が軍艦を派遣して、イランへ石油の買い付けに

来たタンカーを撃沈すると宣言し、更に 1953年に米英両国が支援する形でのクーデターに

よりモサデク政権が転覆されたため、イランによる国有化は失敗に終わった。尚、この際

に、日本の出光興産は英国の威嚇にもかかわらず、日章丸という原油タンカーをイランに

派遣して、イラン産原油を日本のために取り付けている。 

 イランの石油国有化の動きとほぼ同じ頃、1950年にサウジアラビアも自国内で生産され

る石油に対する自国の取分を 50%に引き上げた。これに対して石油メジャーは前述の赤線

協定に逸脱する動きとして反発を強める一方、日本やイタリアの後発組の石油会社は産油

国側による新たな条件を受諾することで、これまで石油メジャーの独壇場であった石油上

流部門への参入を進めていった。 

日本企業の例としては、アラビア石油がサウジアラビアとクウェートの間の中立地帯の

沖合にある未探査鉱区に関して、1957年にサウジアラビアと、そして 1958年にクウェー

トとの間でそれぞれ資源国側の利益分配率を 56%と 57%とする形で利権協定を締結した。

そして 1960年には掘削に成功し、カフジ油田として翌 1961年より生産を開始した。この

カフジ油田に関してはサウジアラビア側との利権協定が 2000年に更新時期を迎えたが、協

議が難航した結果、更新されず、その代わりとして日本の通商産業省（通産省）3が注目し

たのが、第 4章で事例対象とするイランの Azadegan 油田である。尚、カフジ油田のクウ

ェート側との利権協定は 2003年に新契約に移行している。 

1950年代より強まっていたイランの石油国有化や、サウジアラビアの自国取分の引き上

げといった動き、言い換えれば、産油国による石油メジャーに対する反発はその後も収ま

るどころか強まっていき、1960年にはイラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベ

ネズエラの 5つの産油国によって、石油メジャーに対峙して産油国の利益を守ることを目

 
3 2001年より省庁再編により経済産業省（経産省）に変更。 
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的に石油輸出国機構（OPEC）が設立された。更に 1968年にはアラブ世界の産油国が中心

となり同様の目的でアラブ石油輸出国機構（OAPEC）を設立した。1971年には前年にリ

ビアが原油公示価格を引き上げたこともあり、ペルシア湾岸産油 6カ国が欧米の石油メジ

ャーに対して原油公示価格の 5年間の引き上げを認めさせるテヘラン協定が締結された。

このように徐々に産油国による石油生産への関与が強まっていった4。 

そして1973年10月にイスラエル・アラブ諸国間で第4次中東戦争が勃発すると、OAPEC

加盟国は原油価格の引き上げと、イスラエル支持国に対する石油禁輸を実行し、ここに第

一次石油危機が発生した。OAPEC加盟国は、輸入国を「反アラブ」「非友好」「親アラブ」

の 3つのカテゴリーに区別し、イスラエルに武器供与をしていた米国やオランダは「反ア

ラブ」として石油禁輸対象とする一方で、フランスや英国はアラブ側に武器供与を行って

いたことから「親アラブ」として石油供給の削減対象から除外した。日本、西ドイツ、イ

タリアは当初「非友好国」とされ、親アラブを明言しなければ供給量削減の対象にすると

脅しを受けた。こうした一連の行動は、中東産油国が石油を武器に自らの政治的要求を突

きつけることを意味し、石油の政治化が引き起こされた。 

 

第 3節：石油危機以降の日本の資源外交の経緯 

前節で触れた石油メジャーの歴史を踏まえて、ここでは日本の第一次石油危機以降の資

源外交を整理する。1973年 10月に第一次石油危機が発生すると、当時の田中角栄首相は、

自身の通産大臣時代の秘書官であった小長啓一（後のアラビア石油社長）を首相秘書官に

任命し、「財界資源派」と言われた中山素平（日本興業銀行）、今里広記（日本精工）、両角

良彦（前通産省事務次官）らの協力を得て、欧米の石油メジャーに依存する体制からの脱

却を目指した（山岡 2009:138-139）。 

まず日本としては、アラブ諸国から「非友好国」とされたことに対処すべく、同年 11月

に二階堂進官房長官による談話という形で「全占領地からのイスラエル兵力の撤退」を求

めることで、日本として「親アラブ」の方針を明確化した。そして三木武夫副総理を特使

としてサウジアラビア等中東 8カ国に派遣することで、「親アラブ」認定を受けて日本向け

石油の供給量削減を回避した（中嶋 2015:164-185）。 

更には、中東以外からのエネルギー調達を目指し、ソ連やインドネシアとの油田開発交

渉、フランスとのウラン共同探鉱及び同国からの濃縮ウラン発注、更にはブラジルやオー

ストラリアとのウラン開発交渉といった首相主導の積極的な資源外交を展開した（山岡 

2009:224-287）。 

 
4 小野沢（2016）は、こうした産油国ナショナリズムの台頭に至るまでの西側消費国との関係

性の変化の過程を「協調的石油秩序の生成と限界」と叙述している。 
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そして 1979年にイラン・イスラム革命を契機に第二次石油危機が発生すると、その翌年

の 1980年には、大平正芳内閣により「総合安全保障」が提唱され、エネルギー安全保障が

軍事的安全保障と並ぶ重要な国家課題である点が明確化された。 

具体的なデータを見ても、表 0-1の通り、第一次石油危機から第二次石油危機の間で、日

本は石油備蓄量を 2倍弱に増やし、中東原油依存度も低下させることで、エネルギー安全

保障を向上させている。 

 

表 0-1：第一次石油危機と第二次石油危機の原油関連データ比較 

 第一次石油危機 第二次石油危機 

日本の石油備蓄量（日） 56 

（1973年） 

100 

（1980年） 

日本の輸入原油に占める

中東の割合（%） 

77.5 

（1973年） 

71.4 

（1980年） 

日本の一次エネルギーに

占める原油割合（%） 

75.5 

（1973年） 

64.7 

（1980年） 

出典：BP Statistics、貿易統計各年版を元に筆者作成 

 

その一方で、日本にとって輸入に有利な地理的距離も鑑みると、石油や天然ガス等の重

要なエネルギー資源は、中東やソ連といった、決して親米とは言えない地域に多く分布し

ており、このことが日本のエネルギー安全保障を確保する上で、対米関係とのジレンマを

一層強くした。 

 

第 4節：本稿における問い 

 本稿が焦点を当てるのは、こうした石油危機以降に顕在化した軍事的安全保障とエネル

ギー安全保障の間のジレンマ（以下「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」）の中で、

日本の政府・企業がどのような資源外交を展開してきたのかという点である。本稿におけ

る問いを簡潔に言えば、「石油危機以降、日本政府としてエネルギー安全保障を軍事的安全

保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形

が維持されたのか」ということである。石油危機以降、日本政府がエネルギー安全保障へ

の関与を強めていたにもかかわらず、エネルギー業界の国営化や政府主導の業界再編は行

われず、従来の民間主導によるエネルギー調達の形が維持された。実際に石油危機以降に、

エネルギー資源多様化の中で積極的な投資が進んだ LNGプロジェクトにおいても、日本が
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1990年代前半までに参画した主要プロジェクトをとってみると、表 0-2の通り、日本側出

資者は民間企業（商社）が中心となっている。 

 

表 0-2：石油危機前後〜1990年代前半に日本が参画した主要 LNGプロジェクト 

LNGプロジェクト名 参画時期 日本側参画企業 

ブルネイ 1969年 三菱商事 

アブダビ 1977年 三井物産 

マレーシア 1978年 三菱商事 

カタール 1984年 三井物産・丸紅 

西豪州 1985年 三井物産・三菱商事 

サハリン 2 1992年 三井物産・三菱商事 

オマーン 1994年 三井物産・三菱商事・伊藤忠商事 

出典：各社ホームページ情報を元に筆者作成 

 

また LNG以外でも、本稿で反米国家における資源開発として取り上げるイラン IJPCプ

ロジェクト、サハリン天然ガスプロジェクト、イラン Azadegan油田プロジェクトも一部

半官半民と呼ばれる政府と民間双方の出資からなる会社はあるが、完全な国営企業はなく、

基本的には民間企業として経済性を重視した投資が行われた。次節で説明するように、欧

州先進国では、日本とは対照的に石油危機以降、政府主導で石油業界の再編や支援強化が

進められており、日本の「民間主導の形」は欧州先進国との比較においても特徴的な事象

となっている。 

 そして本稿におけるこの問いを実証することは、日本がイランやソ連といった反米国家

において資源開発を進めるにあたって、米国側をいかにして納得させようとしていたのか

という点に関しても有益な示唆を与えると考える。先行研究では、日本は第一次石油危機

以降、二階堂官房長官による談話の形で「親アラブ」を明確化するなど対米自立的な中東

外交を展開したと指摘するものが多いが5、日本の存立を左右する軍事的安全保障を引き続

き依存する米国の意向を全く無視して、日本が反米国家において資源開発を進めることが

できたとは現実的には考えられず、何らかの説得力のある説明を米国側に訴えていたと考

えるのが自然である。本稿では、日本のエネルギー調達に特徴的な「民間主導の形」の理

由を検証するために、日本が対米関係上、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を

 
5 白鳥（2015:2-3）も指摘する通り、こうした見方は日米関係の通史的研究でも通説とされてお

り、例えば五百旗頭（1989）、佐藤（1995）、添谷・エルドリッヂ（2008）等が挙げられる。 
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強くしたと思われる事例を取り上げ、その過程追跡を通じて日本が米国に対してどのよう

な説明をしていたのかという点に関しても実証することを目指す。 

 

第 5節：比較対象としての欧州のエネルギー政策 

 日本とは対照的に同時期の欧州先進国（フランス、西ドイツ、イタリア、英国）では石

油危機の前後で、政府によるエネルギー調達に対する関与・支援強化が見られた。 

当時の欧州先進国の置かれた国際状況としては、島田（2004:181-215）が指摘する通り、

英国のような資源保有国とそれ以外の資源非保有国の意見の相違により、アラブ諸国とい

った欧州域外との交渉は 2国間の交渉が先行していた。しかしながら、少なくとも欧州石

炭鉄鋼共同体（ECSC）や欧州原子力共同体（EURATOM）といった欧州域内の資源に関

する連携・制度構築がなされたことにより、エネルギー安全保障を過度に米国に依存する

ことはなかった。 

 また軍事的安全保障においても、石油危機前後では、米ソ・デタントの進行、東西ドイ

ツの国連同時加盟（1973年）、米国ニクソン政権による欧州駐留米軍削減方針を経ての全

欧安全保障協力会議設立（1975年）等によって、東西間の緊張関係が緩和しており、西ド

イツを含めた欧州としての米国に対する依存が低下していた。 

例えば Putnam and Bayne(1984)は、1979年の東京サミットにおける欧州と米国との間

の石油輸入制約目標設定に関する協議を「囚人のジレンマ」の例として取り上げているが、

ここでも欧州は米国との間で対等な協議をしていることが分かる。具体的には、第二次石

油危機以降の石油輸入抑制策に関して、北海油田を抱えることから集団としての削減目標

設定を求める欧州理事会と、それに反対して国別目標設定を求める一方で長期の目標設定

には難色を示す米国との間の交渉妥結に向けた協議の過程追跡を行っている。結果として、

フランス・米国・西ドイツ・英国の 4か国のみの会合において、欧州として国別輸入目標

を受け入れる代わりに、米国・日本は長期の目標設定を受け入れることが日本抜きで合意

され、同会合の蚊帳の外となった開催国・日本もサミット成功のため、長期目標を受け入

れざるを得なくなった点を実証している。 

尚、石油危機における欧州先進国の対応に関しては、2014年にもドイツ人である Frank 

Boschを編者として刊行された「Historical Social Reaserch Vol 39. No.4」が各国毎の対応

について検証を行っている。2014年というのはロシアによるクリミア危機が発生し、ドイ

ツとロシアとの間の天然ガスパイプライン増設協議が休止された年であり、石油危機の際

の欧州諸国のエネルギー政策を改めて見直す動きとして同著は刊行された6。 

 
6 本稿における欧州先進国のエネルギー政策に関する記載は、同著に収用されている西ドイツに
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それでは以下において、欧州各国毎に石油危機に至るまでの経緯を踏まえたエネルギー

政策を確認する。 

 

(1) フランス 

 フランスでは、第二次世界大戦後、米英の石油メジャー経由で安価な石油が調達され、

戦後の経済復興を支えてきたが、対米自立の方針を掲げるドゴール政権の下で、フランス

独自の石油メジャーを作り、より自立的な石油調達を目指す方針が進められた7。具体的に

は、CFP・ELFという国営エネルギー会社に国内の石油資本を集約し、中東における独自

の石油開発を進めた他、フランスが宗主国であったアルジェリア等、フロンティアにおけ

る石油開発を進める動きが見られた。それでもフランスの消費者としては、圧倒的な資本

力を誇る米国や英国の石油メジャー経由の価格競争力のある石油に対する需要が高く、フ

ランスにおける国内資本のシェアは石油危機発生時も 53%に留まっていた 

(Mendershausen 1976:37)。 

しかし第一次石油危機が発生すると、フランスは米国や英国の石油メジャー経由での安

価な石油調達が難しくなった。そこでドゴールの後継者と言われた当時のポンピドゥー大

統領は、アラブ諸国が米国やオランダに対して石油禁輸措置を講じる中、フランス独自に

サウジアラビアとの間で取引を進めた。そしてアラブ諸国より「友好国」認定を受けて石

油数量削減措置を免除されるなど、米国とは一線を画した石油調達を行った。こうした独

自のアラブ諸国との石油調達はフランス政府主導で進められ、市場よりも高額な価格で取

引が進められたことに対して、国営石油会社からは「poor deal」であったとの反省も聞か

れた(Mendershausen 1976:73)。 

 更にフランスは第一次石油危機を契機として「欧州の連帯（European Identity）」を高

めるべく、第一次石油危機直後の 1973年 12月に開催された欧州首脳会議において、アラ

ブ諸国の首脳を招聘し、欧州とアラブ諸国の関係深化を図っている。対照的に、米国によ

って提唱された先進石油消費国間の連帯表明に対しては、アラブ諸国を刺激することにな

 
関する Frank(2014)、イタリアに関する Bini(2014)、英国に関する Kulien(2014)らを参考にし

ている。 
7 フランスと後述の西ドイツの第一次石油危機におけるエネルギー政策に関する代表的な研究

としては、第一次石油危機の発生から 3年後に書かれた Mendershausen(1976)があり、その副

題である「French and German Experiences」が指し示す通り、フランスと西ドイツのエネル

ギー政策を比較検証している。同著では、第一次石油危機に際して、フランスは政府主導で米

国に挑戦的な姿勢で石油調達を進めたのに対して、西ドイツは中立的な姿勢で市場からの石油

調達を目指したという相違点に着目し、両国の石油危機発生以前の石油業界の状況や石油メジ

ャー（エクソン/モービル/BP/シェル等）との関係、更には石油危機発生時の両国の指導者の外

交方針といった観点から比較している。本節におけるフランスと西ドイツのエネルギー政策の

整理も同著の記載を参照している。 
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るとの理由で消極的な姿勢を示し、1974年 11月に設立が採択された国際エネルギー機関

（IEA）に関する OECD理事会での投票もフランスは棄権している8 。 

このようにフランスは第一次石油危機に際して、政府主導の形で米国に挑戦的な姿勢を

維持しながら石油調達を進めた。 

 

(2) 西ドイツ 

西ドイツは、フランスの対外積極的な石油政策とは対照的に、石油危機以降の石油調達

難と原油価格高騰を所与のものとして受け入れ、可能な範囲で現実的な石油調達を目指す

「経済的且つ適応的（economic-adaptive）」なアプローチをとった(Mendershausen 

1976:18)。 

この背景としては、西ドイツでは石油危機の発生以前より国内で産出される石炭が主要

エネルギー源であり、1972年の一次エネルギーの国産自給率は 48%と比較的高かったこと

も大きな要因の一つである。石炭の自給率は 100%、天然ガスの自給率も 56%あったため、

原油の自給率は 4%であったものの、全体としてのエネルギー自給率は比較的高くなった

（神原 1975:9）。そのため、ドイツ国内の原油市場では米国や英国の石油メジャーが全体

の 6割程度を占めていたが(Mendershausen 1976:37)、フランスとは異なり、原油市場に

おいてドイツ資本の存在感を高めていこうとする野心的目標は大きくなかった。実際に、

第一次石油危機前にドイツでは国内の石油資本をドイツ石油供給会社（DEMINEX）に集

約しているが、この目的はあくまで国内石油資本のシェアをこれ以上、低下させないため

の保護的な政策であった（津村 1971:3-4）。 

また西ドイツは石油危機以前より、フランスを中心とした欧州エネルギー協調の枠組、

例えば 1952年設立の欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）や 1958年設立の欧州原子力共同体

（EURATOM）に加盟していた。 

 そのため、第一次石油危機が発生すると、西ドイツはまずは石油の代替燃料として国内

石炭産業の支援を通じた石炭増産を図った。そして石油調達に関しては、フランスの主導

する欧州の連帯構想に加わる一方で、米国が提唱する IEAにも原加盟国として加入すると

いう受動的な対応を行った。西ドイツはフランスとは異なりアラブ諸国から「友好国」認

定を受けることはなく、中東からの石油調達には一定の制限が加わることになったものの、

米国やオランダのように「敵対国」として禁輸の対象になることもなかった。更に西ドイ

ツは、東方政策を掲げるブラント首相の下で、第一次石油危機前から協議を進めていたソ

 
8 フランスは 1992 年にようやく IEAに加盟している。一方で IEAは OECD の枠内における自

立的な機関として設立されたことから、事務局所在地は 1974 年の設立当初より OECD と同じ

パリにある。 
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連からの天然ガス調達協議を加速させ、石油の代替燃料の確保を進めた(Frank 2014:173)。 

このように西ドイツは、石油に関してはフランスとは対照的に受動的な対応を進めた一

方で、自国の石炭生産を増やしたり、ソ連との間の天然ガス輸入協議を加速したりするな

ど、石油の代替燃料確保に関しては積極的な政策を展開した。また米国主導の IEA構想に

賛同するなど米国の意向を無視した形にはなっていないものの、フランスが主導する欧州

域内のエネルギー枠組も積極的に活用した。こうした一連の政策は政府主導で行われた。 

 

(3) イタリア 

イタリアは、日本と同じ資源小国であるが、第一次石油危機が生じると、政府主導で 1975

年に第一次国家エネルギー計画が策定され、国営石油会社である Ente Nazionale 

Idrocarburi（ENI）社を通じて米国と対立するソ連からも含めて石油調達が遂行された。 

 ENI社の起源は第二次世界大戦前のムッソリーニ政権によって 1926年に設立された国

営石油会社（Azienda Generale Italiana Petroli, AGIP)まで遡る。第二次世界大戦後には、

連合国軍によって AGIPの清算が決定されたが、清算を任せられた元 AGIPのエンリコ・

マッテイは、戦後イタリアを逸早く復興させるために、AGIPを解体するのではなく、その

既存設備を活用する形で新たな国営石油会社を再建することを選択し、政治家に対する説

得も行い、1953年に ENIとして再建させた(Bini 2014:146-147)。 

 イタリアは資源開発では米英仏の石油メジャーの後発組であったが、マッテイ率いる国

営石油会社 ENIは、産油国側に過半数の出資比率を認めるなど従来の石油メジャーによる

搾取的とも言えるアプローチとは異なる方法によって、産油国の支持を得て、その石油権

益を拡大していった(Bini 2014:147-148)。 

 第一次石油危機が発生すると、イタリアは日本や西ドイツ同様、アラブ諸国より「非友

好国」とされ、明確なアラブ支持の表明をしない限り石油輸出量の制限を行うと警告され

た。国内に豊富な石炭を有する西ドイツとは異なり、一次エネルギーに占める石油の割合

が 7割超と極めて高かったイタリアにとって、これは死活的な問題であった9。 

こうした中で、イタリア政府は米国より単独で批判を受けないよう欧州として連帯して

親アラブを訴えてアラブ諸国からの石油調達を確保するという戦略を展開した。具体的に

は、1974年 1月末よりサウジアラビアやアルジェリアを訪問して、それぞれヤマニ石油相

やアブデサラム石油相と会談し、イタリアによる技術供与の対価として石油供給を受け取

ることに基本合意をした上で、2月には米国における消費国によるエネルギー会議に参加し

て米国の IEA構想に対する支持表明を行った。 

 
9 1973年時点でイタリアの一次エネルギーに占める石油の割合は 75%に上った（BP Statistics）。 
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米国としてもフランスが IEA構想に対してアラブ諸国を刺激するとして反対する中、IEA

構想に賛同するイタリアは欧州との連携の上でも重要な存在であったことから、イタリア

による産油国との直接的な関係構築に対して容認の姿勢をとり、強硬に圧力をかけること

はなかった。そうした中で、ENIは第一次石油危機以降、アルジェリア国営石油会社

Sonatrachとの契約をはじめとして、リビア、サウジアラビア、イラクとの間で石油開発

契約を締結していった(Bini 2014:156-157)。 

このように第一次石油危機以降、イタリアは米国と欧州の緩衝役としての戦略的な外交

を通じて米国からのエネルギー政策に対する圧力を低下させながら、国営石油会社である

ENIを通じて産油国との直接取引を通じたエネルギー調達を行っていった。 

尚、橘川（2004）はイタリアと日本は第二次世界大戦の敗戦国であり資源小国であると

いう点で共通項を持つ一方で、日本では national flag oil companyが存在しないが、イタ

リアではメジャーに準ずる国際競争力を有する ENIが存在する理由を、企業家活動のレベ

ルの相違にあると分析をしている（橘川 2004:1）。具体的には、イタリアの ENIの創業者

である前述のエンリコ・マッテイと、日本の出光興産の出光佐三、アラビア石油の山下太

郎を比較し、いずれの 3名とも石油メジャーに正面から挑戦して国民的支持を得た点では

共通するが、マッテイが石油事業の上流・下流を含めた垂直統合型の会社設立を目指した

のに対して、出光佐三は上流部門に対する、山下太郎は下流部門に対する関心が低かった

という相違があった点を指摘している。またマッテイがイタリア政府の協力を取り付けた

のに対して、出光と山下の場合、彼らの企業活動に対する日本政府の協力が十分でなかっ

たとも指摘している。出光の場合はむしろ日本政府との関係は敵対的であり、山下のアラ

ビア石油に関しても、政府出資を受けない純然たる民間企業として海外における石油開発

事業に携わってきたという。こうした相違により、イタリアでは ENIという垂直統合型の

national flag oil companyが誕生したのに対し、日本では誕生しなかったと結論づけている

（橘川 2004:10-12）。 

 

(4) 英国 

第一次石油危機に至るまでの英国における石油政策は、形式上は内閣が、財務省、電力

省、そして外務・英連邦省の 3省からなる非常設の委員会からの助言に基づいて決定して

いたが、実際の判断に必要な技術データや中東等に関する情勢分析は、現地で操業を行う

BPやシェルより提供されており、政府内には専門的なスタッフがほとんどいない状況であ

った。こうした民間に依存する形になった背景には、それまでの英国としての中東におけ

る政治・軍事的関与が関係していた。代表的な例では第一次世界大戦中のユダヤ人とのバ

ルフォア宣言、アラブ人とのフサイン・マクマホン協定、そしてフランス、ロシアとのサ
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イクス・ピコ協定という中東地域に関する 3つの相反する合意や、1956年のスエズ危機へ

の関与等によって、アラブ諸国の英国政府に対する複雑な感情が存在していたことがあっ

た。そこで英国として BPやシェルによる中東における資源開発を円滑に進めるため、政府

関与を少なくとも表面上は控えてきたのである(Kulien 2014:274-275)。 

一方で、1960年の OPEC設立や 1968年の OAPEC設立に代表されるように産油国側の

資源ナショナリズムが台頭し、1970年にはリビアが原油公示価格を引き上げ、更に 1971

年にはペルシア湾岸産油国が石油メジャーの意向に反して 5年間の原油公示価格を認めさ

せるテヘラン協定が締結された。そして英国政府内でも BPやシェルの後退に直面する中で、

企業に石油政策を委ねるままでは英国のエネルギー安全保障が脅かされるのではないかと

の危機意識から、政府関与強化の議論がなされるようになった。更に 1972年 1月には英国

の石炭産業が国家石炭局（National Coal Board）との間での賃金交渉の不調から全国規模

でのストライキを敢行したことで、英国政府のエネルギー安全保障の危機感はより一層高

まった(Kulien 2014:281-283)。 

 また別の観点では、1965年 9月に BPが英国内で北海のWest Sole Field鉱区に大規模

な油田を発見し、1967より生産を開始する中で、英国政府として北海油田に関与を強める

ことで英国向けのエネルギー源を確保すると共に、その収益の取分を増やしたいとの意向

も強まった(Bamberg 2000:195-203)。 

こうして英国の石油政策における政府関与強化に関する議論が進められたが、政府側の

電力省、財務省、外務・英連邦省の選好も一枚岩ではなかったため、結果として BPやシェ

ルの影響力が維持されることになった。具体的には、電力省は、政府関与の強化によって

企業の権益が縮小することで投資意欲が阻害されることを懸念し、財務省は国家財政の観

点で政府関与強化に懸念を示す一方、外務・英連邦省は中東ナショナリズムの台頭によっ

て石油の政治化が既に進んでおり、企業が対処できる問題ではなくなっているとして政府

関与強化を支持していた。こうした政府内の意見の不一致のために、当時の労働党のウィ

ルソン内閣は、1967年に労働党が提唱していた国営石油企業としての National 

Hydrocarbon Corporation（NHC）設立構想を断念した(Kulien 2014:279-280)。 

その後の 1970年からの保守党ヒース内閣も政府関与強化を志向し、内閣直下の諮問機関

として Central Policy Review Staff（CPRS）を創設して、シェルの経営を担ってきたロス

チャイルド家の人物をトップに迎え入れた。しかし、結局、前述の省庁間の意見対立や、

政府内の専門人材不足という根本的課題の解消には繋がらず、石油政策の抜本的改革には

至らなかった(Kulien 2014:280-281)。 

 しかしながら、1973年に第一次石油危機が発生すると、英国のエネルギー安全保障に対

する危機感も高まり、少なくとも、英国内の北海油田の開発・管理には政府関与を強める
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べきだとする意見で政府内も一致するようになる。特に当時、英国政府は欧州共同体（EC）

加盟協議や、米国からの要請に基づく消費国間協調体制の協議も進めていたが、こうした

多国間協調体制によって、英国による北海油田の開発に対しても共同開発や融通を求めら

れる可能性が高まっていた。そのため、英国として北海油田の権益は死守する姿勢を明確

化することの重要性が政府内でも共有されることになった(Bamberg 2000:195-203)。 

こうして 1975年 11月に北海油田の開発、生産を管理する国営石油会社として British 

National Oil Corporation（BNOC）が設立された。一方で、中東等、海外における石油開

発は引き続き民間の BPやシェルによって継続され、政府関与は強まらなかった。 

 尚、BNOCに関しては、その後、国際的に石油の市場化も進む中で、最終的に 1988年

に BPによって統合され、民営化されている。 

このように伝統的に石油メジャー主導で進められてきた英国の石油政策も、石油危機に

よって、少なくとも自国の北海油田の管理に関しては、国営企業が設立され、政府の関与

が強められた。 

 

これまで見てきた石油危機前後の主要先進国の特徴をまとめると表 0-3の通りとなる。日

本と同様に、西ドイツとイタリアも米国主導の IEA構想に賛同するなど対米関係に一定の

配慮を見せつつも、日本とは対照的に、欧州域内のエネルギー枠組も活用し、政府や国営

石油会社主導でエネルギー調達を行った。またフランスと英国は、石油危機前より米国メ

ジャーに依存しない独自のエネルギー調達を行ってきた。 

 

表 0-3：石油危機前後の主要先進国の政策の特徴 

国名 石油政策の特徴 

日本 石油危機以降、米国メジャー経由で安価で安定した石油調達が困難になる

と、独自に親アラブ外交を展開。一方で米国要請により消費国協調として

の IEAにも原加盟国として加入。 

西ドイツ 石油危機以降、国内の石炭産業を支援、石油の代替として増産を図る一方、

石油調達は、より受動的な形で、フランスの主導する欧州連帯構想に賛同

すると共に、米国主導の IEAにも原加盟国として加入。 

イタリア 石油危機以降、米国メジャー経由で安価で安定した石油調達が困難になる

と、独自に親アラブ外交を展開。また国営石油会社（ENI）を通じ中東産

油国からの石油確保を図る。一方、米国要請に基づき IEAに原加盟国とし

て加入した他、米国と欧州の緩衝役としての役割を担う。 
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フランス 石油危機以前より、政府主導で欧米メジャーから自立した石油調達を進め

る。石油危機以降は、欧州として連帯して親アラブ政策を遂行することを

目指し、米国と対峙する姿勢を明確化。米国主導の IEA にも、アラブを刺

激するとの理由で原加盟国として加入せず。 

英国 石油危機以前より、BPやシェルという石油メジャーを通じて中東石油を

調達するも、徐々に産油国主導の価格決定の形に。石油危機においても、

フランスと共にアラブから「友好国」として認定されたことで、従来通り

の石油調達数量を確保。一方で米国主導の IEAには原加盟国として加入。

並行して自国の北海油田の権益を死守するため、国営石油会社（BNOC社）

を設立し、政府関与を強化。 

 

尚、米国は 1970年に石油の純輸入国に転換し、更に 1973年の第一次石油危機の際には

OAPECより「敵対国」として石油禁輸の対象とされたが、当時の米国の石油輸入に占める

中東の割合は 13.4%であり、日本の 77.5％、欧州先進国（EEC）の 47.4%に比して圧倒的

に中東依存度が低かった10。米国は主にカナダ等、米州より原油を輸入しており、石油危機

以降の原油高騰に伴いメキシコでの新規石油開発も進んだ他、いざとなれば自国の石油を

増産するという選択肢も残していた。そのため、基本的には OAPEC の石油禁輸にもかか

わらず、イスラエル支持を維持することが可能であった。 

 本稿では、上記で整理した欧州先進国の日本とは対照的な「政府主導の形」との比較を

通じて、石油危機以降、エネルギー安全保障が軍事的安全保障と並ぶ国家の重要課題とな

ったのにもかかわらず、日本のエネルギー調達が「民間主導の形」で行われたのはなぜな

のか、という問いを検証する。 

 尚、欧州先進国の内、フランスと英国は、第一次石油危機以前より、フランスの場合は

政府主導の国営石油会社、英国の場合は BPやシェルといった石油メジャーによって対米自

立的なエネルギー調達が展開されていた。そのため、日本や西ドイツ、イタリアが抱えた

世界のエネルギー市場における後発国としての対米関係上のジレンマはあまり強くなかっ

たと想定される。そのため、本稿では日本の比較対象として英国とフランスは扱わず、西

ドイツとイタリアを比較対象として分析することとする。 

 

第 6節：本稿の構成 

 本稿の構成は以下の通りである。 

 
10 BP Statistics及び Eurostat Monthly External Trade Bulletin を参照。 
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第 1章では、序章で提示した問いに対して、まず既存の政治学・国際関係論を中心とし

た先行研究が提供する回答を検証・整理する。その上で、本稿の分析枠組及び仮説を提示

する。また仮説における独立変数と従属変数に関して、測定の上で必要となる概念の操作

化を行う。そして、本稿の対象事例とその選択理由を説明した上で、本稿の分析がもたら

す学術的、現代的意義を提示する。 

 第 2章〜第 4章では、日本のエネルギー調達に関する事例として、イラン IJPCプロジェ

クト、サハリン天然ガスプロジェクト、イラン Azadegan油田プロジェクトに関して、外

務省外交記録や企業史、新聞・インタビュー、米国公文書等を活用する形で、過程追跡を

通じた実証を行う。 

 第 5章・第 6章では日本以外の事例として、それぞれ西ドイツとイタリアのエネルギー

政策を取り上げる。第 5章の西ドイツに関しては、第二次世界大戦後から石油危機発生ま

でのエネルギー業界の動きを整理した上で、石油危機前後より本格化するソ連との天然ガ

ス協議に関して、冷戦終結後の現在も続くドイツとロシア間の天然ガス協議も含めた過程

追跡を行う。第 6章のイタリアに関しても、第二次世界大戦後から石油危機発生までのエ

ネルギー業界の動きを整理した上で、石油危機発生以降のイタリアのエネルギー調達に関

して、国営石油会社 ENIの動向を中心に過程追跡を行う。更に冷戦後の事例として民営化

した ENIがイランにて推進した Darkhovin油田を取り上げ、同時期に日本が同じくイラン

で展開した Azadegan油田開発との比較を意識した過程追跡を行う。 

 そして終章では、本稿における日本、ドイツ、イタリアの資源外交に関する事例分析の

総括を行った上で、本稿にて設定した分析枠組及び仮説の有効性を確認する。また本稿の

学術的意義と現代的意義を改めて整理した上で、今後の日本の資源外交における政府と企

業の関係のあるべき姿に関しても考察を行う。そして最後に今後の研究における課題を指

摘し、資源外交に関する学術的研究の更なる発展に向けた改善点に関しても考察する。 
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第 1章：仮説と分析枠組 

第 1節：先行研究の整理 

 本節では、本稿の問いである「石油危機以降、日本政府としてエネルギー安全保障を軍

事的安全保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間

主導の形が維持されたのか」に関して、政治学・国際関係論を中心とする先行研究が提示

する回答を検証・整理した上で、その課題について指摘する。 

実は日本の政策に関する先行研究において、民間主導である点を指摘するものは多い。

代表的なものは「強い国家/弱い国家論」の系譜に位置する Samuels(1987)や Calder(1993)

であり、戦後日本の経済発展の背景に民間企業による大きな影響があった点を指摘し、日

本を民間主導の「弱い国家」に位置づけている。Samuels(1987:257-290)はまた中央集権化

を進めた明治維新において、政府の財政難に伴う民間払い下げを通じて民間企業にエネル

ギー市場を開放してきた点が、その後の日本の政策における「民間主導の形」の素地とな

ったことも指摘している。 

本節では、「強い国家論/弱い国家論」に加えて、石油危機以降、政治学・国際関係論の分

野において発展してきた「歴史的制度論」「逆第二イメージ論」「経済安全保障論」、更には

外交史的研究の特徴及び課題について整理する。 

 

(1) 強い国家/弱い国家論 

 石油危機前後の国際関係で顕著になってきたのは経済・エネルギー安全保障の台頭だけ

でなく、1971年の金ドル兌換の停止、いわゆるニクソン・ショックに象徴される米国の国

際経済での地位低下、またそれに伴う日本を含めた米国以外の西側先進国の相対的地位の

向上である。特に日本は、石油危機以降、経済大国として自他共に認める形で国際的役割

が高まっていた。こうした中で、日本の政策形成に対する学術上の注目も高まり、とりわ

け官僚や企業との関係性に着目した研究が多くなされるようになった。代表的なものが、

Johnson(1982)、Samuels(1987)、Calder(1993)である。 

 Johnson(1982)は、1925～75 年の日本の経済政策を分析対象として、通産省の主導的役

割を指摘し、「強い国家論」を展開した。曰く、日本の官僚は圧力団体や政治家に影響はさ

れるが、ほとんどの主要な決定や法案立案、国家予算管理に関与することで、主要な政策

革新の源泉となっているとした。 

これに対して、Samuels(1987)は、Johson(1982)の反例として、最も政府の介入が強い

と思われるエネルギー産業における政府の管轄権と民間のコントロールを巡る政治プロセ

スを検証し、民間の利害以上に政府が強かったことはないと結論づけた。 
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Calder(1993)もまた日本の発展を導いたのは現状維持を志向する官僚ではなく、戦略的

発想を持った民間企業が原動力であったと指摘し、通産省の主導的役割を否定して、日本

の「強い国家論」に反論した。 

ここで一つ指摘しておくべきことは、こうした「強い国家 /弱い国家論」自体が、

Katzeinstein(1978)が主要先進国の石油危機への対応を比較して、その対応の相違の原因を

国内の政治構造、すなわち政府と社会集団間の関係に求めることで生まれた理論だという

ことである。尚、Katzenstein(1978)は日本を「強い国家」として分類する一方、米国を「弱

い国家」として分類したが、Krasner(1978)は米国の資源外交を事例対象として検証し、大

統領府と国務省が国家利益を優先させて、民間企業の利益に反する行動をとったことがあ

ると指摘した11。 

「強い国家/弱い国家論」に従えば、本稿の問いである「日本において石油危機以降も民

間主導の形が維持されたのはなぜか」に対しては、日本を「弱い国家」に位置づける先行

研究によって、「日本のエネルギー分野において、政府よりも民間の方が強い影響力や権限

を有しているから」と説明される。一方で、この説明は政府と民間企業は常に競争関係に

ある前提になっており、双方による協議の上で「民間主導の形」が選択されたという可能

性を包含できていない。また日本を「強い国家」に位置づける先行研究では、そもそも本

稿の問いには十分な回答ができないということになる。 

 

(2) 歴史的制度論 

 「強い国家/弱い国家論」や後述の「逆第二イメージ論」は国際的要因による国内政策形

成過程に対する影響に注目するが、1980年代になると、そうした政治過程を規定する制度

（institution）の役割をより重視する新制度論が台頭するようになる。すなわち、政策に影

響を与える個々の制度を特定し、その成立・維持・変化を実証することで、国家間の強弱

の要因に関しても、より説得力を持って説明できるのではないかと考えたのである。 

更に制度論の中でも、その制度の生成過程を歴史に基づいて検証する必要があると主張

する理論的立場が「歴史的制度論」として独立した。特に代表的な論者がHall(1986, 1989)

であり、第二次世界大戦後のケインズ主義の導入タイミングが各国で異なっていた理由を

 
11 一方、Coll(2013)は、石油メジャーの中でも群を抜いた規模を誇る米国エクソンモービルを取

り上げ、米国政府や資源国政府、そして人権・環境 NGO への対応に着目して、その世界各国で

の資源開発の実態を検証し、国際石油市場における「帝国」とも言える同社の絶大な影響力を

指摘している。具体的には、赤道ギニアやチャド、ナイジェリアの石油開発を取り上げ、政治

家に対する外交・安全保障面でのロビー活動や、周到な広報戦略、そして生々しい企業内での

権力闘争等の実態を膨大な資料と調査によって丁寧に明らかにしている。結果として同著は、

米国の「弱い国家」像を主張する歴史研究になっているとも言える。 
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各国の政権党の志向や、国家と社会の関係といった歴史的要素に見出した。 

 歴史的制度論の特徴は、従来の合理主義的決定論とは一線を画し、歴史的経緯の影響に

よって必ずしも合理的とは思われない決定も行われうることを主張している点にある。特

に歴史的制度論の代表的な概念として挙げられるのが「経路依存性」と「フォーカルポイ

ント」である。経路依存性とは、過去に行われた選択が、その後、状況が変化してより合

理的と思われる別の選択が出てきたとしても、変更するコストが高まったことで、結局、

過去の選択が継続されることを表す。またフォーカルポイントとは、相手が自分に対して

持っている期待と、自分が相手に対して持っている期待とが収斂していく上で手がかりと

なるような、伝統や文化といった過去からの遺産のようなものを意味する。 

 こうした歴史的制度論に基づくと、本稿の問いである「日本において石油危機以降も民

間主導の形が維持されたのはなぜか」に対しては、「民間主導の形が合理的かどうかにかか

わらず、過去に行われてきた選択として変更するコストが高かった、もしくは政府と民間

双方に相手に対して持つ期待が収斂された結果、民間主導の形が維持されたから」と回答

されることになる。 

 一方で、石油危機以降、日本にとってエネルギー安全保障が軍事的安全保障と並ぶ重要

な国家課題となったことを踏まえると、日本として「民間主導の形」の合理性や効果を検

証せずに、変更コストの面だけでその選択を維持したと考えるのは、いささか単純で説得

力が欠ける回答とも言える。また石油危機に際して同様の状況に陥った欧州先進国では政

府主導の形が強まっており、日本の民間主導の歴史的要素をどのように捉えるかは実証の

上でも注意が必要である。 

 

(3) 逆第二イメージ論 

 「強い国家/弱い国家論」同様、石油危機を契機として、国際的要因を国内政策過程分析

に取り込もうとする理論として発展してきたのが「逆第二イメージ論」である。 

「逆第二イメージ論」とは、国際要因と国内要因との間の相関、特に国際要因が国内要

因に与える影響を重視する理論であり、Katzenstein(1978)や Gourevitch(1978)によって提

唱された。その言葉通り「逆第二イメージ」とは、Waltz(1959)によって国際政治の分析レ

ベルとして提示された個人・国内・国際システムの 3 つのイメージの中で、国内要因から

国際要因を説明する第二イメージの逆、すなわち国際要因が国内要因に与える影響を重視

する考えである。 

 そして、この「逆第二イメージ論」を日本の政策過程分析に適用した代表的なものが、

Calder(1988a)による「外圧反応国家（reactive state）論」である。Calder(1988a)は、1980

年代後半以降に日本国内で進んだ規制緩和や構造改革をもたらした要因として、米国政府
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からの「外圧」を挙げ、日本国内において改革派と保守派の勢力が拮抗していたものの、

改革派が米国からの「外圧」を有効に活用したと指摘した。田中（1989）もまた「外圧」

とは、「ある問題に対して国内に主要な対立があるとき、その問題に対し加えられる外から

の影響力行使の企て」と定義し、外圧を利用することで国内において意見が二分する取組

が進められた実態を指摘している。 

尚、石油危機の際の日本にとっての「外圧」に関して、古城（2010）は「米国からの圧

力」だけでなく、「国際的な市場からの圧力」にも留意すべきであると指摘する。  

こうした「外圧反応国家論」に基づくと、本稿の問いである「石油危機以降、日本政府

としてエネルギー安全保障を軍事的安全保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、な

ぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形が維持されたのか」に対しては、「米国からの圧力

と、国際的な市場からの圧力の中で、民間主導の形を維持することが効果的とされたから」

との回答が想定される。一方で、これだけではエネルギー安全保障が国家課題となったの

にもかかわらず、政府主導ではなく「民間主導の形」が効果的とされた理由が明確になら

ない。上記の 2つの異なる圧力が日本の政策決定にどのような影響を与え、いかにして「民

間主導の形」が効果的とされるに至ったのかに関して丁寧な実証が必要となる。 

 

(4) 経済安全保障論 

 石油危機以降の「国際的な市場からの圧力」に関連した先行研究として、経済安全保障

に関する研究がある。 

代表的なのものが、Koehane and Nye(1977)であり、石油危機以降、従来の権力政治と

しての「ハイ・ポリティクス」が多元化する一方、経済問題をはじめとする「ロー・ポリ

ティクス」が政治化することにより、双方の境界が曖昧になった点を指摘している。すな

わち、経済安全保障が軍事的安全保障と並ぶ重要イシューになったということであり、世

界において軍事だけでない複合的な相互依存が進んだと主張した。 

この点を踏まえ、同著では、対外的な経済依存が自国の安全保障に与える影響を測る概

念として、敏感性（sensitivity）と脆弱性（vulneravility）を挙げている。同著は石油を例

に挙げながら、敏感性とは、石油の輸入依存度を測るものであり、輸入依存度が高いほど、

敏感性も高いとし、一方、脆弱性とは、ある国からの輸入が難しくなった際に柔軟に他の

国から調達できるかどうかを測るものであり、そうした柔軟性が低いほど、脆弱性は高く

なるとした。その上で、経済安全保障を確保する上では、敏感性ではなく脆弱性を軽減す

ることが重要であると指摘した。実際、石油危機以降の西側諸国の石油政策は、基本的に

省エネルギーや原子力・天然ガスへの代替によって石油依存を低下し、石油調達先の多様

化を通じて、石油に対する脆弱性を軽減することを目指した。 



20 

 

 本稿が分析対象とする日本の石油危機以降のエネルギー調達もまた、欧米メジャー経由

での安定的な石油調達が難しくなる中、ほぼ全量を輸入に依存する敏感性の高い石油に対

する脆弱性を少しでも軽減すべく、石油の調達先の多様化や石油以外のエネルギー調達を

目指したものであると言える。 

 一方で、軍事的安全保障と経済安全保障の境界が曖昧になるということは、国際関係に

おいて政治と経済を明確に区別することが難しくなることも意味する。池田（2015）は石

油危機を契機に従来の「政治は政府、経済は民間」という無為無策としての「政経分離」

に基づく中東政策から、「主体的に政経を分離するための政策」へと転換したと指摘してい

る。同著では、こうした認識に基づき、従来の通説である「石油危機を契機に日本の中東

政策が急速に親アラブへと路線転換していった」という指摘に反論し、日本は石油危機以

降も対米関係を重視する姿勢は変わっておらず、石油危機を契機として戦略的に「中東に

おいて経済的な存在感を発揮しつつ、政治的には可能な限り存在感を希薄化させようとし

た」と主張している。そして石油危機を契機に従来の「政治は政府、経済は民間」という

無為無策としての「政経分離」に基づく中東政策から、「主体的に政経を分離するための政

策」へと転換したと整理している。 

 この池田（2015）の指摘は、本稿の問いである「日本において石油危機以降も民間主導

の形が維持されたのはなぜか」に対して本質的な回答を提示しているように思われる。す

なわち、石油危機以降に「民間主導の形」が維持されたというのは、あくまで形が維持さ

れただけであって、実態としては「無為無策としての政経分離」から「主体的に政経を分

離するための政策」へと転換していたと整理しているのである。 

 一方で、「主体的に政経を分離するための政策」とは具体的にどのようなものなのか、政

府と民間の関係性は具体的にどのように変化したのかといった点は十分に説明、実証され

ておらず、抽象的な表現に留まっているのも事実である。 

 

(5) 外交史的研究 

 続いて外交史的研究を取り上げる。戦後日本の経済政策を取り上げたものとしては、本

稿と同じ石油危機前後の資源外交を事例対象とする白鳥（2015）と、安全保障、経済、原

子力分野における米国との間の協議を事例対象とする武田（2015）がある。どちらの研究

も、いわゆる「30年保管ルール」12を経て開示され始めた 1970～80年代を中心とする外務

省外交文書に基づき政府の選好に焦点を当てた事例分析を行っている。 

 白鳥（2015）は、日本の資源外交の形成過程に関して、第一次石油危機への短期的な対

 
12 2010年、外交記録公開の透明性を確保しつつ円滑に推進するために「外交記録公開に関する

規則」が制定され、作成・取得から 30 年が経過した行政文書は公開するとの原則が明記された。 
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応として捉える通説（「対米自立的な外交の展開」）を反証する形で、1967年の第三次中東

戦争を契機に米国主導で設立が進められた IEA に対して、日本が 1974 年に原加盟国とし

て加盟するまでの期間を含めた長期的な対応として捉え、対米・対中東双方向に注意した

総合的な取組であった点を外交資料に基づき実証している。 

ここでの通説としての「対米自立的な外交の展開」というのは、前章でも記載した通り、

OAPEC 諸国より「非友好国」として認定された日本が、「敵対国」と認定された米国の意

向に反して、親アラブである立場を二階堂進官房長官の談話によって明確化した上で、三

木武夫副総理を中東アラブ諸国に派遣することで、「友好国」認定を受けたことを指す。こ

れに対して白鳥（2015）は、日本の資源外交は決して対米自立的なスタンスを徹底した訳

ではなく、常に米国との対話も継続しながら、何とか容認を得ようと模索をしていた点を

外交文書によって実証したのである。 

 武田（2015）も同様に外交文書を中心に、経済大国となった日本が、安全保障、経済、

原子力分野における課題への対応を迫られる中で、米国との間でいかに協調を試み、その

帰結として日本がどのような国際的役割を担うに至ったのかを実証している。 

 尚、石油危機以降の日本の経済政策、とりわけ資源外交を扱う研究は、従来は取材に基

づくドキュメントが主流であったが13、ここ数年の間に当時の外交文書が公開され始めたこ

とや、中国との資源獲得競争の激化に伴い 2006年以降のエネルギー白書において「資源外

交の重要性」が記載されるなど、資源外交に対する注目が高まっていることを受けて、白

鳥（2015）のような学術的な観点からの研究も出始めている。 

一方で、こうした日本の資源外交に関する研究は政府としての対中東外交が中心となっ

ており、資源外交のもう一つの重要な要素としての、企業による中東以外での新たなエネ

ルギー資源の開拓や、企業が政府と連携しながら進めたエネルギー協議に関する研究は十

分に行われていないのが実情である。実際、白鳥（2015）や武田（2015）も政府選好に偏

重している点が射程の限界となっていることを認めている。そのため、本稿の問いである

「石油危機以降、日本政府としてエネルギー安全保障を軍事的安全保障と並ぶ国家課題と

したのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形が維持されたのか」に

対しても、政府選好に焦点を当てる外交史的研究では十分に検証されてこなかったという

現実がある。 

 

第 2節：本稿における分析枠組 

 本稿の仮説及び変数の分散を観察するための分析枠組としては、Merton(1968)に代表さ

 
13 例えば NHK（1996）。 
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れる「中範囲の理論」の課題認識を共有する。同理論は、単純経験の一般化ではなく、理

論と調査との相互作用を通じて形成される特定の限られた範囲に適用できるものであり、

Gaddis(2004)の「limited generalization（限定一般化）」や George and Bennett(2005)の

「contingent and time-bound generalization（限定された時間的制約のある一般化）」も同

様の理論である。 

更に保城（2015:35-36,87-89）は、「中範囲の理論」とは歴史学と社会科学の統合を目指

し、歴史的実証分析の質を保ちつつ、特定の時代と空間に限定された範囲の中でのみ通用

する理論を構築するものとし、変則的な事実（従属変数）から、それを説明できると考え

られる独立変数を発見し、仮説を構築した上で、データ収集と仮説構築を同時に行うプロ

セスとしてのアブダクションという方法がとられるとした。これはKKVとも言われるKing, 

Keohane,and Verba (1994:33-47)における「理論とデータは相互作用する」「データを収集

する前から完全な理論を持っている必要は無い」という主張にも沿ったものと言える。 

 本稿における分析枠組は、この「中範囲の理論」に基づく仮説設定と過程追跡による因

果メカニズムの実証となる。 

 尚、過程追跡においては、都合の良い事例やデータの取捨選択との批判を回避すべく、

同一事例内及び事例間で変数の分散が見られる事例を選択することで恣意性を排除するこ

とを目指す。加えて、近年公開が進む当時の外交文書に加え、企業史や新聞、民間当事者

のインタビューを活用し、一次資料に基づく精緻な分析を行う。 

 

第 3節：本稿における仮説 

 これまで見てきた通り、石油危機及びそれ以降のエネルギー政策に関する先行研究は政

治学、国際関係論、歴史学といった幅広い分野で、且つ、国際レベル、国家レベル、企業

レベルと様々なレベルで存在している。そして一連の先行研究は本稿の問いである「日本

において石油危機以降も民間主導の形が維持されたのはなぜか」に対しても、それぞれの

回答を提示してきた点を指摘した。 

 ここでは先行研究の回答と課題も踏まえて、本稿における仮説を提示する。 

 

(1) 仮説設定における留意点 

Samuels(1987)に代表される日本の「弱い国家論」、すなわち日本の政策過程における伝

統的な「民間主導の形」という特徴に基づくと、日本において石油危機以降も「民間主導

の形」が維持されたことは何ら不自然なことではないように思われる。 

一方で、Samuels(1987:261)が日本のエネルギー政策は「民間の利害以上に政府が強かっ

たことはない」と結論づけている点が示す通り、政府と民間どちらが権限を有しているか
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に着目する「強い国家/弱い国家論」では、政府と企業が連携して国家としての対外目標・

戦略を形成していくという視点が抜けている。 

 恒川（1996:147-160）も「強い国家/弱い国家論」に対して同様の指摘をしており、

Johnson(1982)を国家主義的解釈、Samuels(1987)と Calder(1993)を自由主義的解釈と分類

しつつ、前者は官僚機構独自の目標を過度に重視し、反対に後者は官僚機構独自の目標を

過度に軽視していると批判し、その結果として双方の理論共に、官僚と企業を包括する国

家としての目標という観点が抜けてしまっていると述べている。そして恒川（1996:145-146）

は、Pempel and Tsunekawa(1979)を国家主義的解釈と自由主義的解釈の中間に位置づけ、

その主張を再整理する形で、戦後日本が経済面での対外脆弱性を軽減するという国家目標

の中で、企業が官僚と折衝して政策形成に影響力を与えてきた点を指摘した。そして政策

形成過程における官僚・企業間の双方向の影響力行使を分析することの重要性を主張した。 

特に本稿が取り上げる石油危機以降においては、日本が国家としてエネルギー安全保障

の強い危機下にあり、政府と企業が国内における権限を争っているような状況ではなかっ

た。政府も企業もその存続のために、いかにして海外からのエネルギー調達を進めていく

かに苦慮しているという状況であった。 

本稿ではこうした日本の危機的状況も踏まえて、政府と企業が対外アプローチをどのよ

うに考え、協議していったかという視点を踏まえた仮説設定を行う。 

 

(2) 本稿における仮説の提示 

本稿の問いに対する仮説構築の上では、日本の政府と企業が戦略的に「民間主導の形」

を選択するに至ったと考え、そこに至った要因を特定し、独立変数として設定する。 

独立変数の特定に関しては、日本とは対照的に政府主導の形のエネルギー調達が見られ

た西ドイツとイタリアとの相違点を踏まえることが有効である。序章で整理した通り、西

ドイツとイタリアは、日本と同じく石油危機によってエネルギー調達に大きな影響を受け

たが、欧州域内のエネルギー協調枠組があったことや、西ドイツの場合は自国の石炭生産

を増やすことが可能であったこと、またイタリアの場合は米国と欧州の緩衝役としての戦

略的な外交を展開したことによって、日本と比べてエネルギー調達の上で米国からの圧力

を受けにくい状況にあった。言い換えれば、西ドイツとイタリアは日本と比べて「軍事的・

エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まりにくかった。 

このことから、日本も欧州先進国も、石油危機以降、エネルギー安全保障が国家的課題

となる中で、政府としての関与は強くならざるを得なくなった点では同じであるが、その

関与の仕方が、対米関係とのジレンマの強弱の違いによって、欧州先進国は政府主導の形

を顕在化できたのに対して、日本は敢えて戦略的に政府主導の形を顕在化させず、「民間主
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導の形」を前面に押し出す選択をしたと想定されるのである。 

以上を踏まえて本稿では、独立変数としての「軍事的・エネルギー安全保障間のジレン

マ」が強いほど、エネルギー調達において、従属変数としての「民間主導の形」が強調さ

れる、との仮説を設定する。この独立変数と従属変数の関係性は、同じく石油危機以降に

提唱されるようになった国際要因が国内の政治過程に与える影響を重視する「逆第二イメ

ージ論」の構想に基づく形となっている。 

本仮説設定によって、本稿における「石油危機以降も民間主導の形が維持されたのはな

ぜか」という問いに対して、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマが強まったために、

（政府と企業が効果的なエネルギー調達の形として）民間主導の形を強調するようになっ

たから」という回答を実証することを目指す。 

尚、「民間主導の形」に関しては、池田（2015）の指摘する「政治と経済を主体的に分離

するための政策」という点を踏まえ、「エネルギーが政治問題化している中で意図的に経済

性を訴えること」を表すものとする。この点は次節における変数測定のための概念の操作

化の際に詳述する。 

 

(3) 仮説の実証における留意点 

本稿の仮説の実証にあたっては、日本の資源外交・経済政策に関する既存の外交史研究

が政府選好に偏重してしまっている点を踏まえ、外交文書に基づく政府選好の把握に加え

て、企業史や関係者へのインタビューに基づく企業選好の正確な把握にも努める。 

更に「民間主導の形」に関しては、その歴史的要因、すなわち経路依存性も指摘されう

ることから、本稿では日本、ドイツ、イタリアそれぞれの事例に関して、同一事例内にお

ける独立変数と従属変数の分散に着目した過程追跡を行う。これにより仮に同一事例内で

「民間主導の形」に変動が観察されるようであれば、歴史的要素としての経路依存性の影

響よりも「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」の影響の方が強いことが実証され

ることになる。そして本稿では、過程追跡を通じて、歴史的要素で何が説明できて、何が

説明できないかに関しても丁寧に検証することを目指す。 

 

第 4節：変数測定のための概念の操作化 

 続いて本稿における仮説として提示した独立変数（「軍事的・エネルギー安全保障間のジ

レンマ」）と従属変数（「民間主導の形」）に関して、その強弱を測る上で必要な概念の操作

化を行う。これにより同一事例内並びに事例間で双方の変数がどのような相関関係を持つ

かを明らかにすることが可能になる。 

 「ジレンマ」も「民間主導の形」もともすれば観察の強弱に恣意性が指摘される可能性
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が高いものであることから、本稿では明確な概念の操作化を行うことで、そうした懸念を

払しょくすることを目指す。 

 

(1) 独立変数：軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ 

 独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」に関しては、当該プロジ

ェクト関与に対する米国政府の反応によってその強弱を測る。具体的には、米国政府の反

応が無反応であればジレンマは「弱」、懸念の表明程度であればジレンマは「中」、そして

米国政府が制裁もしくはプロジェクトからの撤退要請を行うようであれば、ジレンマは「強」

と捉える。 

 

(2) 従属変数：民間主導の形 

 従属変数である「民間主導の形」に関しては、政府のプロジェクトに対する関与方針に

よってその強弱を測る。政府が直接、資源国との開発協議に参加している場合は、民間主

導の度合いは「弱」、政府が関与に関して明言せず企業を側面支援している場合は、民間主

導の度合いは「中」、そして政府が資源国との直接の関与を否定する場合は、民間主導の度

合いは「強」と捉える。具体的には、米国が当該プロジェクトに反対している場面におい

て、政府によって経済性に基づく民間の経済活動であり政府介入が難しい点が強調されて

いる、もしくは企業によって民間経済活動に対する介入であると懸念が示されているとい

った事象を観察可能な含意（observable implications）として想定する。 

 

表 1-1：本稿における変数と測定概念 

 独立変数： 

軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ 

従属変数： 

民間主導の形 

測定 日本のプロジェクト関与に対する米国政府

の反応 

日本政府のプロジェクトに対する関

与方針 

弱 無反応 資源国との協議参加 

中 懸念の表明 政府関与明言せず企業を側面支援 

強 制裁もしくは撤退要請 政府関与の否定 

 

尚、上記の「民間主導の形」の定義は、前述した池田（2015）が指摘する石油危機を契

機に従来の「政経分離（＝外交は政府、経済は民間）」が「主体的に政経を分離するための

政策」に転換した点を踏まえており、本稿が従属変数とする石油危機以降の「民間主導の
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形」は、石油危機前の純粋な「民間主導の形」とは異なり、主体的・意識的な政経分離の

結果としての「民間主導の形」である点を改めて強調しておきたい。つまり日本政府は米

国の圧力をかわす観点で、また日本企業は資源国と経済性に基づく協議を継続する観点で、

戦略的に強調したレトリックとしての「民間主導の形」である。こうした観点から、本稿

の分析射程も石油危機以降としている。 

 また今回の対象事例は、基本的に資源国（イラン・ソ連）は自国の経済発展の観点から、

また日本はエネルギー安全保障の観点から、それぞれ日本による資源開発を望んでいる状

況を前提としている。一方で、特にイラン IJPCの例で見られるが、イランから日本に対し

て、経済性を無視した形で開発の早期再開が要請された際にも、日本側として経済性を逸

脱した対応は決断できない点を訴えるために「民間主導の形」を強調するインセンティブ

が働いていた。この場合は、米国政府として日本のプロジェクト関与に対して批判的であ

ったとしても、日本としてもプロジェクトへの関与を弱めようとしているために、「軍事

的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は必ずしも生じない。この点に関しては、日本と

して推進する場合と、撤退を含めて関与を弱める場合で本稿の仮定も変わりうる点に注意

しながら、事例分析を行うこととする。 

 

第 5節：対象事例と選択理由 

 本稿では、石油危機以降の日本の資源外交において深刻な「軍事的・エネルギー安全保

障間のジレンマ」をもたらした事例として、1970〜80年代に展開されたイランとソ連の資

源開発プロジェクト（「イラン IJPCプロジェクト」及び「ソ連サハリン天然ガスプロジェ

クト」）及び 2000年代にイランで展開された Azadegan油田プロジェクトを分析する。い

ずれの事例も、その金額規模並びに多数の官民関係者による関与の点で当時の日本のエネ

ルギー安全保障上、極めて重要な案件とされた石油ガス開発プロジェクトである。 

 まず金額規模であるが、イラン IJPCプロジェクトは、石油危機前の想定建設費用が約

1,500億円と、当時の三井物産の年間の純利益が 300億円前後であることを踏まえても、相

当な巨額投資であった。更に石油危機後はコスト・インフレが起こり、想定建設費用は 5,500

億円まで上昇している。また政府としても日本輸出入銀行（輸銀）経由で円借款・直接融

資・市中銀行との協調融資で合計 2,000億円程度の資金を拠出するなど、文字通り国家規

模のプロジェクトであった。 

ソ連サハリン天然ガスプロジェクトに関しても、まずはガスがあるかどうかの探査段階

からの参画であったが、必要な探査資機材は日本側からの 1億ドルにも上るソ連側に対す

る融資で調達され、更に探査が不成功、つまり十分な資源量が見つからなければ、ソ連側

の償還義務が免除されるというリスクマネーであった。結果的に相応の資源量は見つかっ
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たが、その後の建設費用も 100億ドルを超える金額が見込まれるなど、こちらも文字通り

国家規模のプロジェクトであった。 

尚、エネルギー資源関連の日本の外務省外交記録の中でも 5冊以上に跨がり記載されて

いるプロジェクトは、イラン IJPCプロジェクトとサハリン天然ガスプロジェクトの 2つの

みであり、更には米国側の公文書にも関連記載があり、米国にもその動向が注目された重

要プロジェクトであると理解される14。 

 上記のような巨額な投資をしてでも確保しようとした石油・天然ガスが 1970～80年代の

日本にとっていかに重要であったかに関しても指摘しておきたい。 

1970年前後の日本の電源構成の 6割は石油（その他 3割が水力、1割が石炭）であり、

エネルギー政策の中でも石油政策が最も重要であった。また石油政策には、資源国におけ

る開発事業以外にも、タンカー調達や日本国内での精製事業もあるが、特に開発事業は企

業にとってエクスポージャーが高く、経営に与える影響も大きかった。また 1970年前後は

石油の代替エネルギーとして天然ガスの導入・利用促進が国家課題として取り組まれてお

り、石油政策と並び天然ガス政策もエネルギー安全保障上の重要課題の一つとされた15。 

 一方の Azadegan油田であるが、比較的直近の事例であることから外交文書はまだ開示

されていないが、日の丸油田として長らく日本のエネルギー安全保障を支えてきたサウジ

アラビア・カフジ油田の権益更新が頓挫したのを契機として、当時の通産省がイラン側と

の協議を本格化させた経緯があり、当時世界で一二を争う埋蔵量を誇るとされた油田であ

ったこと、そして米国からの日本に対する開発停止圧力が公然とかけられたことから、国

際的にも大きく注目されたプロジェクトである。 

 加えて、上記いずれの事例も国際情勢の変化に伴い、対米関係の観点で独立変数である

「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」の大きな変動が観察されることから、独立

変数の変化に対する従属変数としての「民間主導の形」の分散を観察可能であることも重

要な点である。イランの IJPCプロジェクトにおいては 1979年のイラン革命及びテヘラン

米国大使館人質事件に伴う米国・イラン間の断交により、またソ連の天然ガスプロジェク

トにおいては同じく 1979年のソ連のアフガニスタン侵攻に伴う米ソ・デタント崩壊により、

そしてイランの Azadegan油田プロジェクトにおいては 9.11テロやイラク戦争、イラン核

 
14 例えば、Briefing for Testimony on Summit Before Senate Committee on Foreign Relations 

(June 13, 1980)には IJPC に関して、また Office of the Deputy Assistant Secretary for 

International Monetary Affairs Briefing Books (1971-1980)にはソ連の天然ガスプロジェクト

に関する記載がある。 
15 1969年にアラスカから日本に初めて LNG が輸入され、以降、ブルネイ・UAE・インドネシ

ア・豪州からも輸入が開始され、急速に利用促進が図られた。日本政府もまた 1980年の「石油

代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に代表されるように天然ガスの安定調達

支援や LNG 受入基地の整備支援等を行った。 
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開発問題により、日本が当該プロジェクトを進める上で、「軍事的・エネルギー安全保障間

のジレンマ」が大きくなったと想定される。 

 尚、1980年代以降は石油の国際市場化が進み、石油の価格決定権は産油国から市場へと

移行、省エネ政策やエネルギー源の多角化も進んだ結果、石油の価格も低下した（図 1-1

参照）。そして日本としても国際石油市場を通じて安価な石油を安定的に調達することが可

能になったことから、大規模な資源プロジェクトに関する事例も無くなった。この時期の

経済事例としては、草野（1983）や谷口（1997）が事例対象としているように、日米貿易

摩擦等、日本の産業政策に関する注目が高まった。 

 しかし冷戦終結後、2000年代に入り、9.11.テロ以降の中東の混乱や中国の台頭に伴う資

源獲得競争の激化による原油価格の上昇（図 1-1参照）や、日本の自主開発油田（いわゆる

「日の丸油田」）であるサウジアラビア・カフジ油田の権益延長の失敗によって、日本の資

源外交に対する注目も再び高まった。本稿で事例対象とする Azadegan油田もそうした混

乱の中で大きな注目を受けるようになった資源プロジェクトである。 

 

図 1-1：原油価格（OPEC 年間平均価格）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：OPECデータを元に筆者作成 

  

また本稿では日本との比較対象として西ドイツとイタリアのエネルギー政策に関しても

分析する。西ドイツに関しては、第一次石油危機以降、本格的に協議が進められたソ連か

らの天然ガス輸入に関する事例を取り上げる。またイタリアに関しては、石油危機前後か

らのソ連からの石油輸入や、冷戦後のイランにおける油田開発に関する事例を取り上げる。

両国の事例とも、当時の国際情勢の変化に応じて米国からの圧力が変化した事例であり、

西ドイツ及びイタリアとしての「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」の変化を観
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察するのに適した事例と言える。 

 西ドイツとしてソ連との間で天然ガス輸入の協議を開始した 1969年は、米ソ・デタント

が進んでおり、米国からの圧力は相対的に低かったが、その後、特に 1979年のソ連のアフ

ガニスタン侵攻以降は、米ソ・デタントが崩壊し、西ドイツのソ連との天然ガス協議に対

する米国の懸念も強まっていった。更に冷戦が終わり、東西ドイツが統一され、ソ連が崩

壊した現代においても、ドイツとロシアとの間では天然ガス輸入の更なる増加に関する協

議が行われており、現在の事例として分析することも可能である。 

 またイタリアは、1950年代より政府傘下の国営石油会社を通じて石油調達を本格化させ

るが、1958年にはソ連からの石油調達も行い、その結果、米国ケネディ政権より調達を停

止するよう要請を受けている。また第一次石油危機以降は、アラブ産油国より「友好国」

認定を受けられず、親アラブを明確化するよう求められる一方で、米国からは消費国間で

一体となってアラブ産油国に対峙するよう求められるなど、対米関係では日本と同様のジ

レンマが生じることになる。また冷戦後においても、イランで進めた Darkhovin油田開発

では、イランと米国の関係悪化の影響を受けるなど、イタリアの事例もまた西ドイツ同様、

時系列に沿って独立変数と従属変数の変化を観察することが可能である。 

 以上を踏まえ、本稿における対象事例の概要をまとめると表 1-2の通りとなる。 

 

表 1-2：本稿の対象事例概要 

事例名 概要 

イラン IJPC 

プロジェクト 

日本が 1960年代の親米パフラヴィー朝下のイランと協議を開始した

石油化学プロジェクト。日本は 1971年に参画するが、石油危機、イラ

ン革命、イラン・イラク戦争等に巻き込まれ、結局、完工しないまま

1989年に日本は撤退。 

ソ連サハリン 

天然ガス 

プロジェクト 

日本が米ソ・デタント期にソ連と協議を開始した天然ガス開発プロジ

ェクト。日本は 1975年に参画するが、ソ連のアフガニスタン侵攻等に

伴う米国による対ソ制裁が開発進展に影響。計画より遅れて 2000年代

に生産開始。 

イラン

Azadegan油田 

プロジェクト 

日本が 2000年の穏健派ハタミ政権下のイランと協議を開始した石油

開発プロジェクト。9.11.テロ後のイラン・米国関係の悪化で参画協議

は難航、2004年の参画後も、イランの核開発問題に伴う国連や米国の

対イラン制裁が開発進展に影響。結局、生産に至らぬまま 2010年に日

本は撤退。 
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ドイツのソ連・ロ

シアとの天然ガ

ス輸入協議 

西ドイツは米ソ・デタント期にソ連とパイプラインによる天然ガス輸

入協議を開始し、1969年に合意。その後も東方外交を展開するブラン

ト政権の下でソ連との原子力協議も開始。その後、ソ連のアフガニス

タン侵攻等に伴う米国による対ソ制裁等によって原子力協議は停止す

るが、天然ガス輸入は継続し、冷戦後もロシアとの間で新規協議を継

続。 

イタリアのソ

連・イランとの石

油輸入・開発協議 

イタリアは第二次世界大戦後、国営石油会社 ENIを通じて産油国と直

接協議し、海外石油権益を拡大。米国と対立するソ連からも石油調達。

石油危機以降も、イタリアが欧州・米国の緩衝役としての外交を展開

する中、ENIは独自の石油調達を継続。冷戦後、民営化した ENIは

2001年にイラン Darkhovin油田に参画するが、イラン核開発問題を

巡る国連や米国の対イラン制裁の影響を受け、2010年に撤退。 

 

第 6節：本稿の意義 

 これまでの説明の通り、本稿は石油危機以降、日本の資源外交において「民間主導の形」

が維持されてきた理由を明らかにすることを目的としている。本稿の意義としては以下の

「学術的意義」と「現代的意義」を挙げることができる。 

 

(1) 学術的意義 

学術的意義としては、従来の先行研究では十分になされてこなかった日本の資源外交に

関する理論を提示することが挙げられる。具体的には、日本の資源外交に特徴的な「軍事

的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と「民間主導の形」の因果関係を実証し、資源外

交における政府と企業の関係を説明する上で有効な理論を提示することになる。従来の先

行研究では、日本の資源外交に関して明確な理論を提示したものは無く、近年開示され始

めた外交文書に基づく外交史的分析が端に付いたばかりである。また「民間主導の形」が

維持されてきた理由に関して、従来の先行研究である「弱い国家論」や「歴史的制度論」

に基づく説明だけでは、政府と企業間の選好の変化が十分に捉えられず、その実態を把握

することが難しい。そのため、本稿で提示することになる日本の資源外交に関する新たな

理論は、今後の資源外交に関する学術研究にとって羅針盤的位置づけになることが期待さ

れる。また日本の比較対象として西ドイツとイタリアの事例も分析し、本稿の日本の資源

外交に関する理論が、西ドイツやイタリアの事例でも適用されるかどうか、その External 

Validityに関しても十分に検証を行うことによって、理論の正確性、汎用性を担保すること
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を目指す。 

加えて、外交史的分析としても、新たに開示された一次資料に基づき、石油危機以降も

日本のエネルギー調達が「民間主導の形」で行われた背景及びその実態を解明することに

より、これまでの外交史的先行研究が提示してこなかった歴史的事実の再解釈を明らかに

するという意義もある。確かに白鳥（2015）や池田（2015）の先行研究においても、日本

の資源外交に関する従来の通説である「石油危機を契機に日本の中東政策は急速に親アラ

ブへと路線転換した」という点が反証されることで新たな視点が提示されてはいるが、日

本政府の視点のみに焦点が当てられており、企業側の視点や政府と企業の関係性に関して

は十分な分析がなされていない。この点において、本稿が実証する日本の資源外交におけ

る政府と企業の関係、具体的には、石油危機以降、政府と企業が連携して戦略的に民間主

導のエネルギー政策を遂行したという実態は、新たな歴史的事実の解釈となるだろう。 

 

(2) 現代的意義 

現代的意義としては、本稿の分析事例が展開された 1970～80年代並びに冷戦終結後の

2000年代の日本を巡るエネルギー情勢は、それ以降も基本的な部分では変わっておらず、

日本が軍事的安全保障は米国に依存する一方で、エネルギー安全保障は米国と敵対するイ

ランやロシアにも依存するという構図は続いている。 

実際、確認埋蔵量で見ても、2020年末時点で原油に関しては、イランが世界 4位、ロシ

アが世界 6位、天然ガスに関しては、イランが世界 2位、ロシアは世界 1位となっており、

イランとロシアのエネルギー資源は無視できない存在感を維持している16。更には、イラン

やロシア、それに中国といった権威主義的国家と、日本や米国・欧州連合（EU）を含む自

由主義的国家との対立が深まっており、これまで以上に日本にとって権威主義的国家にお

ける資源エネルギー政策は、対米・対自由主義圏との間のジレンマを強めうる状況となっ

ている。加えて、現代は政府主導により企業としての収益性、言い換えれば採算を度外視

する形で資源獲得を進める中国との間で中東やアフリカを中心に資源獲得競争が強まって

きており、日本にとっての資源外交の重要性、難しさは更に強まっているとも言える。 

そのため、本稿の提示する日本の資源外交における政府と企業の関係の実態そして課題

は、これからの日本の資源外交のあり方を検討する上でも、有益な示唆を与えてくれるは

ずである。この点に関しては、本稿の終章において、分析結果を踏まえて、詳細に検討す

る。例えば、日本の場合は、これまでも民間企業主導で資源投資を進めてきたことから、

ノウハウは民間側に多く集積されているのは事実である一方で、国際社会からの制裁リス

 
16 BP Statisticsを参照。 
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クや中国による採算度外視での資源投資と向き合っていく上では民間企業だけではリスク

を背負い切れない状況になってきているのも事実である。「民間主導の形」と政府による融

資・保険といった制度の拡充をどのように融合していくかといった点も今後更なる検討が

必要になるだろう。 
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第 2章：事例分析①イラン IJPCプロジェクト 

第 1節：事例の特徴 

 本章では IJPC17プロジェクトにおける日本の政府と企業の関係の変化に関して、独立変

数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」

の変化に着目して過程追跡を行う。 

 前もって結論を提示すると、1960年代後半の参画協議開始時は、イランが親米のパフラ

ヴィー朝下にあったことから、日本にとってイランにおける IJPCプロジェクトの遂行の上

で対米関係との間のジレンマは無かった。こうした状況下、外務省主導の訪イラン経済使

節団の派遣や通産省による石油開発公団経由での調査派遣等、民間だけでなく政府の関与

も積極的に見られた。つまり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレン

マ」が弱く、従属変数である「民間主導の形」も弱かった。 

 その後、1973年 10月に第一次石油危機が生じると、原油価格の上昇に伴い世界規模で

のコスト・インフレが起こり、IJPCプロジェクトの建設費も高騰し、建設開始も遅延した。

しかしながらイランは第一次石油危機の当事者ではなかったこともあり、IJPCプロジェク

トに対する直接的な影響は限定的であり、日本政府として IJPCプロジェクトを国家的な大

型プロジェクトであると見做すスタンスに大きな変化は見られなかった。そのため、引き

続き「民間主導の形」も前面に出されることはなかった。 

 しかしながら、1979年 2月にイランにおいてイスラム革命が発生し、親米パフラヴィー

政権が倒された。IJPCを巡っては、革命発生直後は、人命第一として民間主導で迅速な現

場対応がとられたものの、その後は、日本政府がイラン革命政府を逸早く承認し、イラン

革命政府からも IJPC プロジェクトを国有化することはしないとの明言を早い段階で取り

付けるなど、日本政府の積極的な関与が継続された。その後も、民間側要請を受けて、政

府出資の検討が進み、通産省主導でイラン側と協議の上、同年 9月に政府出資の方針を閣

議決定した。このように、イラン革命発生以降も日本政府としての IJPC に対する関与姿勢

は積極的であり、むしろ民間側の先行きに対する不安を支援する形がとられた。また米国

もイラン革命政府の承認はしていなかったものの、この時点ではイランに対する制裁や断

交も行っておらず、日本並びに IJPCに対する懸念等も表明されていなかった。つまり、イ

ラン革命発生以降も、日本にとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレ

ンマ」はそれほど強まることはなく、「民間主導の形」も前面に出されることはなかった。 

 しかしながら、1979年 11月にテヘランの米国大使館で占領・人質事件が発生すると、

米国カーター政権はイランからの原油輸入を停止、更に翌 80年 1月に国連安全保障理事会

 
17 Iran-Japan Petrochemical Co.の略。 
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において対イラン経済制裁がソ連の拒否権で棄却されると、同年 4月には米国はイランと

断交し、日本を含む同盟国に対して同調するよう要請した。ここに、日本にとってイラン

IJPCプロジェクトを継続する上で対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレン

マ」が強まることになった。こうした状況下、日本は更なる政府出資を停止しつつ、イラ

ン政府からの IJPC推進要請に対しては「民間主導の形」を前面に出した対応を行う一方で、

対米説明上においても政府として「民間主導の形」を強調しながら、プロジェクトの継続

に対する理解を求めるようになった。 

 その後、1980年 9月にイラン・イラク戦争が勃発すると、当初、日本側は状況改善を見

ながら工事再開を目指す方針を持っていたため、米国からの批判をかわすことに加えて、

イラン側からの早急な工事再開要求をかわして安全が確保されたタイミングで工事再開を

進めるためにも、引き続き「民間主導の形」を強調しながら協議を進めた。しかしながら、

戦争が長期化する中で、日本の民間側は工事再開を目指す方針を断念し、政府からの貿易

保険を得た上での撤退を目指すようになった。こうして日本として米国に対してイランに

おける事業継続を求める必要は無くなり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障

間のジレンマ」、従属変数である「民間主導の形」共に弱まることとなった。 

 このように IJPCの事例では、事例内において独立変数・従属変数共に当初の「弱」から

「強」に変化し、更にその後「弱」に戻っている。それでは次節以降では、外交文書等の

資料に沿って、当該変数の変動の様子を詳細に叙述していく18。 

 

第 2節：親米国家イランとの参画協議 

IJPC プロジェクトの発端となったのは、1968 年 11 月の訪イラン経済使節団であった。

当時、パフラヴィー朝下のイランは中東の産油国としてサウジアラビア、クウェートと並

ぶ発展性に富む安定した国であるとされており、日本はメジャー経由で原油輸入量の約 4

割を依存していた。そのため、より密接な経済関係樹立を目指した外務省が主導する形で

同使節団が結成された。外務省は元大蔵大臣でもあった平田敬一郎に団長を委嘱し、外務

省と同氏との間で団員の人選が進められ、民間の他、外務・大蔵・通産省からも随行員が

出された。そして同使節団がイランを訪問した際に、イラン側より日本側に対して石油化

学プロジェクト推進への協力要請が行われた（IJPCプロジェクト史 1993:5-12）。 

 同訪問団には三井物産以外の商社も含まれていたが、帰国後、プロジェクトチームを組

織し実際にイランに調査団を派遣（1969年 1月）するなど積極的に検討を進めたのは、三

井物産のみであった。三井物産は当時「石油元売権」を持たず、他商社に比して石油部門

 
18 本章の以下記載については、IJPCプロジェクト史（1993）や美里（1981）を中心に、梅野

（2009）、小宮（2013）、寺島（2016）や、外交文書、新聞記事も参考にした。 
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が弱かったため、安定した産油国との評価が高かったイランにおける石油化学プロジェク

トを商内拡大のチャンスと捉え19、後述するようにイランがロレスタン鉱区との抱き合わせ

商法を提示するに至り、その検討を本格化させた。ロレスタン鉱区は未開発であったが、

その地質・地層構造から高品質の低硫黄の原油が産出する大規模油田の可能性があるとさ

れていた（梅野 2009:134-135; 小宮 2013:44; 寺島 2016:29-30）。 

 実際の所、当初は石油化学プロジェクトとロレスタン鉱区の石油開発プロジェクトは

別々に検討が進められていた。前述の三井物産を中心とする石油化学プロジェクトの調査

団が派遣される直前の 1969年 1月、イランのザヘディ外相が来日し、佐藤栄作首相に対し

てイランにおける石油鉱区開発への日本の協力を要請しており、これに応える形で 1969年

10月に日本政府は石油開発公団による調査団を派遣した。その後、1970年 3月には石油開

発公団が三菱商事と合同の調査団を派遣し、再調査を行ったが、三菱商事は投資額に対す

るリターンの少なさを理由に参画を断念している。イラン側の交渉窓口も、石油化学プロ

ジェクトが NPC（国営石油化学会社）であったのに対して、石油鉱区開発は NIOC（国営

石油会社）であり、別々であった（IJPCプロジェクト史 1993:13-15）。 

 その後、NIOCは、1970年 7月付でロレスタン鉱区を国際公開入札に付すという公示を

実施した（応札期限は 1971 年 4 月末）。これに対して、日本では、非繊維部門の拡大を目

指していた帝人が積極的な反応を見せ、北スマトラ石油開発会社と三井物産に参加を呼び

かけ20、最終的には、単独では参画を断念していた三菱商事も参加することになり、日本企

業 4社による連合で応札することになった（IJPCプロジェクト史 1993:16-17）。 

 更には通産省が、石油開発公団経由で全面的な支援を約束し、応札準備段階では、鉱区

獲得後に設立する新会社に対して石油開発公団として 50%出資することを決めていた。尚、

同鉱区の応札者としては、日本側連合の他に、米国のメジャーであるモービル社（現在の

エクソン・モービル社）、西ドイツの国営石油会社である DEMINEX といった欧米の有力

企業も並んでおり、危機感を抱いた日本側はイラン側が望む付帯条件を探る水面下の予備

交渉を進めていった（IJPCプロジェクト史 1993:17-18）。 

 こうした中、日本とイラン間の予備交渉において、NIOC は日本側 4 社連合に対して、

ロレスタン鉱区入札に関する付帯条項として、三井物産等が交渉を進める石油化学プロジ

ェクトを含めるよう主張するようになる21。このことは、石油化学プロジェクトと鉱区入札

 
19 当時、日本国内では公害問題から石油化学コンビナートの新設が難しくなりつつあり、安価

な原料を調達できる海外産油国の石油化学事業は魅力的であった。 
20 IJPCプロジェクト史（1993:16）によれば、イラン側が公示するまで三井物産はロレスタン

鉱区に関して全く聞かされていなかったという。 
21 NIOCは当初、石油精製所を日本に設置することを要望するも、日本政府の石油行政上実現

不可能であったため、石油化学プロジェクトの方に焦点が当てられた。IJPC プロジェクト史
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の双方に参加する三井物産に対して、鉱区獲得という国益と石油化学プロジェクトの採算

性確保という私企業経営にとって最も重要な要素との間の相克をもたらした。というのも、

ロレスタン鉱区の入札期限が 4 月末に迫る一方で、石油化学プロジェクトについては事業

性調査並びにイラン側との条件協議といった採算性確保のために必要な作業が山積してい

たからである（IJPC プロジェクト史 1993:25-26）。 

 結局、1971 年 4 月末の応札の際には、「石油化学プロジェクトの採算性については詳細

を追って協議する」との条件を付す形で、ロレスタン鉱区応札の付帯条件としてイランに

おける石油化学プロジェクトの実施が加えられた。その後、イラン側との最終交渉を経て、

6月末、日本側にロレスタン鉱区の落札通知書が手交された。同年 7月には、かねてよりイ

ラン政府が要望していた石油化学プロジェクトに対する約 2.3 億ドル（約 828 億円）の政

府間混合借款が確定し22、その後、NPC との間で石油化学プロジェクトの Letter of 

Understanding（L/U）、NIOC との間でロレスタン鉱区の共同開発に関する契約書が調印

された。しかし調印の段階になって、イラン側の強い要望に押される形で、石油化学プロ

ジェクトはロレスタン鉱区開発とは切り離され、ロレスタン鉱区における出油の成功不成

功にかかわらず推進すべきプロジェクトとなった。その結果、この 2 つのプロジェクトは

別個に推進されていくことになる。これは参画協議当初はロレスタン鉱区と石油化学プロ

ジェクトをセットとすることで両プロジェクトへの日本企業連合の参画を確実なものにし

つつ、参画が固まった段階で、それぞれ別個の契約とすることで、ロレスタン鉱区の不成

功でも石油化学プロジェクトから撤退することを認めないというイラン側の周到な戦略で

あった。一方で、日本企業側としても石油化学プロジェクトのみでもある程度の投資リタ

ーンは確保可能との見立てもあり、そのまま合意に至った（IJPC プロジェクト史 

1993:32-36）。 

 石油化学プロジェクトは、その後、前述の L/U を骨格とする形で同年 10 月に Basic 

Agreement（B/A、基本協定）が締結され、12月に日本側の海外投資会社である ICDC23が

設立、更に 1973年 4月に同 B/Aに基づきNPCと ICDCの折半出資である IJPCが設立さ

れた。1972 年 12 月時点での想定建設費用は 4.7 億ドル（約 1,450 億円）であり投資リタ

ーン率も 20%超を確保していた。日本経済全体を見ても 1972 年 7 月に就任した田中角栄

首相の下で「日本列島改造論」が叫ばれるなど、1972 年後半から景気は上昇傾向であり、

またイランのカントリーリスクに関しても、1972年 8月に実施された植村甲午郎経団連会

 
（1993:35）では、石油精製所でイラン側に譲歩させた以上、入札のためには石油化学プロジェ

クトを付帯条件に加えざるをえなかったと述懐されている。 
22 これに先立ち、三井物産/若杉末雪社長名の要請状が水田三喜男蔵相、福田赳夫外相、田中角

栄通産相宛に出状され、各事務当局に対する説明会も開催された。 
23 Iran Chemical Development Co., Ltd.（イラン化学開発株式会社）の略。 
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長を団長とするイラン使節団が「イランのパフラヴィー朝は安泰である」との報告を行う

など、参画に至る過程での混乱を乗り越えて、日本企業側にも IJPCプロジェクトに対する

期待は高まっていた（IJPCプロジェクト史 1993:37-72）。 

 こうした中で、1973 年 10 月に第一次石油危機が生じた。その結果、世界規模でのコス

ト・インフレが起こり、1年以上の見直し作業を経て IJPCプロジェクトのプラント建設費

用の予算も 5,500 億円まで引き上げざるをえなくなった。その結果、ICDC に対して 30%

出資していた東洋曹達工業が 15%への出資削減を行うなど、日本側企業の足並みにも乱れ

が生じ始めた24。それでもイラン側にも追加負担を認めさせるなどして、IJPC プロジェク

トは 1976年より本格的な建設工事を開始した。また 1976年 8月には、日本輸出入銀行（輸

銀）を中心とする複数の融資契約、具体的には円借款契約（輸銀→イラン大蔵省、288億円、

金利年率 4%）、ダイレクト・ローン（輸銀/市中銀行協調融資団→NPC、600億円、金利年

率 7.75%）、ICDCローン（輸銀/市中銀行協調融資団→ICDC、1,250億円、金利年率 8.349%）

に関する調印が行われ、資金確保にも一定の目処を立てた（IJPC プロジェクト史 

1993:73-94）。 

 一方、採算性把握の重要なファクターである原料ガスの価格はイラン側と折り合いがつ

がず、不透明な状況が続いた。更には、1977 年 12 月にはロレスタン鉱区における 9 本の

試掘が全て不成功となり、NIOC に鉱区が返上されることとなった。日本側の最大の狙い

であった石油開発は実現せず、付帯条件であった IJPCプロジェクトのみが残される結果と

なった。それでもこの時点では、日本側当事者は IJPCプロジェクトのみの採算性を確保す

ることに注力しており、ロレスタン鉱区の返上が即、石油化学プロジェクトからの撤退の

動きに繋がることはなかった（IJPCプロジェクト史 1993:95-102）。 

 以上のように日本の IJPCプロジェクトに関する参画協議は親米国家であったパフラヴ

ィー朝下のイランとの間で開始されたため、その時点では日本に対米関係との間でジレン

マは無かった。こうした状況下、外務省主導で官民混合の訪イラン経済使節団が 1968年に

派遣され、イラン側より油田開発と石油化学プロジェクトに対する協力要請が行われた。

翌 1969年にはイラン外相が来日、当時の佐藤栄作首相に対して改めて協力要請があり、こ

れに応える形で日本政府は石油開発公団による調査団を派遣するなど、日本政府の積極的

な関与は続いた。並行して民間側も三井物産を中心にイランの国営石油化学会社や国営石

油会社との間で採算面等の具体的協議を進めるなど、官民連携で協議が進められた。政府

 
24 東洋曹達は、ICDC に対する出資要請を日本政府に対して行うべきと主張するも、三井物産

は「民間主導の形」を希望して同主張に難色を示した。その一方で 1977 年 1月 1日付で三井物

産は元通産事務次官の山下英明を顧問に迎え、それ以降 IJPCプロジェクトに関与させることで、

更なる政府支援を求めていくことになる。 
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の関与に関しては、1980年 1月に行われた外務省中近東大使会議の議事録には「IJPCの

如き大型案件は、民間主導といっても上手くいかなければ結局政府が後始末をしなければ

ならず、最初手がける時に政府としても十分に検討し、言うべきことははっきりいって指

導することが肝要である」25との発言が残っており、日本政府としての更なる関与を目指す

姿勢も示されている。一方でイラン側との協議は紆余曲折あり、1973年に第一次石油危機

が生じると、世界的なコスト・インフレにより石油化学プロジェクトの想定コストも増額

され、着工も遅延、更にロレスタン鉱区は試掘が全て失敗し、イラン側に返上されること

になった。本稿の仮説を踏まえると、本節の段階では、独立変数である「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマ」は弱く、従属変数である「民間主導の形」も弱かったと言え

る。 

 

第 3節：イラン革命と日本政府による出資 

 1978 年に入ると、イランの国内情勢に不穏な兆しが出始め、1 月には古都コムでイスラ

ム神学生による反国王デモが行われ、これを皮切りに主要都市で反体制運動が激化してい

った。10 月には全国一斉ゼネストが発生し、IJPC サイトでもイラン人労働者の 6 割がス

トライキに突入する事態となった他、サイト内で日本人がイラン人の襲撃を受けて負傷す

る事件も発生した。こうした事態を受けて、駐イラン日本大使館もイランからの邦人の引

き揚げを勧告し始めた（IJPCプロジェクト史 1993:103-107）。 

 更に 1978 年 12 月 7 日にはイラン側の担当責任者である NPC 総裁が出国する事態とな

った。その後、IJPCの日本側投資会社である ICDCの八尋社長は、1978年 12月から翌年

1月にかけてイランに出張し、混乱した現地事情を把握すると共に、同国の経済・財務官僚

と面談した。そして帰国後の 1月 11日に開催された ICDC親会社幹部による相談会におい

て、これまでのプロジェクトの積極推進の立場を見直し「基本方針は変更しないものの情

勢に応じて臨機応変に対処する」との決議を行い、撤退しないまでも工事の一時中断を視

野にイラン側と交渉していく可能性を探り始めた。この決定には、同相談会の前日に送ら

れてきた三井物産からイランに出向中の IJPC 社長からの訴状において、「革命の混乱の中

で諸外国の駐在者が帰国し始めている中で、IJPCプロジェクトの日本人要員数千人が依然

として留まっているのは異様である」と主張されていたことも影響を与えていた。一方で

工事自体は 8割前後まで進捗し、更に革命新政府も IJPCは国有化しないと明言していたこ

ともあり、ICDCとしてこの時点で撤退という選択肢は持たなかった（IJPCプロジェクト

史 1993:107-109）。 

 
25 「昭和 55年度中近東大使会議（討議の記録）」（外交記録『園田特使中近東・南西アジア訪問』）。 
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 同決議後の 1 月 16 日にはイランからパフラヴィー国王が亡命、3 日後の 1 月 19 日に行

われた IJPCにおける日本人幹部（ICDC）とイラン人幹部（NPC）との会談において、「現

況では工事継続不可能」との合意に達した（IJPCプロジェクト史 1993:109）。 

 2 月 1 日にホメイニ師がイランに帰国したことでイランにおけるイスラム革命が実現、

IJPCもホメイニ派によって占拠され、イラン側パートナーであるNPC役員も刷新された。

これを受けて、八尋 ICDC社長は 3月に再びイランを訪問し、NPC新社長と会談、革命初

期の混乱でイラン側もNPCの経営機能が事実上止まっていたことも踏まえて「取り敢えず

3ヵ月の工事中断を行い日本人は引き揚げる」ことで合意することに成功した。そして 3月

中にサイトより日本人スタッフ全員の引き揚げを完了させた。この時点で工事進捗率は

85%であった（IJPCプロジェクト史 1993:110-121）。 

 以上のように革命発生前後の混乱においては、人命を第一とした迅速な対応が求められ

たことから基本的に民間企業である ICDC が前面に立ってイラン革命新政府との交渉を行

った。その一方で日本政府もイラン革命政府を逸早く承認するなど、日・イラン関係強化

の動きを見せて、ICDC の対応を間接的に支援した面もあった26。実際、三井物産は 1979

年 3月にイラン革命政府から革命後初めての原油輸出先に選ばれ、契約価格も 19ドル/バレ

ルと同時期に契約した米国会社よりも 2.5ドル/バレルほど安価になるなど、IJPCプロジェ

クト参画の恩恵を受けていた。イラン側（NIOC 関係者）も三井物産を優遇した理由とし

て、「革命にもかかわらずテヘランに残り IJPC を撤退しなかったこと」を駐イラン日本大

使に明示している27。 

 更には、イランからの日本人引き揚げが完了する前後で開催された 3 月の ICDC 相談会

では、イラン革命による不透明な先行きの見通し、並びにイラン側からの工事再開要求に

対する対応面での不安から、日本政府出資（海外経済協力基金による出資）によるナショ

ナル・プロジェクト化を求めていく方針が確認された。これに基づき、八尋三井物産副社

長兼 ICDC 社長は、元通産省事務次官で三井物産常務の山下英明と共に通産省・外務省に

支援要請を開始した。更に 4 月には、三井物産は八尋を三井物産社長兼 ICDC 会長、山下

を ICDC社長にする人事を内定させた（IJPCプロジェクト史 1993:123-125）。 

4月中旬には通産省から ICDCに対して、政府出資のための下地作りとして、他の民間企

業からも広く出資を募るようにとの勧告が行われた28。これを受けて ICDCは銀行等を中心

 
26 一方で米国においては 5 月に上院がイラン革命政府による旧政府要人弾圧に対する非難を決

議した。その結果、イランにおいて反米デモが生じるなど、反米感情は高まる一方であった。 
27 「外務省電報：駐イラン和田大使発・外務大臣宛」（1979年 3月 5 日）。 
28 当時、通産省経済協力部長であった小長啓一も「日本の外交上の武器は経済協力のみであり、

日本の安全保障、石油の安定供給という見地から考えた場合、85%まで進んでいる大プロジェク

トを完成させるのは至上命題である」としてナショナル・プロジェクト化の必要性を訴えてい
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に数十億円規模の出資を内定させ、5月中旬に ICDC相談会において政府出資の正式要請を

決議した。尚、6月末にイラン側と合意した工事中断期限が到来しているが、建設予定計画

が日本・イラン間で合意に達せず資金調達も決定していなかったため、ICDC・NPC 間で

中断延長が合意された（IJPCプロジェクト史 1993:126-130）。 

 8月には ICDCは経団連の常任理事会と中東協力センター29に対して協力を依頼、両団体

は IJPCをナショナル・プロジェクトとして支援するよう政府に要請することを決議し、通

産省・大蔵省・外務省・経済企画庁並びに日本輸出入銀行・海外経済協力基金宛に要請状

を提出した。ここに民間側として一致団結する形で政府出資を求める姿勢が確立された。

そして翌 9 月に日本政府は、通産省の天谷直弘審議官を団長とし、通産省・大蔵省・外務

省・経済企画庁・日本輸出入銀行・海外経済協力基金の課長クラスからなる「天谷ミッシ

ョン」をイランに派遣、ナショナル・プロジェクト化に向けた現地調査並びにイラン政府

関係者との折衝を本格化させた。イラン政府は日本政府による出資を実現させることで早

期に工事を再開することを求めていた（IJPCプロジェクト史 1993:130-131）。 

 そして 9 月 7 日付で天谷ミッションとアベディ NPC 社長間で、所要資金総額の上限を

7,500 億円とすること、イラン側による国有化の意思がないこと、IJPC 事業の採算性には

イラン政府も万全を尽くすこと等を盛り込んだ覚書を締結した上で、9 月 11 日の閣議（大

平正芳内閣）において政府出資の基本方針が決定された。更に 10 月 12 日の閣議で、海外

経済協力基金より ICDC に対して合計 200 億円の出資を 2 年間で数回に分割して行うこと

が決定された30。その翌日からは江崎真澄通産相が天谷直弘通産省審議官、宮本四郎通産省

通商政策局長、千葉一夫外務省中近東アフリカ局長と共にイランを訪問、バザルガン首相

及びモインファル石油相と会談し、ナショナル・プロジェクト化決定を伝えると共に、イ

ランに対して革命の混乱によって減少している対日原油供給の 30%増加を要請した。イラ

ン側からは前向きに取り組むとの回答があると共に、従来通り工事の早期再開が要請され

た（IJPCプロジェクト史 1993:132-134）。 

 同会談を受け 10 月 21 日、イランよりアベディ NPC 社長が来日し、工事再開について

ICDC首脳部と交渉を本格化させた。ICDC 側がプラントの中枢部分の工事が残っているこ

とから最低 1,000名の日本人労働者が必要と主張したのに対し、NPC側は現地雇用を優先

すべく日本人労働者は 500 名程度に絞るよう主張した他、イラン側は IJPC の資金枯渇を

 
る（美里 1981:225）。 
29 中東協力センターは 1973 年 10月に「財界資源派」である中山素平（日本興銀頭取）、今里

広記（海外石油開発社長）らを発起人として設立された民間企業による機関。通産省も予算面

で積極的に支援している。 
30 出資金額に関しては、ICDCが 400億円を要請したのに対し、大蔵省が引き下げを要求し、

200億円に落ち着いた（美里 1981:230-242）。 
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踏まえた工事再開のための予算の承認を拒否し、資金的裏付けを行わないままでの日本側

の工事再開を要求するなどして議論は紛糾した（IJPCプロジェクト史 1993:135）。 

 以上のように 1979年 2月にイラン・イスラム革命が発生すると、発生直後は人命第一と

して現場主導という形で民間主体である ICDC が前面に立って工事中断及び日本人引き揚

げを実行した。しかしその後は、革命が発生した 2 月の内に日本政府がイラン革命政府を

逸早く承認、イラン革命政府より IJPCプロジェクトを国有化することはしないとの明言を

取り付けるなど、日本政府の積極的関与が継続された。イラン革命政府の承認に関しては、

米国が支援するパフラヴィー朝を打倒する形で樹立されたこともあり、当時の米国カータ

ー政権は承認を拒んでいたが、日本政府としては承認する選択をした。 

その後も、日本の企業側の要請を受けて、IJPCプロジェクトへの政府出資の検討が進み、

通産省主導でイラン側と協議の上、1979年 9月に政府出資、いわゆるナショナル・プロジ

ェクト化を決定した。このようにイラン革命発生以降も、日本政府として IJPCに対する関

与は積極的であり、むしろ民間側の先行き不安を支援する形がとられた。米国に関しても、

革命政府の承認はしていなかったものの、イランに対する制裁や断交はまだ行っておらず、

日本の IJPC関与に対する懸念表明等もされていなかった。以上のように、本節の段階にお

いても、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まっておらず、

従属変数である「民間主導の形」も強まっていなかった。 

 

第 4節：米国・イラン断交による日本のジレンマ 

 1979 年 11 月 4 日にテヘランで米国大使館の占拠・人質事件が発生し、米国カーター政

権はイランからの原油輸入の停止を発表した。更に翌 1980年 1月に国連安全保障理事会に

おいて対イラン経済制裁案がソ連の拒否権で棄却されると、4月に米国は単独でイランと国

交を断絶した上で、同盟国に対して米国の制裁措置に同調するよう要請した。これを受け

て同月、EC外相理事会が大使引き揚げを含むイランに対する政治・経済制裁発動で合意し、

日本も可能な限り EC と共同歩調をとることを発表した。 

 一方、日本は、イランからの原油輸入量が欧州全体のイランからの原油輸入量の 2 倍で

あることを理由に、原油輸入の自主規制と IJPC操業停止については制裁に含まないことを

決定し、米国・欧州に理解を求めている。当該決定に関しては、通産省が事前に外務省宛

に「国益上」原油輸入自主規制と IJPCについては制裁上配慮すべきとのメモを提出してい

た31。この背景には、人質事件発生直後に、米国がイランからの原油輸入停止を決定したに

もかかわらず、複数の日本の大手商社・石油会社がイラン政府よりイラン原油を高値で購

 
31 「EU との意見交換に関するメモ別添（1980年 4 月 9日付）」（外交記録『在イラン米国大使

館人質事件』）。 
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入したとして日米間で緊張が生じたことへの反省もあった。これは米国の輸入停止決定を

受けて NIOC が 2,000〜3,000 万バレルの原油をスポット・ベース（価格で 40 ドル前後）

で買うよう日本企業に迫り、もし拒絶するならば、1980年の長期契約ベースの原油供給を

保証しない旨をほのめかしたことで生じたとされるが、通産省による高値でのイラン原油

購入を控えるべきとの勧告を無視したものであった（天谷 1982:20）。これに対して通産省

高官であった天谷は、日本企業の行動に全面的な賛成はできないとしつつも、米国メジャ

ーが対日原油供給を削減する中、通産省の勧告に従うことで原油の入手難に陥ったり、も

しくは原油が高騰して損失を被ることになったりしても政府は補償できない以上、企業判

断としてはやむをえない部分もあるとして一定の理解はしていた（天谷 1982:21）。結局、

本件は、天谷が 12月にワシントンで記者会見を開き「日本企業のイラン原油の高値買いは

極めて遺憾であった」「今後日本企業が人質事件の解決を妨げるような行動を繰り返すこと

のないよう厳しく指導する方針である」旨言明し、日本企業によるイラン原油の高値買い

が日本政府の関与しない民間主導であった点を強調することで事態の沈静化を図っている

32。 

 こうした経緯もあり、通産省は日本のエネルギー安全保障と対米協調を両立すべく 4 月

の対イラン制裁に際しては、外務省経由で事前に米国・欧州に理解を求めるべく行動した

のである33。外務省もまた米国・イラン関係の悪化の中で、経済制裁に同調を示しつつ、エ

ネルギー安全保障上、IJPC操業には影響を与えないように、細心の注意を払っていたこと

が外交記録にて明らかになっている34。 

 このように IJPCを含めない形で日本は 4月に対イラン制裁を決定するが、同月にイラン

は対日原油輸出を停止し、日本とイランの関係はより一層悪化することになる35。その間、

IJPCに関しても、民間企業による交渉に加えて、和田力駐イラン大使がイランの石油省次

官と会談するなど、官民それぞれのレベルでの協議を続けているが、IJPCに関するイラン

側の追加資金負担を求める日本側と、早期工事再開を求めるイラン側で折り合いがつかな

いまま事態は膠着状態に陥った（IJPCプロジェクト史 1993:143）。 

 
32 『日本経済新聞』（1979 年 12月 15 日、12月 17 日）。 
33 通産省天谷審議官は、80 年 11月の講演において IJPCについて「我が国の経済安全保障上

の観点から工事は続行すべきであり、損得計算だけで考えるべきではない」と述べ、採算性の

問題から撤退を主張する考え方は「近視眼的」と批判している（『日本経済新聞』1980年 11月

18日）。 
34 外務省はイラン制裁に関する ECとの折衝において、先方から関連する話が出ない限り IJPC

に関して積極的に発言することは適当でないとしていた（「ECとの意見交換に際してのメモ」

1980年 4月 9日付外交記録『在イラン米国大使館人質事件』）。 
35 イランの対日原油輸出停止は、日本の制裁の影響に加えて、イラン側より提示された 35 ドル

/バレルの原油価格に対して日本側が受諾しなかったことも影響していた。 
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 ICDCは、資金面での問題を重視する一方で、日本政府にナショナル・プロジェクト化を

要請した経緯もあり、可能な限り早期の工事再開を行いたいという選好も持っていた36。そ

こで取り敢えず日本側が費用を立て替え、後日 IJPC の費用に振り替えるとの方針を決め、

イラン側との合意形成を目指すようになった。その結果、紆余曲折を経ながらも 6 月末に

イラン側に原料ガス調達や現場のイラン人規律回復への努力約束を承諾させた上で工事再

開に合意した（IJPC プロジェクト史 1993:144-148）。 

 以上のように 1979 年 11 月 4 日にテヘランで米国大使館の占拠・人質事件が発生し、米

国・イラン関係は更に悪化、翌 80年 4月には米国カーター政権はイランと国交を断絶した

上で、同盟国に対して米国の制裁措置に同調するよう要請を行った。ここに IJPC事業が開

始されて以降、最も日本にとって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まる

ことになった。こうした中で日本は、対米説明・釈明には政府が「民間主導の形」を戦略

的に強調すると共に、対イラン説明でも民間企業が経済性に基づき「民間主導の形」であ

る点を前面に出して工事再開協議を進めた。つまり本節の段階においては、独立変数であ

る「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まった結果、従属変数である「民間

主導の形」も強まったことが観察された。 

  

第 5節：イラン・イラク戦争における日本のジレンマ 

 1980年 6月末に工事再開で合意し、工事が再び軌道に乗り始めた 9月下旬、サダム・フ

セイン大統領率いるイラク軍がイランへの侵攻を開始し、イランの首都テヘランやイラン

空軍基地への空爆を実施した。これに対しイランもイラクの首都バクダットへの空爆を行

い、両国は全面戦争に突入した。イランのイスラム革命を懸念する米国・欧州、更にはソ

連・中国までもイラクを積極的に支援した。9月末にはイラク・イラン国境付近にある IJPC

サイトもイラク軍の空爆を受けた（IJPCプロジェクト史 1993:149-151）。 

 三井物産は、人命の安全を最優先として、サイトからの日本人技術者の引き揚げを指示

した。三井物産としては「基本協定（B/A）によって何をするのにもイラン側の同意が必要

であるため、撤退しても、下手をすると訴訟沙汰や外交問題に発展しかねない。それだけ

は避けたかった」「動揺の広がりによる日本民間側 5 社の足並みの乱れを起こしたくない」

37との選好を持っており、無期限の技術者引き揚げという選択肢をとりつつ、時間をかけて

撤退に向けた協議を進めていく方針を持っていた。 

同様に、日本政府も空爆による被害や工事中断によるプロジェクトの採算性への影響を

懸念し、これらを現地調査して事業計画が洗い直されるまでは、海外経済協力基金から

 
36 1980年3月末には経済協力基金から第1回目の出資金28億円が ICDCに払い込まれていた。 
37 「私の履歴書：三井物産会長八尋俊邦」『日本経済新聞』（1989年 12月 23 日）。 
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ICDCへの出資を凍結することを決定した（IJPCプロジェクト史 1993:152）。 

一方で、通産省は田中六助通産相経由で三井物産の八尋社長を呼び出し、「日本人引き揚

げを（通産省の許可無く）軽々に判断しては、イランを無用に刺激することになり困る」

と懸念を伝えると共に、ICDCに対して事業投資者としての事業継続の意思の確認も行って

いる38。これに対して八尋は「怒りたいのはこっちの方であった」と振り返っている39。こ

のことからも、イラン側との協議は「民間主導の形」で行われていた一方で、通産省と民

間側のやりとりも継続していたことが分かる。 

 イラン・イラク戦争の勃発以降も、基本的に日本側は状況改善を見ながら工事再開を目

指す方針を持っていたが、米国からの批判をかわすことに加えて、イラン側からの早急な

工事再開要求をかわし、安全が確保されたタイミングで工事再開を進めるためにも、「民間

主導の形」を強調しながら協議を進めていった。つまりこの時点でも、引き続き「軍事的・

エネルギー安全保障間のジレンマ」は強く、日本側は「民間主導の形」を対米説明、そし

て対イラン説明にも活用していたと言える。 

 10 月に入っても 2 度に亘るサイトへの空爆が起こり、10 月 21 日、ダビリ IJPC 社長と

イランのトンドグヤン石油相が会談し、IJPCの判断による日本人引き揚げにイラン側は苦

情を言わないという非公式の合意ができた。これを受けて IJPCはテヘランに避難中の建設

請負会社（コントラクター）等に対し、不可抗力宣言（Force Majeure）を行い、日本への

帰国を承認、780 名あまりの日本人関係者が帰国を果たした。11 月には ICDC 相談会が開

催され、工事中断中の経費削減方針を決めると共に、通産省経由で大蔵省に対して海外経

済協力基金からの出資を引き続き実行するよう働きかけると同時に、日本輸出入銀行に対

して対イラン貸付について金利棚上げ要請を行う方針を決定した（IJPC プロジェクト史 

1993:153-155）。 

 しかしながら、大蔵省は、空爆被害の影響を踏まえた上での事業計画見直しが行われる

まで出資は凍結するという方針の撤回に難色を示した他、日本輸出入銀行も 1981年 2月に

金利棚上げは困難との回答を正式に ICDC に通達した。これを受けて ICDC はこれ以上の

イランへの資金投入は民間企業の負担能力の限界を超えるとの判断を下し40、1981 年 4 月

以降、ICDCより IJPCに対する一切の送金を停止することを決定した。そしてイラン側が

今後の資金負担を行い、イランにおける戦争状態が終了したと確認できれば、工事は再開

するとの方針を固めた（IJPCプロジェクト史 1993:156-158）。実際、当時の三井物産社内

においても、複数回の空爆が行われる中で、既に同プロジェクトの経済性回復は見込めず、

 
38 同上。 
39 同上。 
40 この時点で投融資合計額は 3,225億円になっていた。 
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政府支援が無い限り、民間企業としては撤退しか無いという方向性で一致しており、同方

針は民間 5 社の間で共有されていた。またエネルギー安全保障に対する政府の考えは認識

するものの、あくまで民間企業として経済性の観点で判断をしていた41。 

 送金停止方針を踏まえ ICDC は 6 月末の相談役会において、日本とイランで出資比率を

50％対 50％にするという従来からの基本方針に基づいてプロジェクトを継続することはも

はや不可能であるとし、B/Aの改定交渉を行う方針を決め、7月末より NPCとの間で改定

交渉を開始した。イラン側の追加資金負担という条件は絶対に譲れないが、それさえ解決

すれば全面協力を惜しまないという日本側の姿勢と、国家事業として戦時下であってもプ

ラントを完成させたいとするイラン側の事情を摺り合わせる形で、合計 8回、1981年 7月

〜83年 7月までの 2年間の交渉が行われ、「イラン側が今後一切の資金負担をする」「日本

側は現況下（under prevailing conditions）での工事再開に同意し、コンプレックス完成と

運転のためにできるだけの協力をする」点を基本方針とする補完協定（Supplementary 

Agreement, S/A）が 1983年 7月に締結された（IJPCプロジェクト史 1993:159-168）。 

 同 S/A 締結直後の 8 月には、安倍晋太郎外相がイラン、イラク両国を相次いで訪問し、

停戦を要請したが、イラクはイラン側がイラクを攻撃する以上、イランにある日本関連施

設を攻撃から除外することはできないと回答した42。それでも 1981 年 10 月の第 6 次空爆

を最後にイラク軍による IJPC攻撃は行われず、1984 年 1 月には、工事再開に先立つ技術

調査を行うにあたり、ICDC 親会社幹部がサイト入りを果たした（IJPC プロジェクト史 

1993:168）。 

  以上のようにイラン側とのプロジェクト遂行に関する協議はイラン・イラク戦争開始後

も基本的には民間の ICDC が前面に立って行われ、政府は側面支援に留まっていた。この

ことは外交文書からも見て取れる。1981年 7月に B/A改定交渉が開始された直後の同年 9

月に開催された外務省内会議においては IJPCに関して以下見解が示されている43。 

  

「IJPCからの撤退リスクは少ない。一方的撤退による対イラン輸出・対日原油供給・本邦

企業に関する他合併事業に対する悪影響に関しては、冷静に考えると IJPCはイランにおい

て必ずしも国民的プロジェクトではないため、短期的・限定的な影響に止まる。日・イラ

 
41 青木雄一氏インタビュー（2017年 8月実施）。青木氏は 1977年に三井物産に入社、1983〜

91年にかけてイラン石油化学推進部にて IJPCプロジェクトにおける保険求償業務に従事し、

通産省貿易局長期保険課及びイラン側（NPC）双方と長年に亘り協議を実施した。1991 年に保

険金額合意に至っている（同年に同推進部は解散）。 
42 イラクは、IJPC への攻撃はイランによるイラク南部バスラの大型石油化学施設等の破壊に対

する報復であり、イラク側が一方的に自制することは受け入れられないとの立場であった（外

交記録『安倍外相イラン、イラク訪問』）。 
43 「IJPC問題検討会記録」（1981年 9月 11日、外交記録『日・イラン石油化学合併』（0973））。 
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ン関係を全て基本的には民間プロジェクトである IJPCに頼ることはできず、関係悪化は止

むをえないものとして受け入れ、その極小化に努力し、将来イラン情勢が安定化した段階

で建設的な対イラン協力を考えるべき。」 

 

「IJPC撤退が他の湾岸諸国の我が国の経済協力に対する信頼を喪失させることは、湾岸に

おいてイランが孤立しており、またどうみても feasibility の無い事業であるからして、起

こりえない。またイランをソ連に押しやると言った可能性については、実態の無い議論で

ある。」 

 

「過去の政府出資には外務省も同意した経緯があることから、IJPCをこれまで政府が支援

してきたことの責任を国内的に外務省が押し付けられることのないよう留意する必要があ

る。当面外務省としては、IJPC事業の継続に伴う困難は認めるが、三井は日・イ双方が納

得する形で本問題を解決するよう最大限の努力を行うべきであるとのラインで答える。」 

 

 上記記載からは、外務省としては、外交的影響も踏まえた上で、IJPCに関するイランと

の協議は民間の観点で進めるべきものであるが、外交・安全保障の観点までも民間事業に

背負わせるのは酷であるとの考えが示されている。一方で、政府出資をしていることから、

経済性のみで判断する純粋な「民間主導の形」にはなりえない点も理解しており、民間に

対してもプロジェクト継続に向けて最大限の努力を図るよう求めていたことも分かる。 

 ここには、当時の通産省の意向に対する外務省としての配慮も見られる。通産省は、従

来からのエネルギー安全保障の重要性の観点に加え44、撤退となった場合の民間に対する貿

易保険支払の問題もあり、できる限り撤退を遅らせて状況改善を待ち、工事を再開させた

いとの意向を持っていた。そのため、民間の ICDC 首脳陣に対しても「西側諸国とイラン

をつなぐ唯一の懸橋が IJPC である」としてプロジェクト継続を主張していた（美里

1981:260-262）。 

実際、1981 年 11 月の外務省より在イラン大使に宛てた電信には、村田良平中近東アフ

リカ局長の通産省に関する以下見解が示されている45。同見解は翌 12 月 4日の省内決済書

にも記載があり、外務省内で広く共有されていた。 

 
44 当時の日本は欧州全体の 2倍の量の原油をイランから輸入していた他、当時の通産省審議官

であった天谷が述懐する通り、第二次石油危機以降、産油国がメジャーに対する供給量を削減

したことで、メジャー経由で日本に入ってくる原油が削減の影響を受けるなど、需給の見通し

が不透明であったこともあり、日本企業に高値買いだめ心理が働くのも理解できる環境であっ

た（天谷 1982:20-23）。 
45 「外務省電報：外務大臣発在イラン大使宛」（1981 年 11月 16日）。 
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「（宇賀道郎通産省経済協力部長からの当省に対するイラン情勢分析要請に関して）同要請

は通産省として通産省にとっての大問題である保険問題措置に時間を稼ぐために、外務省

の現地情勢判断を理由に通産省の直接的責任のない形で、三井グループに対する指導説得

を図るなどのためにこの要請を行ってきたと勘繰られない点もなくはなく、それだけに当

省としては慎重に対応する必要があると考えている次第。」 

 

 この時点（1981年 9〜11月）における状況を確認すると、その時までに IJPCに対する

イラク軍の空爆は計 5 回を数えていたが、1980 年 10 月の 5 度目の攻撃を受けて工事は中

断され、前述の通り翌 3 月には ICDC が IJPC への送金停止、6 月には B/A 改定交渉方針

を決定し、民間主導の交渉が軌道に乗り始めていた。また国際的にも 81年 1月にテヘラン

米国大使館人質事件が解決していた46。一方で、1984 年から再び空爆が激化した後も、外

務省はイランからの工事継続要請に対しては民間プロジェクトである点を強調し、同要請

をかわしていた。そして、外務大臣を通じてイラン・イラク両国に攻撃停止を呼びかけて

間接的に IJPCプロジェクト遂行を支援する形をとった。一連の外務省の行動からは、外交

交渉並びに省庁間、省庁・民間間での衝突を避けるべく、「民間主導の形」を効果的に利用

しようとする姿勢が見て取れる47。通産省も外務省同様、イラン側からの工事再開依頼に対

しては、私企業の問題には介入できないとの立場で要求をかわしていた48。 

 また民間側にとっても、「三井物産が撤退でなく積極推進論をとってきたのは通産省の意

向に対する配慮もあった」にせよ、「三井物産も通産省から保険金を受領できないと撤退に

よって大幅な損失となる」49のであり、早急な撤退は経済性の観点に基づいて難しかったこ

とから、イラン側からの工事再開要求を「民間主導の形」を強調する形で経済性に基づき

かわすことは戦略的な理に適っていた面もあった。 

 結局、大蔵省として工事再開及びプロジェクトの経済性が分からない状況下では 3 回目

以降の海外経済協力基金経由の出資を凍結する方針を堅持し、日本輸出入銀行は民間が要

 
46 同日に米国ではカーター大統領が退任し、レーガンが大統領に就任した。レーガン政権は、

イラン・イラク戦争ではイラクに対する武器輸出や経済援助を行う一方で、ニカラグア内戦を

戦う反共ゲリア（コントラ）への資金援助の原資獲得のために、イランに対しても武器輸出を

行っていた。福富（2015:57）は、これは米国が世界における覇権を維持するために、地域的優

勢国同士を拮抗させて制御させる戦略の一環であったと解釈している。 
47 こうした外務省の通産省に対する配慮が影響してか、テヘラン米国大使館人質事件解決後の

1981年 3月に田中六助通産相が外務省を通さずイラン政府高官に IJPC 工事再開に関する「独

断親書」を渡していたことが同年 12 月に発覚、伊東正義外相が怒りを露にするという騒動も生

じている。この際、鈴木善幸首相は「自分は、親書の存在は知らなかった」と関与を否定しつ

つ、伊東外相と田中通産相の仲裁に入り、混乱を収束させている（国武 2014:101-105）。 
48 「外務省電報：高橋正太郎駐イラン大使発・外務大臣宛」（1981年 11月 24日）。 
49 「外務省電報：中近東第二課発・事務次官宛」（1981年 8月 13 日）。 
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請する金利棚上げについて、返済が延びるだけで建設費増加の要因となるとして拒否した

こともあり50、ICDC は民間企業の資金負担の限界を超えるとして IJPC に対する一切の資

金送金を停止することになった。そしてイラン側が今後一切の資金負担を行うことを強く

求め、この点を含めた S/A調印を実現した。 

 以上を総括すると、民間側は B/A 破棄に伴う訴訟・外交問題リスク（撤退には”totally 

impossibility”の実証が必要51）がある中で、通産省からの保険金支払の見込みが無い状況

では大幅な損失を被ることになり撤退決断は困難である一方で、空爆の激化によって喫緊

の人命リスクを有していた。対して通産省は保険金の支払の要否を判断するためにはしば

らく戦況を見守りたいとの選好を持っていたため、民間・通産省間で、撤退せずに工事を

中断・避難した上で「民間主導の形」を前面に出してイランからの工事再開要求をかわし

ていくという戦略が合意された。更に、この合意を他の関係省庁（外務省・大蔵省）も是

認していた。つまり、工事再開要求を強めるイランに対する説明の観点でも、引き続き「民

間主導の形」が継続されたことが分かる。 

 その後の状況としては、1981 年 10 月を最後にイラク軍によるサイト攻撃は行われず、

1984年 1月には工事再開に先立つ技術調査を行うにあたって ICDC親会社幹部がサイト入

りを果たし、事態は改善するかに思われた。しかし、その直後の 2 月にイラク軍による 7

回目、8回目のサイト空爆が行われ、工事再開に向けた動きは再び中断した。4月には前年

8 月の安倍晋太郎外相の訪イランの返礼という形でイランのヴェラヤティ外相が来日した

が、イラン側が S/A における「ICDCは現況下（under prevailing conditions）での工事再

開に同意する」との条項を持ち出して早期の工事再開を求めたのに対して、日本側は同じ

く S/A における「人命の尊重と安全確保が最重要である」との合意を持ち出して抵抗した

（IJPCプロジェクト史 1993:141-142）。結局、安全性に留意しつつ、同プロジェクト完成

に向け努力していく必要があるとの認識で両者は一致した52。 

尚、同会談後の記者会見に関する外相用メモには、想定問答案として、日本がイラン原

油を大量に輸入していること及び IJPC等でイランに協力していることに対し、アラブ側か

ら批判が強まっていることに関する質問に対しては、「かかる事実は承知しているが、これ

は多分に誤解に基づくものであると思う。我が国とイランとの経済交流は民間ベースのも

 
50 IJPCプロジェクト史（1993:141-161）及び外務省内メモ（大蔵省担当官からの聴取内容、

1981年 12月 8 日）。 
51 「外務省電報：外務大臣発・高橋駐イラン大使宛」（1981年 3月 11日）。同電報内にて外務

省が ICDC関係者に聴取した内容として「三井が撤退するという話はイラン側とのB/Aに totally 

impossibility の場合のみ撤退しうると規定している関係上、totally impossibility の挙証ができ

ないので無理との結論になっている」旨記載されている。 
52 「安倍＝ヴェラヤティ外相会談後の共同記者会見における大臣発言用メモ」（1984年 4月 12

日）。 
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のであり、原則として政府の関与すべき問題ではない。」との回答案が用意されていた53。

ここからも、IJPCプロジェクトは民間ベースである点を強調することで、批判をかわそう

とする外務省の姿勢が見て取れる。 

 IJPC の工事中断に関しては、1984 年 6 月にイラン・イラク両国がデ・クエヤル国連事

務総長の都市攻撃中止勧告を受諾したため、同月下旬に、日本人工事関係者は再びサイト

入りし、作業を再開した。更に資金手当に関しても金融機関が ICDC ローンの返済期限の

延長を認めたことで改善が進んだ。一方でS/Aはいまだイラン国会の承認を得ておらず、「イ

ラン側の全額資金負担」が最終確認されていない段階で工事を再開することに若干の懸念

もあった（IJPCプロジェクト史 1993:171-172）。 

 こうした中、イラクは 1984 年 9 月に 9 回目、10 回目となるサイト空爆を事前通告無し

で行った。イラン側はこの空爆にもかかわらず、早期の作業再開を求めたが、ICDCは S/A

において人命の尊重と安全確保が最重要事項であると合意されていることを盾に、安全性

が確保されるまではサイトへの立ち入りはできないとの立場を堅持し、反対にイラン側に

S/Aの早期批准を求めた（IJPCプロジェクト史 1993:173-176）。 

 この時期の外交記録には、空爆からの安全確保の観点から、ICDCと海外の邦人保護に責

任を有する外務省（及び駐イラン大使）との間で行われた電報が数多く含まれている。ICDC

側は迅速な日本人関係者引き揚げのため、「NPCとの親会社同士の話し合いで当分の行動は

決定する」旨、外務省中近東第二課に許可を依頼したのに対し、外務省側もこれを許可し、

更に現地大使に対して引き揚げに際して安全が確保されるべくイラン側に働きかけるよう

指示している54。一方で、ICDCが S/Aの関連事項に基づき当該引き揚げの正統性の判断を

外務省に求めてきた場合、外務省は「S/Aは基本的に ICDCとNPC間の民事契約であるか

ら、その解釈に立ち入ることは差し控える」としつつ、「人道的見地から引き揚げには異論

無し」と回答する方針を決めていた55。 

 また野村豊駐イラン大使はNPCとの面談において「今回、これら日本人技術者を日本に

引き揚げるとしても、三井としては本プロジェクトを S/A に基づき今後とも推進する意思

であることには変わりはないと思う。従って長期的に見れば、今回技術者が引き揚げても

その方がプロジェクトの完成に役立つと思う」と述べており56、従来の通り、通産省の基本

的立場への配慮も見せている。 

 以上のように 1980年のイラン・イラク戦争の勃発以降も、基本的に日本側は状況改善を

 
53  同上。 
54 「外務省電報：外務大臣発・野村駐イラン大使宛」（1984年 9月 28日）。 
55 「外務省電報：野村駐イラン大使発・外務大臣宛」（1984年 9月 27日）。 
56 「外務省電報：野村駐イラン大使発・外務大臣宛」（1984年 9月 29日）。 
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見ながら工事再開を目指す方針を持っていたが、米国からの批判をかわすことに加えて、

イラク軍による IJPC サイト周辺の空爆が激しさを増す中で、日本としてイラン側からの早

急な工事再開要求をかわして安全が確保されたタイミングで工事再開を進めていく上でも、

「民間主導の形」をイラン側にも強調しながら協議を進めていった。つまり本節の段階に

おいても前節同様、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強い

状況下、対米・対イラン双方の協議において、従属変数である「民間主導の形」が強調さ

れていた。 

 

第 6節：工事再開断念と日本のジレンマ解消 

 1985 年に入ると戦争は更に激しさを増した。それどころか、4 月にはイラン国会で S/A

が否決された。イラン側は「イラン側による今後の資金負担」を求める S/A が否決された

以上、日本側は従来の B/A に従って資金負担を行い工事を再開させるべきと主張するも、

ICDC は S/A の前提が守られない以上、工事再開は行わない方針を堅持し、以降、事業の

続行は事実上困難との認識の下、1989 年 5 月まで続く 17 回にも及ぶ合弁事業解消に向け

た交渉を開始することになる。その間、ICDCは 1987年 8月に海外投資保険約款に基づき

「危険発生通知書」を通産省に提出している（IJPCプロジェクト史 1993:177-190）。 

 つまり、イラン・イラク戦争が長期化し、一向に収束が見られない中、日本の民間側の

ICDCは状況改善を見ながら工事再開を目指すという方針を断念し、政府からの貿易保険を

得た上での撤退を目指すようになった。民間側としても貿易保険による補填無しでは多額

の撤退費用は負担しきれないとの思いは強く、状況改善を見守りたいとしてきた通産省側

に対する要請を強め、民間側はついに海外投資保険約款に基づき、「危険発生通知書」を通

産省側に提出し、正式に貿易保険を申請するに至ったのである。尚、通産省は同通知書を

受領した時点においては、「保険の請求期限の延長のために事務的にとった手続きである」

と述べる一方で、「現場調査の結果やイランの意向によって判断する」として事業継続に必

ずしも固執していないことも示唆するようになっていた57。この状況においては、もはや日

本として米国に対してイランにおける事業継続を求める必要は無くなり、独立変数である

「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は生じ得なかった。そして当然ながら、従

属変数である「民間主導の形」を強調して米国側の理解を得るという行為自体も不要とな

っていた。つまり本節においては、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジ

レンマ」も従属変数である「民間主導の形」も発生せず、政府と民間が連携して、IJPC事

業からの撤退を目指していった。 

 
57 『朝日新聞』（1987年 8 月 27日）。 
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 このように日本側として撤退方針は固まったものの、最後の難関がイラン側の理解であ

った。イラン側は引き続き戦争状況下においても早期に工事再開を行うよう求めてきたが、

1988 年 8 月にイラン・イラク戦争が終結し、更に翌 1989 年 7 月にイランにおいて改革派

のラフサンジャニ大統領が当選するに至り、ようやくイラン側との IJPC の合弁事業解消に

向けた動きも加速するようになる。同年 10月、日本からイランへの清算金 1,300億円の支

払を含む「合弁事業解消合意書（Deed of Separation）」が締結され、翌 1990年 2月に清

算諸手続きが完了することになった。そして既に民間から通産省に対して申請していた貿

易保険に関しても、金額面での協議が行われていたが、1991年 7月に通産省より ICDCに

対して保険金 777億円が支払われた（IJPCプロジェクト史 1993:192-218）。 

 つまり本節の時点では、イラン・イラク戦争が長期化する中で、日本の民間側は状況改

善を見ながら工事再開を目指すという方針を断念し、政府からの貿易保険を得た上での撤

退を目指すようになっていた。この状況下では、日本として米国に対してイランにおける

事業継続に対する理解を求める必要は無くなり、独立変数である「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」は生じ得ない。当然ながら、従属変数である「民間主導の形」を強

調して米国側の理解を得るという行為自体も不要となったと言える。 

尚、当初の民間側の通産省に対する求償金額は 930億円であり、複数回の協議を経て 777

億円という金額に決められた。更には同年 12月に ICDCの清算結了登記も完了し、ここに

20年余に及ぶ日本の IJPCプロジェクトへの関与は終了した58。尚、IJPCプロジェクト自

体は、その後「バンダル・イマーム石油化学=BIPC」と名称を変えてイラン側のみで工事

が継続され、1994年に正式稼働するに至っている59。 

 

第 7節：分析結果 

 それでは本章におけるイラン IJPCプロジェクトの過程追跡を改めて独立変数である「軍

事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の変化に注

意しながら整理する。 

 まず 1960年代後半から始まる参画協議の際のイランは親米パフラヴィー政権であり、日

本にとって対米関係上、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は

無かった。こうした中で、日本政府主導で訪イラン経済使節団が形成され、民間企業のト

ップが派遣されるなど、政府・企業が一体となって積極的に協議に関与する形で、1973年

の日本企業の参画に至った。つまりこの時点では、当然ながら米国から日本に対する圧力

も発生せず、従属変数である「民間主導の形」が強調されることなく、明確に官民連携の

 
58 機会損失を含めると三井物産が失った額は 7,600億円と試算された（寺島 2016:32）。 
59 『日経産業新聞』（1994 年 8月 2日）。 
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形がとられた。 

 その後、1979年 2月にイラン・イスラム革命が発生するが、日本政府は逸早く革命政府

を承認し、イラン革命政府からも IJPCプロジェクトは国有化しないとの明言を取り付ける

など、日本政府の積極的関与が継続された。更に、日本の民間当事者は先行き不透明さか

ら日本政府による出資を要請し、同年 9月に政府出資が決定した。この時期の米国とイラ

ンの関係は関係悪化の途上にはあったが、米国よりイランに対して制裁や断交は行われて

おらず、日本の IJPC関与に対する懸念表明もされていなかった。つまり、イラン・イスラ

ム革命直後の混乱期においても、引き続き日本にとって独立変数である「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマ」は強まっておらず、従属変数である「民間主導の形」が強調

されることもなかった。 

 しかしながら、11月にテヘラン米国大使館人質事件が発生すると、米国・イランの関係

悪化は決定的となり、翌 80年 4月にはついに米国・イラン間が断交し、米国による対イラ

ン制裁の発動及び同盟国に対する同調要請が行われることになった。これにより、日本に

とっても IJPC事業に関与して以降、最も「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が

強まることになった。こうした中で、日本は対米説明・釈明には政府が「民間主導の形」

を戦略的に活用・強調すると共に、対イラン説明でも民間企業である ICDCがイラン国営

石油との間で経済性に基づく「民間主導の形」である点を前面に出して工事再開協議を進

めている。つまり、テヘラン米国大使館人質事件の発生以降、日本にとって独立変数であ

る「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まり、従属変数である「民間主導の

形」も強調されるようになったことが観察された。 

 そしてその後、1980年 9月末よりイラン・イラク戦争が勃発すると、日本として人命を

最優先として、日本人技術者の引き揚げが行われた。その後も、一時的に空爆が沈静化す

ると工事再開を目指してサイト入りを行うが、直後に空爆が行われると、工事再開に向け

た動きは再び中断するなど、一進一退の状況が続いた。このように、イラン・イラク戦争

の勃発以降も、基本的に日本側は状況改善を見ながら工事再開を目指す方針を持っており、

米国からの批判をかわすことに加えて、イランからの早急な工事再開要求をかわして、安

全が確保されたタイミングで工事再開を進めるためにも、「民間主導の形」を強調しながら

協議を進めていった。つまり引き続き独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間の

ジレンマ」が強い状況下、従属変数である「民間主導の形」も対米・対イラン双方の協議

において強調されていた。 

 その後も、イラン・イラク戦争は長期化の様相を見せ、こうした状況下、日本の民間側

は状況改善を見ながら工事再開を目指すという方針を断念し、政府からの貿易保険を得た

上での撤退を目指すようになっていた。この状況下では、日本として米国に対してイラン
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における事業継続を求める必要は無くなり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保

障間のジレンマ」は生じ得ない。当然ながら、従属変数である「民間主導の形」を強調し

て米国側の理解を得るという行為自体も不要となった。 

 このように、イラン IJPCプロジェクトにおいては、独立変数である「軍事的・エネルギ

ー安全保障間のジレンマ」が参画当初の弱かった状況から、テヘラン米国大使館人質事件

を契機に強まることになり、その後のイラン・イラク戦争勃発後も強い状況が続いたが、

戦争が長期化する中で、日本企業として撤退止むなしの判断をして以降は、同ジレンマも

無くなった。これに応じる形で、従属変数である「民間主導の形」についても、参画当初

の民間主導ではない官民連携の形から、徐々に「民間主導の形」が戦略的に強調されるよ

うになり、最終的に撤退方針が決定する中で、再び官民連携の形での撤退が目指されるこ

とになった。 

 本章における分析結果をまとめると表 2-1のようになる。 

 

表 2-1：イラン IJPCプロジェクトにおける変数の変化 

 軍事的・エネルギー安全保障

間のジレンマ（独立変数） 

民間主導の形（従属変数） 

参画時 弱 弱 

イラン革命発生 弱 弱 

テヘラン米国大使館人質事

件発生 

強 強 

イラン・イラク戦争勃発 強 強 

イラン・イラク戦争長期化

（日本の撤退方針決定） 

弱 弱 
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第 3章：事例分析②ソ連サハリン天然ガスプロジェクト 

第 1節：事例の特徴 

 本章ではサハリン天然ガスプロジェクトにおける日本の政府と企業の関係の変化に関し

て、前章同様、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数

である「民間主導の形」の変化に着目して過程追跡を行う。 

 本事例においても、1960年代後半の参画協議開始時は、米ソ間でデタントが開始された

時期と重なり、日本にとってソ連と協議を進める上で、対米関係との間のジレンマは緩和

されつつあった。こうした状況下、官民双方が参加する日ソ経済委員会合同会議を通じて

参画協議は進められた。つまり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレ

ンマ」が弱く、従属変数である「民間主導の形」も弱かった。 

 その後、1973年 10月に第一次石油危機が生じると、同月に田中角栄首相がソ連を公式

訪問して天然ガスプロジェクトに関する協議も加速、翌 74年 4月に大筋合意し、75年 1

月に日ソ企業間で基本条約が締結された。日本側主体はサハリン石油開発協力株式会社（通

称 SODECO）であり、通産省傘下の石油公団が 50%を出資し、石油資源開発（通産省と企

業が出資）、海外石油開発（電力・ガス・商社・銀行等の企業連合）がそれぞれ約 10%、残

りを伊藤忠商事や丸紅といった商社・エネルギー企業が出資する半官半民の組織であった。

加えて SODECOの最大の特徴が、民間企業の 1社として米国メジャーであるガルフオイル

が約 5%出資していたことである。その SODECOが全体の 30%に出資、残り 70%はソ連の

国営企業が出資する構成となった。更に 1976年 5月には、日ソ両国政府が本プロジェクト

に関して交換公文に署名している。ここからも、参画時には、日本にとって独立変数であ

る「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は弱く、従属変数である「民間主導の形」

も弱く、日本政府も前面に立った交渉がなされたことが分かる。 

 一方で、1979年 12月にソ連がアフガニスタンを侵攻すると、米ソ・デタントが崩壊、

米国カーター政権は翌 80年 1月に対ソ経済制裁を発動し、対ソ輸出規制の厳格化を実行し

た。サハリン天然ガスプロジェクトに関しても、掘削用の米国製機材の輸出許可取得に一

定程度の遅れが生じた。更にその後も 1981年 11月にソ連がポーランドにおける労働組合

弾圧のための戒厳令を支持すると、米国レーガン政権は、対ソ制裁を更に強め、石油ガス

開発向けの掘削・輸送機材の禁輸措置を発表した。こうした一連の米国による対ソ制裁に

より、日本にとっても「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まるが、IJPCの

事例と異なるのは、日本は欧州と連携して政府主導で米国に対して「ソ連との既存契約に

対する制裁免除」を要請し、82年 11月に同制裁の解除を取り付けることに成功したことで

ある。こうして「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」も緩和された状況下、従属
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変数である「民間主導の形」も強調されることはなかった。  

 しかしながらその後、米国からは日米貿易不均衡の観点から、レーガン政権より日本の

中曽根政権に対して、アラスカ LNGプロジェクトをソ連天然ガスプロジェクトよりも優先

するよう圧力がかかるようになる。こうした状況下、日本は、民間の経済性を盾に米国か

らの批判をかわす戦略をとるようになった。つまり、この段階になり、日本はイランの IJPC

プロジェクト同様に、対米説明において民間ビジネスの基本である経済性という点を強調

するようになった。 

一方で、国際原油市場においては、日本を含む消費国における脱石油・省エネ政策の推

進や、原油価格高騰に伴う北海油田やメキシコ湾油田等、非 OPECによる石油生産の増加

によって、徐々に石油需要に対して供給が上回るようになっていく。そして原油価格を維

持するために自国のシェアを犠牲にする形で大幅な減産を行う「調整役」を担ってきたサ

ウジアラビアは、その財政負担に耐えきれなくなり、1985年 12月に調整役の放棄を宣言

するに至った。サウジアラビアが翌 1986年明けに大幅な石油増産に転じると、原油価格は

約 30ドル/バレルから約 15ドル/バレルに急落した。このいわゆる「逆オイルショック」に

よる原油価格の下落が起こると、ソ連天然ガスプロジェクトも経済性確保が難しくなり、

プロジェクトは一旦凍結された。この状況下においては、日本として米国に対してソ連の

天然ガスプロジェクト遂行のための理解を求める必要は無くなり、「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」は緩和された。その結果、「民間主導の形」を対米説明において強調

する必要性も無くなった。 

 しかしながら、その後、1990年 8月にイラクがクウェートに侵攻し、中東地域が不安定

化すると、再び原油価格は上昇し、ソ連とのプロジェクトの協議も再開された。当時は 1989

年 12月のマルタ会談にて米ソ首脳による冷戦の終結も宣言されており、日本としてソ連に

おける天然ガスプロジェクトの推進の上で対米関係との間のジレンマは急速に緩和してい

た。こうした中、日本は「民間主導の形」を強調するのではなく、官民が連携する形でソ

連、そしてソ連崩壊後はロシアとの間で協議を進展させた。そしてガルフオイルは撤退し

たものの、同じく石油メジャーの一員である米国エクソンモービルを新たに招致する形で、

2000年代よりプロジェクトの生産を開始するに至った60。 

 
60 SODECO に関しては、ガルフオイル（現在のシェブロン）が撤退した他、2005年の石油公

団廃止により経産省が引き継ぐ形となった。プロジェクト全体での SODECO 出資比率は 30%

で不変なるも、ソ連側の 70%分に関しては、米メジャーであるエクソンモービルがオペレータ

ーとして 30%参画した他、インド企業も 20%参画するに至り、ソ連（ロシア）企業分は 20%ま

で希釈された。またこの際に、ソ連との契約体系も、当初の「compensation deal」方式（＝融

資・資機材・供給を外国企業より受けて、開発自体はソ連の国営企業が行い、その生産物を外

国企業に与える）から、1986年より経済復興策として再導入された「生産分与」方式に変更、
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 このようにサハリン天然ガスの事例においても、IJPC同様、参画時は独立変数・従属変

数共に「弱」であるが、その後、米国より日本に対して圧力がかかる中で、独立変数・従

属変数共に「強」になり、更にその後の冷戦終結により、独立変数・従属変数共に「弱」

となっていった。次節以降では、外交文書等に基づき詳細について過程追跡していく61。 

 

第 2節：米ソ・デタントとソ連との参画協議 

 第二次世界大戦後、日本は GHQ統治下におかれた。GHQは連合国機関の形をとってい

たものの、実質的に米国・英国主体で構成されており、朝鮮戦争による東西冷戦の激化の

中で、日ソ間の外交関係は極めて限定されていた。また 1951年 9月のサンフランシスコ講

和条約により日本は主権を回復するも、ソ連は署名しなかった。 

 経済においても、1948年に日ソ間の民間貿易協定が結ばれたものの、1949年までは商工

省の外局としての貿易庁が GHQ統治により貿易を一元管理しており、それ以降も外国為替

及び外国貿易管理法による民間貿易の管理は続き、日ソ間の経済関係も限定的であった。 

 その後、1956年 10月の日ソ共同宣言により戦争状態の終結、外交関係の回復がなされ、

通商関係の交渉も始まると、同年 12月には日ソ通商条約・貿易支払協定が調印され、1958

年より政府間協定に移行した。これにより、日ソ間の官民双方の往訪が促進され、日ソ間

の貿易は飛躍的に拡大した62。 

 その後、1960年の日米安全保障条約の延長に対するソ連による批判や、1962年のキュー

バ危機によって、日ソ関係の進展も一時的に低迷したが、キューバ危機収束以降は、米ソ

間でも関係改善が進んでいき、1960年代末からの米ソ・デタントに繋がっていく。これに

伴い、日ソ間の関係も深化していき、1965年 6月には、日ソ両国の官民が経済協業を協議

する場として日ソ経済委員会合同会議の設置が合意され、数々の経済開発プロジェクトが

協議されていくことになる。同会議設立の背景には、地理的にも近いソ連からの資源調達

を目指す日本と、日本の資本力や技術を活用して極東地域の資源開発を進めたいソ連の思

惑が合致したことがあった（杉本 2015:27）。 

 1966年3月に第1回合同会議が開催されると、シベリアの森林開発プロジェクトと共に、

サハリンの天然ガスプロジェクトも議題に上がり、日本側は丸紅飯田・帝国石油を中心に

興味を示した。実際には、その前年の 10月にソ連の駐日通商代表より丸紅飯田に対して提

 
開発権を外国企業に付与する形となった。同方式は第二次世界大戦前までは認められていたが、

第二次世界大戦後、冷戦期には資本主義国に対する敵対関係を意識して廃止されていた（杉本

2015:34-35, 127）。 
61 本章の以下記載については、杉本（2015）や外交文書、新聞記事を参考にした。 
62 日ソ間の貿易額は、1956 年には 360万ドルだったが、1960年には 1.47 億ドル、1963年に

は 3.2億ドルと急拡大した（財務省通関統計）。 
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案が行われており、合同会議の前までに丸紅飯田・帝国石油とソ連外国貿易省との間で交

渉が進められていた。計画では、サハリン島北部にて天然ガスを生産し、半分を液化天然

ガス（LNG）として日本に輸出し、半分はソ連国内にパイプラインで輸送するというもの

で、事業に必要な資機材等は、長期延払条件で日本から買い付け、ガスの輸出代金を以て

支払に充てることが想定されていた。第 1 回合同会議後も複数回にわたり日ソ間で協議が

進められたが、ガス価格、対日供給開始時期といった点で合意に至らず、事実上協議は頓

挫し、1967年の第 2回合同会議では議題とされなかった（杉本 2015:28-29）。 

 しかしながら、その後も日本側はソ連側に対し、サハリン天然ガスの開発に対する関心

を示し、1968 年の第 3 回の合同会議以降は、民間側の当事者や開発地区は変えながらも、

サハリン天然ガスプロジェクトは議論されていくことになる（杉本 2015:29）。 

 以上のように、ソ連の天然ガスプロジェクトは、1956年の日ソ共同宣言以降の日ソ関係

の深化の中で、両国の官民が経済協業を協議する場である日ソ経済委員会合同会議の中で

提案され、米ソ・デタントが進む中で、日ソ間の協議も進められていった。そのため、日

本にとって独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」も緩和されてい

き、その結果、従属変数である「民間主導の形」も強調されることはなかった。 

 

第 3節：第一次石油危機とソ連との参画合意 

 1972年 2月の第 5回合同会議では、ソ連側より従来のサハリン陸域ではなくサハリン大

陸棚の石油天然ガス探査開発計画が提案された。この背景には、これまで開発しようとし

てきたサハリン陸域のガス埋蔵量に対して疑義が生じたことがあった。同提案に対して日

本側も改めて興味を示し、同年 4 月には財界のエネルギー分野の重鎮である安西浩（東京

ガス会長）をトップとする探鉱委員会が設置され、11 月より技術陣も含めてソ連側と正式

交渉を開始した。更に翌 1973 年 10 月に第一次石油危機が生じると、同月に自主的な資源

外交を掲げる田中角栄首相がソ連を公式訪問し、ブレジネフ書記長との会談でサハリン天

然ガスプロジェクトに関しても協議を行い、1974年 4月に大筋合意、75年 1月に日ソ企業

間で基本条約（General Agreement, GA）が締結された（杉本 2015:30-35）。 

 日本側主体は 1974年 10月に発足したサハリン石油開発協力株式会社（SODECO）であ

り、設立時は海外石油開発、石油資源開発、伊藤忠、丸紅の 4 社（商社 2 社が大株主）で

あったが、翌年の基本契約締結後に、セブン・シスターズの一角である米国ガルフオイル

を含めた 12社が加わった。ガルフオイルの参加は厳しい地質条件下の作業に先端技術の導

入が必要と判断されたこと、また米国企業の存在で対ソ連ビジネスリスクの軽減を図るこ

とを目的として、ソ連側同意の下に日本企業より資本参加を求めたものであった。当時の

米ソ関係は、1960年代後半より米国ニクソン大統領とソ連ブレジネフ書記長間で進められ
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たデタント期にあり、冷戦下にあって米ソ間の緊張関係が一時的に緩和していた。更に 76

年 5 月には日ソ両国政府が交換公文に署名し、サハリン天然ガスプロジェクトをナショナ

ル・プロジェクトの位置づけとした（杉本 2015:33-35）。 

 以上のように第一次石油危機発生から日本のサハリン天然ガスプロジェクトの参画に至

る過程では、田中角栄首相主導のソ連との交渉を契機として、官民合同の SODECOを前面

に出した協議が進められた。また SODECOの株主には、米ソ・デタントも進む中で、米国

のガルフオイルの招聘にも成功していた。このように本節の段階では、日本にとって対米

関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まることはなく、日本政府も

積極的にソ連との協議に参画しており、「民間主導の形」も弱かった。 

 尚、上記の日ソ間の基本契約では、必要な資機材は日本側からの 1 億ドルにも上る融資

で賄われることになっており、更に同融資は探査により十分な資源量が発見され、生産・

供給に至る場合に限り償還されるものの、不成功の場合は、ソ連側の償還義務が免除され

るという内容であった。そのため、金額・リスクとしても日本にとって非常に大きな資源

開発プロジェクトであったと言える。そして 1977年より探査が開始され、結果的に埋蔵量

は当初期待の可採埋蔵量1億トンを上回る1.7億トンとされ、開発へと進むことになった（杉

本 2015:37）。 

 

第 4節：米ソ・デタント崩壊と日本のジレンマ 

 探査期間中（1977~1983年）の 1979年 12月には、ソ連がアフガニスタンに侵攻し、米

ソ・デタントが崩壊、米国カーター政権が 1980年 1月に経済制裁を発動し、欧州及び日本

に対して同調を求めた。具体的には米国として対ソ輸出案件の承認に関する規定の見直し

を行い、石油・ガス関連資機材に対して更なる厳格な輸出規制を行うことになった。サハ

リン天然ガスプロジェクトにおける探鉱は日本の石油公団とソ連が保有する掘削機材で行

われていたが、一部機材が米国製であったため、同機材の対ソ連輸出に対して米国政府の

承認に時間を要すことになった。結果として若干の遅れは生じたものの、同年 6 月末まで

に SODECOとして必要な資機材の輸出承認を得ることに成功している。尚、西ドイツ・フ

ランス・イタリアが中心となって進めていたシベリア天然ガスプロジェクトに対しても、

同様にカーター政権は最終的に 1980 年 10 月に資機材輸出ライセンス許可を決定している

（杉本 2015:38）。 

総じて 1979 年のソ連のアフガニスタン侵攻の際のカーター政権による対ソ連制裁に関

しては、対ソ輸出規制の厳格化に留まり、一定程度の遅延が発生した程度であった。これ

は後述するソ連のポーランド戒厳令支持に対するレーガン政権の対応と比べると、日本を

含む西側諸国に対して比較的寛大な措置に留まっていたと言える。 
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実際に、外務省外交文書においても、アフガニスタン侵攻の際の対応に関しては、「若干

の遅れが生じたものの」という簡単な記載があるのみであり、日本政府として米国に対し

て制裁解除要請といった強い働きかけを行ったといった記載は見られない63。 

 その後、米国では民主党カーター大統領が 1期で交代、1981年に共和党レーガン大統領

が就任、政権交代となった。米ソの緊張関係は深刻化の一途を辿り、1981 年 12 月にソ連

がポーランドにおける労働組合弾圧のための戒厳令を支持したことを受け、レーガン政権

は対ソ制裁を更に強めた。具体的には、カーター政権が 1980 年 10 月に許可したソ連向け

資機材輸出ライセンスを撤回し、米国企業が製造する機材及び米国ライセンスで製造する

機材の取引を停止させた（杉本 2015:38）。 

これに対して日本の鈴木善幸政権は、「総理・大統領会談、大統領あて総理親書等あらゆ

る方途、機会をとらえて」プロジェクトへの制裁措置の除外要請を重ねた。具体的には、

日本は米国に対して「対ソ連の観点では新規契約の凍結という形で制裁に協力する用意は

あるが、既存契約に影響を及ぼす形での制裁は困難が生じる」旨を訴えた。鈴木政権時代

は、鈴木首相や園田直外相の日米同盟に対する見直し発言により日米関係は著しく悪化し

ていたこともあり、こうした訴えも効果は小さく、むしろレーガン政権は1982年 6月には、

制裁対象を海外にある米国企業の子会社の生産する機材及び米国企業とのライセンス契約

に基づき海外で生産される機材も対象に含めるよう拡大し、ソ連の天然ガスプロジェクト

も例外を認めず、対ソ輸出を認めない旨を再度明確に通報してきた。これにより、サハリ

ン天然ガスプロジェクトにおいて 1982 年に予定していた掘削機材の稼働は不可能となっ

た64。 

 一方で、こうした米国の対ソ制裁措置の拡大に対して、日本を含めた西側諸国より懸念

の声が高まり、1982年 10~11月にかけて西側 7カ国の大使会議を行うに至った。同会議で

は、「ソ連の軍事的・戦略的利益に貢献し、また極度に軍事化されたソ連経済を優先的に助

けるような貿易は行わない」ことで合意した上で、石油・ガスに関しては、「関連する高度

 
63 外交文書『日ソ・サハリン探鉱プロジェクト（2016-0134）』には、「米国との関係を中心と

した従来の経緯（1984年 11月 23日）」と題して 1970年代の参画協議段階からの経緯がまとめ

られているが、ソ連のアフガニスタン侵攻に関しては一言言及があるのみであり、その後のレ

ーガン政権誕生及びポーランド情勢を契機とした米国との協議部分に多くが割かれている。当

該部分の開示には黒塗り部分も多く、機微な内容であることが窺える。尚、現在、外交文書『ア

フガニスタン問題/対ソ制裁措置（2019-0759）』に関して開示請求中であるが、「利用制限の審

査に慎重な判断を要する」として開示保留となっている。一方で『日ソ・サハリン探鉱プロジ

ェクト』の記載を踏まえると、アフガニスタン侵攻よりもポーランド戒厳令を契機に日本にと

ってサハリン天然ガスプロジェクトを巡る「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強

まったと推測される。 
64 外交文書『日ソ・サハリン探鉱プロジェクト（2016-0134）』内「米国との関係を中心とした

従来の経緯（1984年 11 月 23日）」。親書も添付されているが、ほぼ全て黒塗りとなっている。 
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技術製品の貿易には優先的に注意を払い」「ソ連からのエネルギー輸入への依存問題と共に、

西側の代替エネルギーについて早急に研究を行うこと」「ソ連の天然ガスを購入するための

いかなる新規契約も署名されず、また承認されない」ことが確認された。その結果、11 月

中旬にレーガン大統領は演説を行い、石油・ガス関連措置の制裁解除を発表し、ソ連への

輸出ライセンス申請の処理も再開された65。 

尚、日本政府は米国に対して、欧州と連携する立場を表明する一方で、サハリンプロジ

ェクトが完遂しても天然ガスの対ソ依存は極めて僅かであり欧州諸国と事情が異なる点に

関しても指摘をしていた66。この際も対米協議は日本政府、具体的には安倍晋太郎通産大臣

経由で行われ、民間企業が前面に出ることはなかった。 

一方で、日本政府として米国に対して制裁除外を求める際には「既存契約」である点を

根拠として訴えており、政府・企業による契約合意の重要性を強調していることも分かる。 

 以上のように、本節の段階では、ソ連のアフガニスタン侵攻及びポーランド戒厳令に対

する支持に伴う米国による対ソ制裁強化を受けて、日本にとって独立変数である「軍事的・

エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まったが、カーター政権下の対ソ制裁に関しては

必要な資機材の輸出が不可能になることはなく、またレーガン政権下の対ソ制裁に関して

も、欧州と連携することで制裁解除を引き出すことができたことから、当該ジレンマを低

下させることができた。こうした状況下、従属変数である「民間主導の形」は大きく強調

されることはなかったものの、「既存契約」である点は米国に対して訴えられていた。 

 

第 5節：アラスカ LNGプロジェクトと日本のジレンマ  

 前項での記載の通り、1982 年 11 月中旬に米国レーガン政権は西ドイツや日本から要請

されていた対ソ連禁輸措置の解除を実行した。同背景には、ソ連との新規契約は行わない

代わりに、ソ連との既存契約に関しては、エネルギー安全保障上破棄するのは難しいとの

欧州及び日本からの訴えに対して、米国としてもこれ以上応じないことは、西側陣営の経

済力低下のみならず、結束低下に結びつきかねないと判断したためであった。 

 そして日本では、同月下旬に鈴木善幸から中曽根康弘に首相が交代、中曽根首相は鈴木

 
65 既存契約に影響を及ぼさない形での制裁として、日本は 1982年 2月の段階で「日ソ科学技

術協力協定に基づく委員会の開催に当面応じない、日ソ貿易年次協議、在日通商代表部の拡充

を当面検討しない」旨を決定していた。結局、日ソ経済委員会合同会議を含めて一連の会議が

再開されるのは 1984 年末以降のことであった（宮沢官房長官談話（1982年 2 月）、『朝日新聞』

（1984年 12月 15日））。 
66 具体的には、「生産開始されたとしてもサハリン LNG が一次エネルギーに占める割合は

0.7%、石油が占める割合は 0.2%であり依存度は低い」と指摘していた（外交文書『日ソ・サハ

リン探鉱プロジェクト（2016-0134）』内「米国との関係を中心とした従来の経緯」（1984年 11

月 23日））。 
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政権時代に首相や外相の日米同盟見直し発言等により悪化していた日米関係の立て直しを

外交上の最優先課題とした。そして翌 1983年 1月に訪米し、レーガン大統領と面談、日米

安全保障体制の立て直しを図り、以降、レーガン大統領との個人的な蜜月関係も深化させ、

過去最高とも言われる日米関係を築くことになる。 

 こうした対米関係重視の姿勢から中曽根首相自身は、ソ連のサハリン開発にも慎重な姿

勢であった67。一方で、中曽根首相は 1973年の第一次石油危機が生じた際の田中角栄内閣

の通産大臣として、エネルギー安全保障の観点から親アラブ方針の表明を田中首相に促し、

二階堂声明を出させるなど、政治がエネルギー安全保障に関与することに対しては積極的

な姿勢を重視してきた（服部 2015:140-141）。そしてソ連のサハリン開発に対しても、企

業に一任させるというよりは、政府として戦略的な対応を検討していた。 

例えば、1984 年 12 月にソ連のスシコフ外国貿易省次官が来日し、安倍外務大臣と会談

した際、ソ連側より日本の企業によるサハリンの天然ガスの引取を促進するよう日本政府

として働きかけをするよう要請があった。その際、安倍外相は「政府は介入できない」と

政府による経済活動への不介入を明確化しているが68、外務省資料を見ると、日本政府が決

して「民間放任」を意図していた訳ではなく、ソ連側に対して戦略的に「民間主導の形」

を強調した説明をしたことが分かってくる。 

具体的には、前述の安倍外相とソ連のスシコフ外国貿易省次官との間の面談の直前にま

とめられた外務省資料において、「サハリン・プロジェクトに対する我が方基本的考え方」

として、エネルギー安全保障の上で対ソ依存度を過度に高めることは問題であるが、一方

でサハリン天然ガスプロジェクトに関しては日本の全一次エネルギーに占める割合が 1%

以下であり問題ではないこと、更に重要な点として、これまでの経緯として、日本政府と

して探鉱段階から開発段階に至るまで円滑な実施を促進するとしてきており、1976年には

日ソ政府間で交換公文が締結され、「準ナショナル・プロジェクト」となっていること等が

外務省理解として記載されている69。 

同資料では、それまでの日ソ間の天然ガスプロジェクトの協議の経緯に関しても、「民間

主導の形」ではなく、「官民連携の形」であった点が記載されている。具体的には、「本プ

ロジェクトのソ連側当事者がソ連政府自身であることに鑑み、多額の資金を投入し、長期

 
67 外交文書『日ソ・サハリン探鉱プロジェクト』（2016-0134）内の経済局国際エネルギー課資

料「サハリン LNG プロジェクトの現状」（昭和 59 年 1月 24日）にて、「本件については中曽

根総理が慎重であり、従って、少なくとも明年日米首脳会談までは動かないという見方もある。

総理が何故慎重かということは日ソ関係の全体的とり進めに係ることであり、極めて政治的な

問題と了解している。」との記載がある。 
68 『朝日新聞』（1984年 12 月 18日）。 
69 外交文書『日ソ・サハリン探鉱プロジェクト（2016-0132）』内、外務省資料「サハリン・プ

ロジェクトに対するわが方基本的考え方」（昭和 59 年 11月 20日）。 
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にわたる本件契約が、我が方当事者にとって円滑かつ適時に実施されるためには、我が国

政府がその後ろ盾となり民間企業の立場を支持しているとの姿勢をソ連側に対し明示する

必要があるとの当時の政府の判断があった」としつつ、牽制的な意味も込めて、日本が当

該交換公文締結によって負う義務に関しては、「契約の円滑かつ適時の実施を促進すること

にあるが、政府として新たな法律・財政事項を伴う義務を課すものではない」「あくまで国

内法令に基づく行政権限の範囲内で政府が民間ベースの同種案件に通常講ずるであろう範

囲の措置をとることを意味しているにすぎない」としている。それでも「これを根底から

覆すごとき事態を避けるべきことは成熟した国家に当然の義務であろう」として、多額の

公的信用供与を行った当時の判断の背景を整理しており、外務省としてもサハリン天然ガ

スプロジェクトは「官民連携の形」で進められてきたと認識していた点が明らかになって

いる。 

こうした外務省認識を踏まえると、前述の安倍外相のソ連外相に対する「政府不介入」

の発言は戦略的に強調されたものであり、決して「民間放任」ではなかったと理解できる

のである。 

 また対米関係の点では、米国政府よりソ連の天然ガスプロジェクトよりもアラスカ LNG

プロジェクトを優先するよう要請があり、日本として難しい対応が迫られていた。これに

対しても、日本政府は、民間の経済性を尊重するとして「民間主導の形」を強調し、更に

政府間交換公文の重要性も指摘することで対米説明・釈明をしようと苦慮していた。 

具体的には、1984年の中曽根首相訪米に向けた外務省内の想定質疑の内容を見ると、「ア

ラスカの犠牲においてサハリンを買うことはないと考えてよいか」との米国からの想定質

疑に対する想定回答として、「サハリン・プロジェクトは既に 10年前に基本契約が結ばれ、

政府間交換公文によりその促進を約している既契約プロジェクト。アラスカは、ノースス

ローブにしても新規クックインレットにしても成熟度においてサハリンと相違。従って両

者を関連させて議論することは筋が違っており、「犠牲」という言葉は不適当。LNG 取引

はあくまでも経済性を考慮した民間の商業ベースの判断を尊重しつつ実施することが基本。

政府としては、共同政策表明の趣旨に従い、アラスカ天然ガス・プレ F/S の進行状況を注

意深く見守っていく所存」という記載がある70。また、翌 1985年 3月の第 5回日米エネル

ギー作業部会において外務省の手島審議官は、「サハリン・プロジェクトについては、政府

間交換公文によりその促進を約している既契約プロジェクトであり、我が国としてはかか

る約束を尊重することが国際信義上不可欠である」と述べている71。このように対ソ連だけ

 
70 外務省外交記録『日米資源・エネルギー』（2016-2504）内、「1984年中曽根総理訪米に向け

た想定質疑」。F/Sとは Feasibility Study（事業性調査）の略。 
71 外務省外交記録「1985年 3月 8日手島外審発言（第 5回日米エネルギー作業部会）」。 
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でなく対米上の説明においても、「民間主導の形」「経済性重視」が戦略的に強調されてい

た。 

 尚、このような戦略的な「民間主導の形」の強調は、ソ連の天然ガスプロジェクトだけ

でなく同時期の石炭に関しても同様であった。1984年の中曽根首相訪米の際の外交文書に

は、石炭に関して「米国炭の輸入拡大困難といいながら、ソ連炭の輸入拡大を行おうとし

ているのは遺憾ではないか」との米国からの想定質疑に対して、「ソ連炭については、1974

年 6月に締結された南ヤクート炭開発輸入に関する一般協定に基づき、来年度より同開発

炭の引き取りが開始されることになっている。この協定は、第一次石油危機により石炭価

格が高騰し、米国原料炭の入手が全く困難な時期に石炭確保対策の一環として締結された

もの。契約遵守の観点からも引き取りはやむを得ない」との回答案が記載されており72、こ

こでもあくまで「経済性」に基づく判断であることを強調する方針がとられている。 

 実際に、当時、日本は米国との間で共同政策表明として、米国炭の「輸入水準の維持努

力」を宣言していたが、これに関しては、「特定の数値の維持を意味するものではなく、あ

る程度の幅の維持を意味しており、米国炭の価格レベル次第で割高であれば一定程度の減

少は需給や経済性の観点で共同声明違反の問題にはなりえない」との立場もとっていた73。 

また上記の共同政策表明では、米国における炭鉱の共同開発に関しても謳われているが、

これに対しても、あくまで日本政府の立場として「民間に対して価格競争力強化のための

炭鉱の共同開発の可能性について米国と協議するよう呼びかける」ものであり、更に日本

の民間企業の立場を代弁する形で「新規探鉱開発には莫大な投資が必要であり、価格競争

力のある炭鉱が減産している需要状況では、新規投資に経済性は見いだせない」との米国

向けの説明方針がとられていた74。ここからは政府と民間企業間で戦略的に「民間主導の形」

を強調しようと合意していたことも示唆される。 

また前述の中曽根首相訪米資料には、日米貿易不均衡解消の観点からの米国炭の輸入拡

大要請に対しても、「安定供給とコストのバランスを考える中で長期的観点から検討するこ

とが両国の利益に合致すると確信」との日本政府の方針に基づく回答案が記載されており、

石炭に関しても一貫して「民間主導の形」「経済性重視」の観点が重視されていた。 

 一方で、上記の通り「民間主導の形」「経済性重視」の観点で戦略的に対米協議を進めて

いた政府・外務省ではあるが、並行して民間に対する行政指導にあたっている通産省・資

源エネルギー庁に対しては、対米関係の観点で慎重に進める必要がある点も申し入れを行

っている。 

 
72 外務省外交記録「1984年中曽根総理訪米に向けた想定質疑」『日米資源・エネルギー』。 
73 同上。 
74 同上。 
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具体的には、1984 年 12 月の外交文書において「日米エネルギー協力の観点より生ずる

サハリン LNGに対する対通産省申し入れ」との題名で以下記載があり、実際に東郷外務省

経済局国際エネルギー課長より清木資源エネルギー庁国際資源課長に対して申し入れが行

われている。（下線は筆者による） 

 

サハリン LNGの本邦導入については、目下我が方民間とソ連間の交渉が進捗中のところ

であるが、本件の今後の進捗に対する米側の関心を考慮し、関係同類プロジェクト間の調

整等微妙なハンドリングを要する点が多いことに鑑み、下記の諸点を当省の基本的考え方

として、本件の我が方民間に対する行政指導に当たっている通産省に申し入れることとし

たい。なお、右諸点のほかに、サハリン・プロジェクトについては、従来の日・ソ間の折

衝の経緯及び今後の我が国対ソ政策上の位置づけへの考慮を併せ必要とすること論を俟た

ない。 

1. サハリン・プロジェクトについては、「制裁」絡みでの一連の対米折衝を終えている

ことは事実なるも、米側は日米エネルギー協力の観点より、特に 83年 11月の日米

共同政策表明以来新しい問題提起を行っている。 

2. 日米エネルギー協力の観点からは、アラスカ天然ガス・プロジェクトとの競合が最大

の問題。アラスカ、サハリンの比較の問題としては、サハリン・プロジェクトの成熟

度からみて、同プロジェクトが先行することは自然の流れであるが、この間少なくと

もアラスカ・プロジェクト検討のモメンタムを維持する必要。特に第 2クック・イ

ンレット・プロジェクトについては、今後の米国の反応、タイ、カタール等他のプロ

ジェクトとの関係等を勘案しつつ可能性を検討の要。 

3. 従って、サハリン・プロジェクトの進展振り自体慎重にコントロールする必要がある。

対米関係上は、本件プロジェクトを最終的に妥結させるにあたっては日本政府の役割

を如何に位置づけるかが今後の対米説明上も重要。特に輸銀のローンの供与形態につ

いては右側面が強く、政府としての考え方を決めるにあたっては必ず事前に当省と協

議されたい（注：従来のシベリア開発案件と同様の輸出信用でいくか、輸銀の態度正

式には未決定）。 

4. サハリン・プロジェクトを妥結せしめることある場合には、事前に、かつ、慎重に検

討した内容で米国側に対し外交ルートで通報をしおくことが肝要につき、本件プロジ

ェクトの進捗状況については詳細に当省に通報されたい（注：右通報の内容としては、

①日本にとっての本プロジェクトの必要性、②エネルギーSecurity上の観点、③日

米エネルギー協力上の観点を含める必要あり）。 

 



65 

 

 上記の外務省からの申し入れに対して、資源エネルギー庁は以下の通り回答しており、

改めて経済性を重視した協議を進めていくことに変わりはないが、対米関係の上で慎重な

対応も必要であり、外務省に対して事前通報をする旨了解している。（下線は筆者による） 

 

12月 8日、東郷経エネ長より清木資源エネルギー庁国際資源課長に対し申し入れを行っ

たところ、概要下記の通り。 

1. 冒頭当方より、上記の主要点、就中、アラスカ・プロジェクトとの競合、政府の役割、

対米通報の時期及び内容の 3点につき述べた。 

2. これに対し、先方は以下の通り述べた。 

(1) アラスカ・プロジェクト、就中第 2クック・インレット・プロジェクトについ

ては、日本の一部商社が米側 ARCOと組んで関心を惹起しているが、プロジェ

クトの性質としては小さな穴の集合であって筋が悪く、経済的実現性の程につ

いては疑問がある。しかし、いずれにせよ、130万トン程度の規模であれば、

90年以降、吸収は不可能ではない量と考えている。サハリンの進行状況に応じ、

アラスカのモメンタムは維持すべきという点はそのとおり。タイのプロジェク

トとの競合については、アラスカと直接にかちあった場合は勝ち目はないので

はないか。いずれにせよ、競合について慎重な政治的配慮が要ることは了解。 

(2) 輸銀ローンについては、現在はっきりした利子率が決まっている訳ではない。

資源開発の低利ローンを供与するかどうかについては、サハリンだけを特に優

遇する扱いとする訳ではない。いずれにせよ状況をみて検討することとしたい。 

(3) 米国への事前通報は趣旨は了解。その一つの場としては、2月に予定されている

日米エネルギー専門家会議が最初の場ということとなるかもしれない。 

更に先方は、本件は 12日からの日ソ経済合同委員会では合意されるとは考えていない旨

述べ、また、サハリン・プロジェクトが官邸との関係で微妙な問題があることは理解して

いる口ぶりであった。 

 

 上記の通り、ソ連天然ガスプロジェクトに関しては、対米協議は政府・外務省が前面に

立ち、米国側の説得を進めながら、民間に対する行政指導を行う通産省・資源エネルギー

庁にも一定の注意喚起を行っていたことが分かる。 

 それに対して、ソ連側との間のプロジェクト協議に関しては、経済性に基づいて

SODECO が前面に立って協議を進めていた。具体的には、「定期首脳会議」と呼ばれる

SODECOとソ連外国貿易省との間の会議を重ねて、事業性調査（Feasibility Study）に必

要な日本の輸銀による融資金利条件に関する協議等が進められ、同会談の進捗状況に関し
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ては、都度、SODECOが通産省及び外務省に報告を入れるという形式がとられた。 

 実際に、ソ連外国貿易省との輸銀の金利条件協議の際には、事前に金利のレベル感を提

示するよう強く求めるソ連側に対して、SODECO側は通産省・輸銀と相談した上での金利

条件をあくまで「会社意見」の形でソ連側に提示する形をとった。これにより、日本経済

新聞によるスクープ記事として同金利条件がリークされた際にも、日本政府は、「民間側が

会社限りのものとして自己の責任において、もっぱら Feasibility Studyのためということ

でソ連側に提示したものである」との説明に終始し、国際的に無用な刺激を与えないよう

に対応していた。 

 SODECO側もまた、対米協議は政府に任せ、ソ連とは純粋に経済性に基づいて協議を進

める形を、ソ連側の拙速な要求をかわしながらプロジェクト価値向上に向けて注力できる

として評価していた。このことは、SODECO 小林社長が外務省欧亜局長に対して第 10 回

定期首脳協議の報告をした際の以下発言からも見て取れる75。（下線は筆者による） 

 

1. 今日の定例協議の際、ソ連側より本年夏に出すことが予定されている F/S 案が提出

された。今後この案につき検討し、12 月の日ソ経済委員会合同会議においても協議

を行い、F/Sを完全なものにしていきたい。 

2. 今日の定例協議の際には、ソ連側より本プロジェクトについては、40 億ドルもの資

金をつぎこむのなら、西シベリアあたりにもっと有望なものがあるのではないかなど

の意見もありソ連ガス工業省等、一部には反対意見もあった旨発言もあったが、外国

貿易省等では本プロジェクトが日ソ間の貿易インバランス解消に役立つこと、本プロ

ジェクトが稼働すれば本プロジェクトの天然ガス・石油により今後 8 億ドルもの外

貨収入が見込まれ、不均衡の是正が見込まれる。日ソ経済関係の進展に貢献すること、

極東の天然ガス開発が必要であること等の観点から本プロジェクトを進めていこう

としているようだ。 

また今日初めてソ連側より本プロジェクトは日ソ間で政治的に重要である旨、またチ

ーホノフ首相も関心を持っている旨発言があった。（これに対し、局長よりソ連側で

はどういう意味で政治的に重要であると言っているのかと質したところ、小林社長よ

りその点についてそれ以上はつめなかったが、重視している旨の発言があったとの回

答があった） 

F/S を完成するため現在問題となっているのは(1)輸銀の融資の供与条件、(2)天然ガ

 
75 外務省報告・供覧（昭和 59年 11月 30 日）「サハリン石油開発協力（株）小林社長の西山欧

亜局長訪問（サハリン・プロジェクトの現状に関する説明）」。 
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スの引取時期の 2 点である。(1)の点については、幸いに輸銀がこのプロジェクトに

理解を示してくれており、サハリン石油開発協力（株）限りの意見ということで F/S

を実施する際の金利として 7.5%、7.25%で計算したらどうかとのラインが示され、

ソ連側にもサハリン石油開発（株）限りの案ということで提示した。ソ連側では現在

6.5%の金利を主張しているが、ファイナンスの問題は日本側である程度目処が決ま

れば、ソ連側でも一応評価するのではないかとの感触である。(2)のガス引取時期に

ついては、ソ連側では 1991/92 年内に是非日本に引き取ってもらいたい、そうでな

いとフィージブルでない旨述べていたが、我が方では通産省とも相談の上、

92/93/94/95年の 4つのケースで F/Sを考えるようソ連側に提示した。ソ連側では 95

年の引取等とんでもないとの反応であった。一方、電力会社の方で本プロジェクトに

よる天然ガスにつきどのように考えているかというと、結局これまでの経緯もあり、

最終的には本プロジェクトにつきあっていかざるを得ないと考えているが、国際情勢

が流動的であることなど、不確実な要因があることで、不測の事態が生じた際、電力

会社だけが責任をとらされ損失を被るのはかなわないと考えており、サハリン石油開

発（株）としては通産省の行政指導により問題が解決されればと考えている。 

3. 天然ガスが今後供給が過剰となる問題については、いろいろな意見があるが、政府が

1983年 11月に行った「長期エネルギー需給見通し」中間報告によれば 1990年の天

然ガス需要は 3,650 万トンでその時点のサハリンの天然ガスの供給は 100 万トンに

もならないから大きな割合とは言えない。また同需給見通しは年率 3%の電力需要の

伸びと仮定しているが、現在電力の需要は 6%~7%程で伸びており、1990 年に電力

需要が 3%の伸びに留まることはあり得ないと考えている。 

4. 価格面の問題についても、ソ連側では価格を下げることを考えているようだが、いく

ら引き下げるかは取引の相対の場で無いと提言できないとしている。もし安い値段が

提示されれば、ユーザーにとっても魅力あるものとなる。電力業界も価格の引き下げ

問題には興味があるようだ（この問題で最近フィンランドとソ連との間に天然ガスの

売買契約がまとまり、発電用の天然ガスの価格として、低品位の石炭と同じくらいの

値段をつけたようだが確認できていないのでもし外務省の方で何か分かれば教えて

欲しい旨の発言があった） 

5. 現在ソ連側より提示のあった F/S 案については非公式のまだ煮詰まっていない案で

あるのでソ連側では今日の協議の結果を踏まえて完成されたものを作成し 12月の日

ソ経済委員会合同会議に間に合わせたいと考えているが、我が方では F/S の完成は

今年の末か来年のはじめになると考えている。ソ連が相手の場合は急激に進むことは

無いが徐々に前進していきたい。 
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現在の F/S では経済性の検討に関し、投資した量とそれによって得るであろう収入

につき、ほぼ同レベルの数字を出している。こうした数字がほぼ等価では採算ベース

での経済活動とは言えず経済活動として不安が残る。従って我が方より F/S につき

投資面では操業費の削減、設備投資の縮小、販売面でもガスの値引き等、少し余裕の

あるように計画を作り直してはどうかと提案している。 

6. 安西日ソ経済委員会会長の認識でも現在日ソ間の経済協力の主なものはサハリン・プ

ロジェクトしかないとの認識であり、このプロジェクトに協力しこのプロジェクトを

片付けていくことが重要であると考えている。ソ連の利益になり、日本の利益にもな

るような形でないとうまくいかないことは承知している。現在、本プロジェクトにつ

いては米国から雑音が入ってきており、また日本経済新聞にも北方領土との関連で取

り上げられているが、（11 月 22 日付日経社説において「米ソ関係の改善や日ソ間の

領土問題での前進がない時期に米国の新アラスカ LNG 案をそでにしてまでサハリ

ン計画を選択することには難点もある」旨の記述がある）誤解があるように思える。

本プロジェクトは我が国の天然ガス供給の 7%を満たすのみで 1割になっていないし、

また天然ガスの全エネルギー需給に占める割合は約 10%であり、従って全エネルギ

ー需給に占める本プロジェクトによる天然ガスの供給は 0.7%であり、我が国に大き

な影響を与えるものではない。過去 10年間本プロジェクトについては技術的なトラ

ブル以外日ソの間で問題が生じたことはなかった。北方領土は重要な問題であり、む

しろその地ならし、露払いのために手頃な規模である本プロジェクトを実施する方向

でやるのが望ましいのではないか。米国との関係については外務省よりご指導いただ

いたこともあり、本プロジェクトのスタート当初はサハリン石油開発（株）に米国系

企業を参加させ合弁でやることを考え、米国ガルフ社に 10%のシェアの株をもって

もらい株主となってもらった。その後ガルフ社はシェブロンに合併されたが、米国の

企業を本プロジェクトに抱き込んでおくことが必要ということでシェブロンに対し

日本石油、通産省等を通じシェブロンがガルフ社に替わり、サハリン石油開発（株）

の株を持ってくれるよう働きかけを行っている。 

  

以上のように、1982 年 11 月に中曽根首相が就任すると、米国レーガン政権と外交上で

は蜜月関係を構築していく一方、米国からはアラスカ LNGプロジェクトをソ連天然ガスプ

ロジェクトよりも優先するよう圧力がかかり、日本にとって対米関係上の「軍事的・エネ

ルギー安全保障間のジレンマ」はむしろ強まることになった。こうした中で、日本は政府

と企業が連携する形で、対米協議では政府及び外務省が「民間主導の形」を強調すること

で、米国からの批判をかわす戦略を展開した。また企業側は対ソ連とのプロジェクト協議



69 

 

には前面に立ち、同様に「民間主導の形」、すなわち経済性に基づいた協議を展開し、ソ連

側からの拙速な要求に対しても、事業性評価の重要性を訴えるなど、こちらも「民間主導

の形」を戦略的に活用していた。つまり本節の段階においては、独立変数である「軍事的・

エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まったことで、従属変数である「民間主導の形」

も強まったことが観察された。 

 

第 6節：「逆オイルショック」とサハリン天然ガスプロジェクトの凍結 

 1985年にゴルバチョフがソ連の書記長に就任すると、中央統制経済から市場経済への移

行が図られると共に、資源開発に対する外資導入もより積極的に進められるようになり、

サハリン天然ガスプロジェクトにとっても追い風になると思われた。 

 しかしながら、その後、国際原油市場において、日本を含む消費国における脱石油・省

エネ政策の推進や、原油価格高騰に伴う北海油田やメキシコ湾油田等、非 OPEC による石

油生産の増加によって、石油需要に対する供給が上回るようになっていく。そして原油価

格を維持するために自国のシェアを犠牲にする形で大幅な減産を行う「調整役」を担って

きたサウジアラビアが、その財政負担に耐えきれなくなり、1985 年 12 月に調整役の放棄

を宣言し、1986年に大幅な石油増産に転じた結果、原油価格は約 30ドル/バレルから約 15

ドル/バレルに急落した。このいわゆる「逆オイルショック」が起こると、1986年 6月にソ

連側よりサハリン天然ガス事業は経済性が見込まれないとの通知がなされるに至り、プロ

ジェクトは凍結された。 

 この状況下においては、日本として米国に対してソ連の天然ガスプロジェクト遂行のた

めの理解を求める必要は無くなり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジ

レンマ」も無くなった。それに伴い「民間主導の形」を対米説明において強調する必要性

も無くなった。 

 その後、1990年 8月のイラクのクウェート侵攻に伴い中東地域が不安定化すると、再び

原油価格は上昇した76。その間、引き続きソ連におけるペレストロイカは進展しており、1987

年のソ連・米国間の中距離核戦力（INF）全廃条約調印、1989年 11月のベルリンの壁崩壊

を経て、12 月にはマルタ会談において米ソ首脳によって冷戦の終結が宣言された。こうし

た状況下、サハリン天然ガスプロジェクトの協議も再開され、1990 年 12 月に日本側の官

民会社としての SODECOとソ連との間で 1991年から開発を着手することで基本合意する

に至った。同背景には中東地域の混乱に伴い、改めて日本政府としてもエネルギー安全保

障上、そして日本の企業としても資源ビジネスの収益確保の観点から、中東以外のエネル

 
76 クウェート侵攻前は約 15 ドル/バレルであったが、侵攻後は約 40 ドル/バレルまで上昇した。 
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ギー資源の確保の重要性を再認識したことも指摘されている77。 

 つまり、イラクのクウェート侵攻に端を発する中東地域の不安定化に伴い、原油価格が

急騰すると、日本にとって再びソ連の天然ガスの重要性が高まることになったが、当時は

既に米ソ冷戦の終結が宣言されており、日本にとって対米関係上、「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」を強めることなく、日本の官民連合会社としての SODECOを主体に

開発に向けた協議を本格化することができたと言える。 

 尚、米ソ関係が改善する中で、日本の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」も

強くならなかったことは、1991年 8月にソ連によって行われた北東部沖合の石油・天然ガ

ス開発の国際入札に対して、SODECOが米国の石油メジャーであるエクソンと共同応札を

行っていることからも分かる。SODECOとしては、この新たなサハリン沖合の石油・天然

ガスプロジェクトを、既に基本合意していた既存の天然ガスプロジェクトと統合開発する

ことによって、採算性の向上を図ろうとしていた78。また同入札に際しては、通産省もナシ

ョナル・プロジェクトとして強力に支援、1991 年 10 月には当時の中尾通産相がソ連を訪

問し、シラーエフ国民経済管理委員会議長やエリツィン・ロシア共和国大統領と面談、サ

ハリン開発についても、「我が国として、できる限りの支援をしたい」と話すなど79、日本

側の官民が緊密に連携していた。その後、1991 年 12 月にソ連は消滅するが、サハリンの

石油・ガス開発は全てロシア共和国に継承された。 

 結局、1992年 1月に上記の新規開発の入札者に関しては、SODECO・エクソン連合では

なく、三井物産・米国マラソン・マクダーモット連合が落札することがロシア政府より発

表されたが80、SODECO も引き続き既存鉱区における開発を進めていくことになった。そ

して、SODECO連合のプロジェクト（サハリン 1）、三井物産連合のプロジェクト（サハリ

ン 2）共に、その間、資本構成の変化等を経ながらも、それぞれ 2000年代より生産開始に

至っている81。 

 以上のように、1986年初めに原油価格が大幅に下落する「逆オイルショック」が発生し

たことに伴い、サハリン天然ガスプロジェクトが採算性の観点から凍結されるに至り、日

本として米国に対してソ連の天然ガスプロジェクト遂行のための理解を求める必要は無く

なり、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」も弱まった。それに

 
77 『朝日新聞』（1991年 4 月 11日）。 
78  同上（1991年 11月 3日）。 
79  同上。 
80 三井物産連合は、開発拠点のサハリン州で道路・港湾等、社会資本整備のための資金協力も

申し入れたことが落札の勝因とされた（『朝日新聞』1992年 1月 29日）。 
81 サハリン 1に関してはエクソンが参画、サハリン 2 に関しては三菱商事とシェルが参画し、

更にその後ロシアのガスプロムが過半数株式を取得している。 
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伴い「民間主導の形」を対米説明において強調する必要性も無くなった。本節の段階でも、

独立変数と従属変数の連関が観察されたと言える。 

 

第 7節：分析結果 

 それでは本章におけるソ連サハリン天然ガスプロジェクトの過程追跡を改めて独立変数

である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」

の変化に注意しながら整理する。 

 まず 1965 年から本格化する参画協議は、1962 年のキューバ危機収束以降、米ソ間で関

係改善が進むタイミングと重なり、日ソ間の協議もまた両国の官民が参加する日ソ経済委

員会合同会議を通じて進展していった。つまり、日本にとって独立変数である「軍事的・

エネルギー安全保障間のジレンマ」も緩和されていき、従属変数である「民間主導の形」

も強くならなかった。 

 その後、1973 年 10 月に第一次石油危機が生じると、日本の自主的な資源外交を掲げる

田中角栄首相が同月に早くもソ連を公式訪問、本件の協議も実施、74年の大筋合意、75年

の契約締結に至った。日本側主体であるサハリン石油開発協力株式会社（SODECO）は、

通産省傘下の石油公団が 50%を出資し、その他、海外石油開発、石油資源開発がそれぞれ

約 10%、残りを伊藤忠商事や丸紅といった商社・エネルギー企業が出資する半官半民の組

織であった。加えて SODECOには、民間企業の 1社として米国メジャーであるガルフオイ

ルが加わり、約 5%を出資した。当時は、米国ニクソン大統領とソ連ブレジネフ書記長との

間で米ソ・デタントが進められており、冷戦下にあって米ソ間の緊張関係が一時的に緩和

していたことも背景にあった。このように石油危機以降、欧米メジャー経由での安価な石

油調達が困難になった日本にとって、ソ連の天然ガス開発の重要性は高まり、田中首相以

下政府が積極的に関与する形で基本合意がなされた。この段階において日本にとって独立

変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は、米ソ・デタントによって抑

えられていた。それに伴い日本政府も積極的にソ連との協議に参画することが可能となり、

結果として従属変数である「民間主導の形」も強調されることはなかった。 

 しかしながら、1979年 12 月にソ連のアフガニスタン侵攻、更には 1981 年 11月にソ連

がポーランドにおける労働組合弾圧の戒厳令を支持したことで、米国は対ソ制裁を強化し、

米ソ関係は緊張関係に陥ることになる。一方でイラン IJPCプロジェクトとは異なり、日本

は同様に米国の対ソ制裁に異議を唱える西欧諸国と連携して、政府主導で米国に対して制

裁免除を要請、結果としてレーガン政権から制裁解除を引き出すことに成功した。このよ

うにソ連のアフガニスタン侵攻、そしてポーランドにおける戒厳令に対するソ連の支持に

よって米国が対ソ制裁を強化すると、日本にとって独立変数である「軍事的・エネルギー
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安全保障間のジレンマ」は強まったが、西側諸国と連携して米国による対ソ制裁の解除に

成功することで、当該ジレンマを解消した。こうした中で、従属変数である「民間主導の

形」も強調されることはなかったが、「既存契約」である点は米国に対して訴えられていた。 

 その後、日本では鈴木善幸から中曽根康弘に首相が交代し、中曽根首相は米国レーガン

政権と蜜月関係を築くことになる。しかしながら首脳同士の蜜月関係とは別に、米国から

はアラスカ LNG プロジェクトをソ連天然ガスプロジェクトよりも優先するよう圧力がか

かる。この状況下、日本は、民間の経済性を盾に米国からの批判をかわす戦略をとった。

つまり、米国よりアラスカ LNG プロジェクトを優先するよう圧力がかかるようになると、

再び日本にとって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まり、日本はイラン

の IJPCプロジェクト同様に、対米説明において「民間主導の形」を強調、つまり民間ビジ

ネスの基本である経済性という点を強調することで、批判をかわそうとするようになった。 

 その後、国際原油市場において、日本を含む消費国における脱石油・省エネ政策の推進

や、原油価格高騰に伴う北海油田やメキシコ湾油田等、非 OPEC による石油生産の増加に

よって、石油需要に対する供給が上回るようになっていくと、原油価格を維持するために

自国のシェアを犠牲にする形で大幅な減産を行う「調整役」を担ってきたサウジアラビア

は、その財政負担に耐えきれなくなり 1985年 12月に調整役の放棄を宣言、1986年に大幅

な石油増産に転じた結果、原油価格は約 30 ドル/バレルから約 15 ドル/バレルに急落した。

このいわゆる「逆オイルショック」が起こると、経済性の観点でサハリンの天然ガスプロ

ジェクトも一旦凍結された。これにより、日本として米国に対してソ連の天然ガスプロジ

ェクト遂行のための理解を求める必要は無くなり、独立変数である「軍事的・エネルギー

安全保障間のジレンマ」も無くなった。それに伴い「民間主導の形」を対米説明において

強調する必要性も無くなった。 

 しかしながら、その後、1990年 8月のイラクのクウェート侵攻に伴い中東地域が不安定

化すると、再び原油価格は上昇し、プロジェクトの協議も再開された。加えて当時は 1989

年 12月のマルタ会談にて米ソ首脳による冷戦の終結も宣言されており、日本として対米関

係との間のジレンマを感じることなく、ソ連側との協議を進めることが可能になっていた。

こうした中、日本は官民連携でソ連、そしてソ連崩壊後はロシアとの間で協議を進展させ、

米国エクソンも権益に入れる形で、2000年代よりプロジェクトの生産を開始するに至った。 

 このようにサハリン天然ガスプロジェクトの事例においても、イランの IJPCプロジェク

ト同様、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が参画当初の弱か

った状況から、ソ連のアフガニスタン侵攻及びポーランド戒厳令に対する支持に伴い米国

が対ソ制裁を強化したことを契機に強まった。更に米国がアラスカ LNGを優先するよう強

く迫るようになったことにより、当該ジレンマは更に強くなったが、その後、冷戦終結・
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米ソ関係の改善により、当該ジレンマも緩和された。これに伴い、従属変数である「民間

主導の形」についても、参画当初の弱い状態から、「既存契約」である点を訴えるという中

程度の状態となり、更に経済性重視の観点が戦略的に強調されるようになったが、最終的

には再び弱い状態となったことが観察された。以上をまとめると表 3-1のようになる。 

 

表 3-1：サハリン天然ガスプロジェクトにおける変数の変化 

 軍事的・エネルギー安全保障間

のジレンマ（独立変数） 

民間主導の形（従属変数） 

参画時 弱 弱 

第一次石油危機 弱 弱 

米国による対ソ制裁 中 

（欧州と連携して制裁解除に

成功） 

中 

（「既存契約」である点の 

強調） 

アラスカ LNG優先圧力 強 強 

冷戦終結・米ソ関係改善 弱 弱 
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第 4章：事例分析③イラン Azadegan油田プロジェクト 

第 1節：事例の特徴 

 本章では、これまでの 2 つの事例分析同様、独立変数である「軍事的・エネルギー安全

保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の変化に着目して、比較的現代の

事例としてのイラン Azadegan油田プロジェクトの過程追跡を行う。 

 2000年のイランとの参画協議開始時、米国とイランの関係は改善傾向にあった。それま

で米国は 1995 年にイランに対して経済制裁を発動し、1996 年にはイラン・リビア制裁法

(ILSA)によってイランにおける経済活動を制限していたが、1997年にイランにおいて穏健

派のハタミ大統領が誕生したことで、徐々に緊張関係が緩和してきていた。そのため、日

本にとっても、イランと Azadegan 油田の参画協議を進める上で、対米関係上のジレンマ

も強まることはなかった。こうした状況下、日本側も通産省が積極的に関与する形でイラ

ンとの協議を進め、2000 年 11 月のハタミ大統領の訪日に合わせて森喜朗首相との面談の

場において、日本側に優先交渉権を与えることが合意された。つまり、参画協議開始時点

では独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が弱く、従属変数であ

る「民間主導の形」も弱かった。 

その後、通産大臣（2001 年より経産大臣）が筆頭株主である国際石油開発（Inpex）を

中心として官民連携の形でイラン側との参画協議が本格化するが、2001 年 9 月に米国で

9.11.テロが発生し、翌 2002年 1月には米国ブッシュ大統領が一般教書演説の中でイランを

イラク・北朝鮮と共に「悪の枢軸」と名指しで非難すると状況は一変した。同年 8 月には

イラン政府が大規模な原子力施設を秘密裏に建設していることが明らかになり、日本の

Azadegan油田の参画協議に対しても米国による懸念が強まり、日本はイランとの間で当初

予定の 2002 年 12 月の交渉期限までに合意できず、協議は長期化することとなった。また

その間、日本側の一員であったトーメンは Azadegan 油田の参画協議からの離脱を表明す

るに至った82。 

しかし 2003 年 12 月に日本が米国の要請に応じて、イラク戦争後の復興活動のために自

衛隊を派遣すると、米国側も日本の Azadegan 油田参画に対して積極的な支持はしないま

でも、黙認のスタンスをとるようになった。そして、2004 年 2 月に日本の企業連合が

Azadegan油田の 75%権益を取得するに至った。尚、最終的に権益取得合意に至るまでに、

当初参加を予定していた Japex や JOGMEC といった日本政府傘下の組織の出資が断念さ

 
82 米国政府がイラン・リビア制裁法（ILSA）の適用をちらつかせていたため、米国でビジネス

を行うトーメン及び同社が出資を受けるトヨタグループ全体にとってリスクが高かった（『朝日

新聞』2003年 12月 14日）。 
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れた。つまり、参画協議の中で独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレン

マ」が強まった結果、日本側は政府色の強い組織を前面に出すのを止める形で参画合意を

実現しており、従属変数である「民間主導の形」が強まったと言える。 

 翌 2005年に入ると、イランで対米強硬派のアフマディネジャドが大統領に就任し、核開

発の積極的な継続を表明したことで、米国並びに国際社会がイランに対する反発を強めた。

こうした状況下、日本はイラン側と Azadegan 油田の開発開始の時期を協議していくこと

になるが、日本政府は対外的な発信において「政府としては民間とイラン政府との話し合

いを見守っていく以上のことはできない」という趣旨の発言を繰り返した。そして 2006年

10月、日本側は Azadegan 油田の 75%権益を 10%に縮小する決断に至った。つまり、この

際も、日本は、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めると

共に、従属変数である「民間主導の形」を強調する外交を展開することになった。 

 その後も、イラン核開発を巡る状況は深刻化の一途を辿り、2006 年 12 月には国連安全

保障理事会によるイランに対する制裁が採択され、反発するイランは制裁が求めるウラン

濃縮活動停止に応じなかったため、2007年 3月には更に国連安全保障理事会による即時停

止を求める追加制裁決議が採択された。その後もイランはウラン濃縮停止に応じるどころ

か濃縮を拡大し、これに対して国連安全保障理事会が更に追加で制裁を科していくという

負の連鎖が続いていった。米国では 2009年 1月にオバマ政権が誕生し、就任当初はイラン

との対話路線を表明していたが、イラン側の対応に次第に態度を硬化させ、2010年 6月に

は国連安全保障理事会による 4 度目の対イラン制裁を主導し、翌 7 月には米国独自の制裁

を成立させ、イランでの石油・ガス関連分野への投資等を行う外国企業も制裁対象に加え

ることを表明した。そして米国は日本に対しても Azadegan 油田からの完全撤退を求める

ようになった。最終的に Inpex は、イラン以外で展開する事業への影響も避けられないと

して、同年 10月に Azadegan油田からの完全撤退を決定した。つまり、米国が独自の制裁

によって外国企業もその対象に含めたことにより、日本側が「民間主導の形」を強調する

ことの効果は減退し、結局、日本は撤退を余儀なくされたと言える。 

 このようにイラン Azadegan 油田の事例においても、前の 2 つの事例同様、参画協議当

初は独立変数・従属変数共に「弱」であったが、米国からの圧力が強まるにつれて、双方

の変数共に「強」になっていった。その一方で、最終的には従属変数である「民間主導の

形」の効果が減退する様子も見られた。それでは次節以降で、より詳細に過程追跡を行う

こととする83。 

 

 
83 本章の以下記載については、中嶋（2009）や新聞記事を参考にした。 
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第 2節：穏健派ハタミ政権との参画協議 

 Azadegan油田は 1998年に発見され、翌 1999年に、イラン政府によって推定埋蔵量 260

億バレルの「イラン最大の油田」として公表された。当時のイランの状況としては、米国

クリントン政権によって 1995年に対イラン経済制裁が発動され、更に 1996年にはイラン・

リビア制裁法（ILSA）が発効されたことで、イランで活動する第三国の企業に対しても制

裁が可能となっていた。しかしながら、1997年に穏健派のハタミがイランの大統領に就任

することで、国際社会との関係改善が進んでいた。 

 一方、日本側においては、2000年に通産省の影響を強く受けるアラビア石油が、当時最

大規模の自主開発油田であったサウジアラビア沖のカフジ油田の権益更新協議に頓挫して

いた。アラビア石油は、1957年に日本輸出石油社長の山下太郎がカフジ油田に原油採掘権

を獲得したのを受けて、1958年に発足した石油会社であり、当初は社長も民間人が務めて

いたが、第一次石油危機後の 1976年に元通産省事務次官が社長に就任して以降は、通産省

の事務次官経験者等、官僚出身者が歴代の社長を務めてきた。カフジ油田の採掘権契約は、

2000 年 2 月までとなっており、アラビア石油は、1999 年からサウジアラビア側と本格的

な契約更新交渉を進めてきたが、サウジアラビアは石油産業の国有化を進めて採掘権を外

国資本に認めない傾向を強めていたため、延長交渉は難航した。サウジアラビア側は権益

更新の条件として日本政府の関与する形での鉄道建設を要請し、日本側は譲歩案として

6,000億円の投資促進策や、鉄道資金への融資案をサウジアラビア側に提案したが、サウジ

アラビア側は譲らず、契約延長交渉は物別れに終わった。その結果、2000年 2月末に、ア

ラビア石油の持つサウジアラビア沖のカフジ油田の採掘権は失効したのである。これによ

り、日本は、最大級の自主開発油田を失うこととなった84。 

 こうした中、引き続き石油の自主開発路線の継続を目指す通産省はイランにおける

Azadegan油田に注目した。イランにとっても原油の最大の買い手である日本の投資を呼び

込み、更には日本の主導する開発計画にすることで米国企業にとって参入しやすい状況を

作りたいとの思惑があった85。通産省とイラン側との交渉は 2000年 4月に始まり、同年 11

月に、日本を訪問したハタミ大統領（当時）と森喜朗首相（当時）との間で、日本側が 30

億ドルの原油代金の前払いや、国際協力銀行の融資を条件に、優先交渉権を得ることが合

意された。これを受けて、2001年 6月に経産大臣が筆頭株主であるインドネシア石油（2001

年 9月から国際石油開発（Inpex）へ名称変更）を中心に、同じく同大臣が筆頭株主である

石油資源開発（Japex）や独立行政法人である石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）、

 
84 『朝日新聞』（2000年 2 月 3日）、『読売新聞』（2000年 2月 29 日）。 

85 イラン石油省の高官は、「欧州勢は米国企業と競合しており、欧州勢主導の計画より日本主導
の方が、米国企業を呼び込みやすい」と語っている（『朝日新聞』2001年 7月 10日）。 
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商社のトーメン、そして技術顧問としての石油メジャーのシェルも加わり、企業連合とし

てイラン側に開発計画書を提出して、イラン側との交渉が開始された。当時トーメンは日

本の総合商社の中で唯一テヘランに中東全体の統括本部を置き、更にテヘラン駐在の総合

商社で構成するグループの幹事会社を務めるなど、イランに最も深く刺さり込んでいた総

合商社であった（中嶋 2009:46）。当初見通しでは 2002 年内にも条件合意、開発着手とい

う予定であったが、後述の通り国際情勢の変化の中で協議は難航することになる。 

 このように日本にとって最大級の自主開発油田であったサウジアラビア・カフジ油田の

権益更新頓挫に伴ってイラン Azadegan 油田の交渉も本格化していくが、当時は、イラン

において穏健派のハタミ政権が国際社会との関係改善を進めており、日本にとっても対米

関係上、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まらなかった。そしてイランと

の協議も通産省（経産省）や通産大臣（経産大臣）が筆頭株主である Inpex や Japex が連

携して行うなど、「民間主導の形」が強調されることはなかった。 

 

第 3節：米国・イラン関係悪化と日本の参画に至るまでのジレンマ  

 前節の通り、当初想定ではイラン側との参画協議は 2002年内にも条件合意、開発着手さ

れる予定であった。しかしながら、2001年 8月に米国ブッシュ（子）政権がイラン・リビ

ア制裁法を 5 年間延長することが決定し86 、更には 9 月に米国で同時多発テロが発生する

と、米国はアフガニスタン、次いでイラクにおいて戦争を行い、中東地域は不安定化した。

その結果、日本のイランとの Azadegan 油田を巡る交渉も、一転、暗礁に乗り上げること

となった。 

 翌 2002年 1月には、米国ブッシュ大統領が、一般教書演説の中で、イランをイラクと北

朝鮮と共に「悪の枢軸」として名指しで非難した。更に 8 月には、イランの反体制派組織

であるイラン国民抵抗評議会が、イラン政府が大規模原子力施設を秘密裏に建設している

ことを明らかにし、イラン政府も平和目的のためであるとした上で事実を認めたため、イ

ランの核問題が国際的な懸念となった。12 月に Azadegan 油田を巡る日本の優先交渉権の

期限を迎えるが、協議は合意に至らず、交渉期限は 2003年 6月まで半年間延長されること

になった87。 

 しかし 2003年 3月には米国等によるイラク攻撃が始まり、フセイン政権が崩壊した。そ

の後も米軍がイラクに駐留し、戦後復興が進められたが、治安は悪化の一途をたどり、中

 
86 イラン・リビア制裁法は、2004年にリビア関連の制裁が解除されたが、イランに関しては

2006年 10月失効後も、兵器関連技術の販売まで適用拡大した「イラン自由支援法」として継

続している。 
87 『朝日新聞』（2004年 2 月 20日）。 
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東地域は不安定化した。Azadegan油田を巡る日本とイランの交渉に関しても、6月末日に

設定された二度目の交渉期限が近づく中、米国のパウエル国務長官（当時）は、カンボジ

アにおいて、川口外相（当時）に対して、交渉の再考を要求したと報じられた88。これに対

する外務省の公式見解は、「イラン核問題と Azadegan油田は二者択一の問題とは考えてい

ない」「日本とイランの関係は、日本の国益であると同時に、国際社会とイランとの関係に

もそれなりの貢献をしており、イランを良い方向に導くことを期待されているところもあ

る」というものであった89。結局、日本とイランの参画協議は長期化し、二度目の交渉期限

までにも日本・イラン間で合意はできず、日本の優先交渉権は失効した。その後も交渉は

継続されたものの、12月には、日本側の一員であるトーメンが交渉からの離脱を表明した90。 

 しかしトーメンが交渉離脱を表明した直後、イランはかねてから米国が要求してきた国

際原子力機関（IAEA）の強制的核査察を認める追加議定書に調印した。更にその同じ月に、

日本は米国の要望に応じて、復興支援のために自衛隊をイラクへ派遣した。 

 こうしたイラン核開発を巡る状況改善と、日本が一貫して米国のイラク政策を支持・支

援した結果、米国は日本の Azadegan油田協議を黙認するようになり、2004年 2月に日本

の企業連合は Azadegan油田の 75％の権益と同油田の開発権を獲得するに至った。一方で、

米国に対する配慮から特に政府色の強かった JOGMEC と Japex が合意の最終局面で契約

当事者から外された（中嶋 2009:136）91。尚、技術顧問として交渉に加わっていたシェル

も合意内容では採算性が低いとして同じく不参加となった92。 

 以上のように、2001年 9月に生じた米国における同時多発テロを契機に、米国とイラン

の関係は悪化し、米国は日本に対しても Azadegan 油田の交渉の再考を求めるようになっ

た。その結果、日本は核問題という軍事的安全保障と、自主開発油田確保というエネルギ

ー安全保障をいかにして両立させるかという「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

を強めることになった。一方で、その後、2004年に日本は米国の要望に応じてイラクに自

 
88 同上（2003年 6月 29日）。 
89 外務省事務次官会見要旨記録（平成 16年 8 月 23日）。 
90 米国政府が ILSA の適用をちらつかせていたため、米国でビジネスを行うトーメンにとって

はリスクが高かった。また当時、トーメンはトヨタグループ傘下に入り、経営再建中であった

ため、米国で業績を拡大していたトヨタ自動車への影響も考慮に入れたとされている（『朝日新

聞』2003年 12月 14 日）。 
91 JOGMECは独立行政法人、Japex も経産大臣が株式の 3割超を保有する筆頭株主であり、

経産省の影響が強かった。尚、Inpex も経産大臣が筆頭株主ではあるが、保有比率は 2割弱であ

り、比較的民間企業の性質が強かった。 
92 日本とイランの契約では、日本側は開発に投資した資金を生産した石油で回収できる権利を

得るという「バイバック」形式が採用されており、原油採掘の権益を得た訳ではなかった。そ

のため、開発が順調に進まなければ、石油が出ずに十分な資金回収ができない恐れがあった（『朝

日新聞』2004年 2月 20日）。 
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衛隊を派遣した上で、Azadegan 油田の参画に合意したが、契約当事者から政府色の強い

JOGMECと Japexを外し、「民間主導の形」を強調することで、米国を過度に刺激しない

形での参画を行った。 

  

第 4節：イランに対する経済制裁と日本の権益縮小 

こうして日本はイランの Azadegan 油田参画を実現した訳であるが、開発に向けて課題

も残っていた。まず開発自体に関して、Azadegan油田の油層は三層で複雑な構造をしてお

り高度な技術が求められたこと、また前述の通りシェル撤退の理由ともなった採算性の問

題、具体的にはイランとの契約条件である「バイバック」形式では投資資金の回収は生産

した石油で行うことになっており、生産できなければ採算性が著しく低下するという懸念

があること、そして Azadegan油田はイラクとの国境付近にあり、1980年代のイラン・イ

ラク戦争の激戦地として広範囲にわたり地雷が埋められ、その除去が必要であること、と

いった課題があった（中嶋 2009:26-32,102-104,158）。 

 更には日本の参画合意の直前である 2004年 2月に実施されたイラン国会議員選挙におい

て、反米的な傾向の強い保守派が圧勝しており、その後ウラン濃縮用の遠心分離機の製造

再開を表明するようになった他、同年 8 月には、当時の米国のパウエル国務長官が、イラ

ンの核査察への協力が不十分だと非難の上、参画合意後の日本に対しても、開発着工を再

考するよう促すようになっていた93。 

 2005 年に入っても、イランの保守派の勢いは止まらず、8 月には穏健派のハタミに代わ

って、保守強硬派のアフマディネジャドが大統領に就任した。アフマディネジャド大統領

は、核開発継続を表明して、ウラン濃縮施設を再稼働するなど、米国との対決姿勢を強め

た94。この間、日本は、「日本が Azadegan 油田開発を中止しても、中国が後を引き継ぐだ

けで、イランには痛手にならない」（経産省幹部）として、核問題と油田開発は別問題であ

るとの立場から、開発着工に向けて現地周辺の地雷除去の作業を進める一方で、国際社会

と連携する形でイランに対して核開発の中止も求め続けた95。実際に Inpex会長も「地雷除

去が完全に終わり次第、開発に着手する」と述べるなど、日本側として Azadegan 油田の

開発を目指す方針は変わっていなかった96。 

ところがイランはこうした国際的な核開発停止の要求に一向に応じず、2006年 4月には、

低濃縮ウランの製造に成功したと宣言した。これを受けて、国連安全保障理事会は、イラ

 
93 『朝日新聞』（2004年 8 月 13日）。 
94 これを受けて、同年 9月には、IAEA において、イランのウラン濃縮関連・再処理活動の再

停止を求める決議が採択されている。 
95 『朝日新聞』（2006年 1 月 23日）。 
96 『日本経済新聞』（2006 年 6月 5日）。 
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ン政府に対して、ウラン濃縮活動を停止しない場合、経済制裁を発動すると警告する決議

を採択するが、イランは徹底拒否の姿勢をとった。更には日本に対して、同年 9 月末まで

に Azadegan 油田の開発に着手するよう強く迫った97。当時は、北朝鮮も 2006 年 7 月に、

テポドン２号を含む７発のミサイルを発射し、さらに 10月には核実験を行うなど瀬戸際外

交を展開しており、日本は北朝鮮問題の対処の上で米国に軍事的安全保障面での依存を強

めている状況であった。特に当時の日本の第一次安倍内閣は、北朝鮮の核問題を最重要課

題の一つとして位置づけていたため、安全保障面での米国の重要性は極めて高かったと予

想される。 

 この間も、Azadegan油田に関する契約条件や地雷・不発弾処理等の問題に関しての交渉

は、日本の民間側主体である Inpexとイラン国営石油会社との間で行われた。一方で Inpex

は民間とはいえ、経産大臣が筆頭株主であることもあり、イランとの交渉内容は、政府に

も「細大もらさず報告されていた」（中嶋 2019:191）。Inpex側からイランに対しては、地

雷・不発弾処理がイラン側により完全に履行された段階で開発着手するとの主張が繰り返

しなされ、それに対してイラン側が非難をするというやりとりが続けられた（中嶋 

2019:191）。日本政府としては、甘利経産大臣（当時）が「政府としては民間とイラン政府

との話し合いを見守っていく以上のことはできない」という答弁を繰り返し（中嶋 2019: 

192-196）、「民間主導」である点を強調していた。 

 そして同年 10月、Inpexは、2004年に取得した 75％の権益を 10％に縮小し、残りをイ

ラン国営石油会社に譲渡すると発表した。尚、10％以下の権益となると政府の公的支援が

必要でなくなるため、米国の理解を得られる範囲では最大の権益比率であった98。 

 このように Azadegan 油田の 75%権益取得以降、一旦は改善の兆しが見え始めていたイ

ラン核問題は再びイランにおける保守強硬派の台頭によって深刻化し、日本にとって「軍

事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まった。こうした中、イラン国営石油会社

との Azadegan 油田に関する契約条件や開発のための地雷・不発弾処理等の問題は、日本

の民間側主体である Inpex が行い、日本政府も対外的な発信として「民間とイラン政府と

の話し合いを見守っていく以上のことはできない」と繰り返し述べるなど、「民間主導の形」

を前面に出して対応したことが観察された。結果的に、Inpexは 2006年 10 月に 75%権益

を 10%に縮小する決定を行った。 

 

第 5節：イラン核問題の深刻化と日本の完全撤退 

 2006 年 10 月に日本が Azadegan 油田の権益を縮小した以降も、イラン核問題を巡る問

 
97 『朝日新聞』（2006年 6 月 3日）。 
98 『日本経済新聞』（2006 年 10月 7日）。 
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題は深刻化し続けた。同月末に国連安全保障理事会において対イラン制裁案が提出され、

12 月にはイランに対してウラン濃縮の全面停止を求めて、核やミサイル関連物資の禁輸措

置等の経済制裁を科す決議が採択された。尚、当初、英仏独による原案では、ロシアがイ

ランで建設中であったブシェール原発に関する規定も含まれていたが、ロシアより「完全

に平和利用の施設であり、核拡散に関して何の問題は無い」として最終採択内容からは削

除された99。 

 この制裁に対してイランは「平和的で合法的な核開発である」として反発し、制裁が求

めるウラン濃縮活動停止に応じなかった。これに対して翌 2007年 3月に国連安全保障理事

会は追加制裁決議を採択し、イランにウラン濃縮活動の即時停止を求めたが、イランは同

様に応じず、事態は硬直化した。その後も、5月に米国・イラン間で 1980年のテヘラン米

国大使館人質事件以来初めてとなる直接協議が実施され、イラク治安問題に関して双方に

重視する方向性で合致したものの、イラン核問題に関しては進展しなかった。そして 10月

に米国は単独でイランに追加制裁を行うに至った。同制裁は、核開発や弾道ミサイルの脅

威、イラクでの反米テロ支援活動を理由とし、イラン革命防衛隊や軍関連組織を対象とし

て、それらとの取引を制裁対象とするものであった。これは、他国の政府や企業に対して

も対イラン投資を踏み留めさせることを目的としており、1980年の両国断交以来最も厳し

い追加制裁となった100。 

 その後、11 月、そして翌 2008 年 2 月の IAEA による査察報告書において、イランにお

いて核物質の軍事転用は無いとの認定が行われたものの、国連安全保障理事会がイランに

求める対応とは言えず、結局、2008年 3月には 3度目となる制裁決議が採択された。これ

に対してイランは同年 4 月にウラン濃縮を拡大し、更に 7 月には弾道ミサイル発射実験を

行った。 

 2009年 1月になり米国にオバマ大統領が誕生すると、就任当初はイランとの対話路線を

宣言した。尚、同月に中国の国営石油会社である中国石油天然気集団（CNPC）は、Azadegan

油田の北部に位置するNorth Azadegan油田の開発でイラン側と合意している。 

しかしイランは同年 6 月の大統領選挙に向けて再選を目指す現職の保守強硬派のアフマ

ディネジャド大統領が、国内保守層の支持基盤強化に向けて、「核技術の日」（＝アフマデ

ィネジャド政権として 2006年 4月の低濃縮ウラン製造達成を記念日としたもの）の式典に

おいて「従来より性能の高い 2 種類の新型遠心分離機の試験を行った」と語り、濃縮活動

を拡大していることを明らかにするなど、国際社会に対する挑発を続けた101。 

 
99 『朝日新聞』（2006年 10 月 27日）。 
100  同上（2007年 10月 26 日）。 
101  同上（2009年 5月 28日）。 
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 更に2009年6月のイラン大統領選挙を巡ってはアフマディネジャド大統領が再選された

が、不正があったとして対抗候補であったムサビ元首相ら改革派による異議申し立てが起

こった。これに対して、アフマディネジャド大統領は民衆デモを弾圧したため、人権重視

を唱えるオバマ大統領や欧州からのイランに対する非難が一層高まることになった。一方

で、こうした状況下にもかかわらず、中国は 1 月に参画した North Azadegan 油田の開発

を進めていった。 

 その後も、2009年 9月にオバマ大統領主導で国連総会にて「核なき世界を目指す」旨の

決議が採択されると、イランは同月にミサイル発射実験を行うなど挑発を続けた。同年 10

月には、国連安全保障理事会の常任理事国（米英仏露中）にドイツを加えた P5+1とイラン

との間で核問題を巡る協議が行われ、イランが製造した低濃縮ウランをロシアとフランス

で高濃度に濃縮してイランに戻し、医療用研究炉で使用する計画等が妥協案として協議さ

れたが102、イラン側は自国内での濃縮を主張し、実際に翌 2010年 2月からは濃縮実行を発

表するなど、協議は難航した103。 

 これにより当初は対話による解決を目指したオバマ政権もイランに対する圧力強化に転

じることとなり、2010年 6月にはオバマ政権では初、累計で 4度目となる対イラン制裁が

国連安全保障理事会で採択された。これに対してイランが IAEA の査察官の入国禁止で対

抗すると、翌 7 月に米国は独自の制裁法を成立させ、イランに石油製品を輸出した米国外

の企業も制裁の対象とすることで、イランのガソリン調達を制限した104。EUもこれに続く

形で独自の経済制裁を行い、イランでの石油・ガス関連分野への投資や設備・技術の供与

の禁止や、EUとイラン間の船舶・航空による輸送手段の制限を行った105。 

 こうした欧米による対イラン経済制裁強化の中で、日本も同年 9 月に独自の追加制裁を

決定した。その内容は「核やミサイル開発への関与が疑われるイラン革命防衛隊の関連企

業に対する資産凍結」「核開発に関連するイランの会社への日本からの投資の禁止」「大型

通常兵器の供給に関連するイランへの資金の移転防止」の 3 項目に限定すると共に、イラ

ンへの石油・ガス関連分野を含む輸出に際して日本企業が中長期の貿易保険をかけること

を禁止し、実質的に新規投資を抑制する措置も講じることとした。一方で、原油の輸入に

ついては制裁対象からは除外するなど、Azadegan油田を含めた既存ビジネスに対する影響

は最小限にするような内容となっていた106。一方でトヨタは同制裁に先立って、イランへ

の自動車輸出を 6 月より停止していることを明らかにするなど、日本企業として米国から

 
102  同上（2009年 10月 20 日）。 
103  同上（2010年 2月 10日）。 
104  同上（2010年 7月 2 日）。 
105  同上（2010年 7月 27日）。 
106  同上（2010年 9月 3 日）。 
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の制裁を恐れて、国際情勢に配慮する動きも出始めていた107。そうした中でも、ロシアに

より建設が進められていたイランにおけるブシェール原発は、米国が容認する形で同年 8

月下旬より稼働を開始した。同原発を巡っては、米国のクリントン国務長官（当時）が同

年 3 月に、イランが核開発を平和目的と証明するまでは稼働させるべきでないとの考えを

表明していたが、最終的には米国として国連安全保障理事会が採択した追加制裁決議の履

行徹底に向け、ロシアと対立を続けるのは得策ではないと判断して容認に転じたとされて

いる108。一方でロシアは国連安全保障理事会決議に従い、対イランへのミサイル輸出に関

しては禁止しており、対イラン制裁という点では米国等と協調姿勢をとった109。 

 2010年 9月に決定した日本による独自の経済制裁に対して、米国はそれでは不十分であ

るとして、日本の Azadegan 油田からの完全撤退も含めるよう強く求めるようになった。

これまでも日本側は主に資源エネルギー庁幹部を通じて、米国がイラン制裁の対象とする

のは新規開発油田であり、Azadegan 油田に関しては既に 10 年来の関わりを持っていると

して対象外とするよう説得を続けてきていた110。それに対して米国側は、経産大臣が筆頭

株主である Inpexを制裁対象リストに載せることも辞さないとの姿勢を示した結果、Inpex

はイラン以外で展開する事業への影響も避けられないとして、同年 10月に Azadegan油田

からの完全撤退を決定し、イラン国営石油会社と合意した旨を発表した111。尚、米国は欧

州石油会社にも同様の強い措置を要請した結果、同年 9 月末に英蘭シェル、仏トタル、伊

ENI、ノルウェーのスタトイルがイランの石油開発投資からの撤退を決定し、米国からの制

裁対象リストの適用を除外されている112。 

 このように 2006年に Inpexが権益縮小を決定した以降も、イラン核問題は深刻化してい

き、米国の対イラン制裁が強まるに伴って、日本にとって独立変数である「軍事的・エネ

ルギー安全保障間のジレンマ」は更に強まっていった。一方で米国の制裁がイランで活動

する外国企業にも適用となったこともあり、日本として米国に対して「民間主導の形」を

強調することの効果も弱まっていた。結局、日本は米国からの強い圧力に屈する形で、Inpex

による Azadegan油田からの完全撤退を余儀なくされた。 

尚、Inpex撤退後の 2011年、中国 CNPCは 2009年のNorth Azadegan 油田に続いて、

Azadegan油田（South Azadegan油田と呼ばれるようになる）の開発でもイラン側と合意

 
107  同上（2010年 8月 11日）。 
108  同上（2010年 8月 14日）。 
109  同上（2010年 9月 24日）。 
110  同上（2010年 10月 1日）。尚、2008年 2 月には試験的生産が開始されていた。 
111  Inpex プレスリリース（2010年 10月 15日）。 

  https://www.inpex.co.jp/news/assets/pdf/20101015.pdf（2021年 12月 19日アクセス） 
112 『朝日新聞』（2010年 10 月 1日）。 
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した。その後、North Azadegan油田は 2016年より生産開始する一方で113、South Azadegan

油田は開発遅延により CNPCとイランとの間の開発契約は 2014年に終了している114。 

 

第 6節：分析結果 

 それではイラン Azadegan 油田プロジェクトに関する過程追跡を独立変数である「軍事

的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の変化に注意

して改めて整理する。 

 まず日本にとって最大級の自主開発油田であったサウジアラビア・カフジ油田の権益更

新が頓挫したことで本格化された Azadegan 油田の交渉開始時は、イランの穏健派である

ハタミ大統領によって米国含めた国際社会との関係改善が進んでいた。日本にとってもイ

ランとの協議を進める上で対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」も

強まることはなく、イランとの協議も通産省や通産大臣が筆頭株主である Inpex が連携し

て行うなど、「民間主導の形」が強調されることはなかった。 

 その後、2001年 9月に生じた米国における同時多発テロを契機に、米国とイランとの関

係が悪化し、米国から日本に対しても Azadegan 油田の交渉の再考が求められるようにな

ると、日本にとって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強くなった。こうし

た中で日本はいかに核問題という軍事的安全保障と、自主開発油田確保というエネルギー

安全保障を両立させるかを模索し、米国の要望に応じて 2003 年 12 月にイラクに自衛隊を

派遣した上で、2004年 2月に Azadegan油田の 75%権益を取得した。その際、契約当事者

から政府色の強い JOGMEC と Japexを外すことで、「民間主導の形」を強調し、米国を過

度に刺激しない形での参画を志向した。 

 一旦は改善の兆しが見え始めていたイラン核問題は、イランにおける保守強硬派の台頭

により再び深刻化し、日本にとって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強ま

った。こうした中、イラン国営石油会社との契約条件や開発のための地雷・不発弾処理等

の問題に関する協議は、日本の民間側主体である Inpex が行い、日本政府も対外的な発信

として「民間とイラン政府との話し合いを見守っていく以上のことはできない」と繰り返

し述べるなど、「民間主導の形」を前面に出して対応した。結果的に、Inpexは 2006年 10

月に 75%権益を 10%に縮小する決定を行った。 

 その後も、イラン核問題は深刻化していき、米国の対イラン制裁が強まるに伴って、独

立変数である日本にとっての「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は更に強まっ

ていった。一方で米国の制裁がイランで活動する外国企業にも適用となったこともあり、

 
113 Reuters, October 24th, 2016. 
114 Ibid., April 30th, 2014. 
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日本として米国に対して「民間主導の形」を強調することの効果が見られなくなっていた。

結局、日本は米国からの強い圧力に屈する形で、Inpexによる Azadegan油田からの完全撤

退を余儀なくされた。 

 このように、1970～80年代のイラン IJPC プロジェクトやソ連天然ガスプロジェクト同

様に、イランの Azadegan 油田プロジェクトにおいても、独立変数である「軍事的・エネ

ルギー安全保障間のジレンマ」が参画当初の弱かった状況から、イランによる核開発問題

が深刻化し、国連安全保障理事会及び米国単独での対イラン制裁が行われることで強まっ

ていった。そして従属変数である「民間主導の形」についても、参画当初の官民連携の形

から、次第に「民間主導の形」が戦略的に強調されるようになった。一方で、今回の事例

においては、米国による対イラン制裁の中に外国企業の活動を制限する内容が含まれるよ

うになったことに伴い、対米説明において「民間主導の形」を強調することの効果の減退

が見られた。結果として、日本は米国からの強い要請に押される形で、Azadegan油田から

の完全撤退を余儀なくされた。 

 本章における分析結果をまとめると表 4-1の通りとなる。 

 

表 4-1：イラン Azadegan 油田プロジェクトにおける変数の変化 

 軍事的・エネルギー安全保障

間のジレンマ（独立変数） 

民間主導の形（従属変数） 

参画協議時 

（＝イラン核問題前） 

弱 弱 

参画合意時 

（＝対イラン制裁前） 

中 中 

（政府色の強い企業除外） 

権益縮小時 

（＝国連対イラン制裁） 

強 強 

（「民間主導」の強調） 

完全撤退時 

（＝米国による日本企業の

制裁リスト化の示唆） 

強 「民間主導の形」の効果が減

退し、完全撤退 
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第 5章：事例分析④石油危機以降の西ドイツのエネルギー政策 

第 1節：事例の特徴 

 本章では、日本の比較対象として、西ドイツの石油危機以降のエネルギー政策を取り上

げる。序章及び第 1 章で触れた通り、石油危機以降、日本が「民間主導の形」を強調しな

がら米国とも敵対する国における資源調達を進めたのに対して、欧州先進国は政府主導の

形を前面に出す形で資源調達を進めた。特に顕著だったのがフランスであり、政府主導で

国営石油会社を強化して、直接アラブ諸国との関係深化に乗り出し、更には米国が提唱し

た IEA に対してもアラブ諸国を刺激することになるとの理由で原加盟国として加入するこ

とはなかった。対して西ドイツは、石油よりも自国で採掘される石炭が主要燃料であった

こともあり、石油調達に関しては受動的なアプローチをとり、フランスの主導する欧州の

連帯構想に加わる一方で、米国が提唱する IEA にも原加盟国として加入した。一方で、国

内石炭産業の増産や石炭・石油の代替エネルギーとしての天然ガス調達に関しては、政府

が前面に出る形で進めていった。 

 本章では、そのような西ドイツの天然ガス調達の中でも特に国際情勢の変化の影響を受

けたソ連との協議を事例対象として、これまでの日本の事例分析同様に、独立変数である

「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の変化

に着目して、過程追跡を行う。 

 西ドイツがソ連との間でパイプラインによる天然ガス輸入に関して協議を開始したのは、

米ソ・デタントが進んでいた 1969年であった。そして同年に西ドイツの首相に就任したブ

ラントは東方政策を掲げ、ソ連との間のエネルギー協力の拡大を押し進めた(Frank 

2014:170)。このように協議開始時点では、西ドイツにとって対米関係上の「軍事的・エネ

ルギー安全保障間のジレンマ」は弱く、ソ連とのエネルギー協力拡大も政府主導で進めら

れ、「民間主導の形」も弱かった。 

 その後、1973年に第一次石油危機が発生し、西ドイツとしても従来の欧米メジャー経由

での中東からの石油調達が困難になる中、ソ連の天然ガスの重要性は更に高まり、その取

引量増加に向けた協議が加速された。ソ連としてもパイプラインで供給できる経済大国と

しての西ドイツとのエネルギー協力深化は収益面でも魅力的であった。そして第一次石油

危機の震源地は中東産油国であったことから、西ドイツ・ソ連間の天然ガス協議に対する

米国の圧力は強くはならず、引き続き西ドイツは政府も前面に出る形でソ連との天然ガス

協議を継続した。 

 しかしながら、1979年にソ連がアフガニスタンを侵攻すると、米ソ・デタントが崩壊し、

西ドイツにとってもソ連とのエネルギー協議を進めるにあたり対米関係上の「軍事的・エ
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ネルギー安全保障間のジレンマ」が強まることになった。こうした状況下、西ドイツ・ソ

連間の協議は、政府が前面に出るのではなく、Deutche Babcockや Kruppといった民間企

業を介して行われるようになった(Frank 2014:178)。つまり、従属変数である「民間主導

の形」も強まったのである。  

 西ドイツとソ連との間の天然ガスを介した関係は、冷戦終結後、それぞれドイツとロシ

アとなった現在まで継続されている。近年国際的にも注目されてきたのが、ウクライナを

迂回してバルト海経由でロシア産天然ガスを輸送するパイプラインであるノルド・ストリ

ームに関する協議である。特に 2011 年より開始されたノルド・ストリーム 2 に関しては、

2014年にロシアが国際社会の反対を押し切ってクリミアを併合すると、米国からの圧力も

強まり、ドイツ・ロシア間の協議が一時的に凍結された。それでもドイツは 2011年の福島

原発事故を受けて脱原発政策を進めており、ロシア産の天然ガスのエネルギー安全保障上

の重要性は高まっていたことから、当時のメルケル首相は「ノルド・ストリーム事業は民

間のビジネスである」という点を強調する形で、米国からの容認を求め続けた。 

このようにドイツの事例においても、石油危機の発生時から冷戦終結後の現代に至るま

で、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まると、従属変数

である「民間主導の形」が強まることが見て取れる。それでは次節以降でより詳細に過程

追跡を行っていく。 

 

第 2節：米ソ・デタントとソ連との天然ガス協議 

第二次世界大戦後、西ドイツはフランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブ

ルクと共に 1951年に欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）を設立し、加盟国間の石炭・鉄鋼の共

同市場を開設した。背景には、石炭・鉄鋼を巡って特にドイツとフランスが対立し、それ

が過去の二度の世界大戦の一因となったことへの反省があった。その一方で、設立から当

分の間は、共同体による管理は十分に機能せず、特に西ドイツではルール地方の石炭販売

に関して、従来通り自国で価格や数量を管理し、国内の特定顧客に安価に販売することも

容認されていた（石山 2018:4-5）。また石油に関しては、共同管理の対象外であり、西ドイ

ツにおいても国内石油会社保護のための高率原油関税政策も継続された。特に西ドイツで

は石炭生産国として石炭重視の傾向が強かったことから、石炭に比して優先度で劣る石油

産業に関する政府関与は弱く、民間の小規模な国内石油開発会社がいくつか設立された程

度であった（津村 1971:3-5）。 

 しかしながら、ECSCが発展的に解消される形で 1957年に欧州経済共同体（EEC）が設

立され、経済の更なる自由化を促すローマ議定書が承認されると、西ドイツにおいても 1964

年に高率の原油関税が撤廃された。これにより、西ドイツの元来脆弱であった石油市場は、
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海外石油資本の介入の標的となり、西ドイツの小規模な国内石油会社は次々と海外石油資

本に買収され、国内石油会社の市場シェアは 1968年には 25%程度まで低下することになっ

た（津村 1971:12）。 

 石炭から石油への転換も益々進む中、西ドイツ政府としても他国と比較して脆弱である

国内石油産業の再編に本腰を入れ始め、1969年 2月に「石油政策のための基本プログラム」

を策定し、政府の石油政策の基本として「石油供給の安定」と「ドイツ資本の石油企業に

よる市場シェアの維持」を掲げた。そしてこの目的達成のための有効な手段として、企業

統合を追求することを明示している。同時に政府として国営企業の設立はせず、ドイツ資

本の企業と協力を図ることとするとしつつ、全額政府出資の金融機関である復興金融公庫

（Kureditanstalt fur Wiederaufbau）による手厚い補助を与えることで、事実上、政府主

導で国内ドイツ資本の石油会社の統合を進めた。こうして基本プログラムに沿う形で 1969

年 7月に国内石油資本 8社を統合する形で DEMINEXが設立された。当該 8社は国内外の

石油開発、国内の精製・販売を行う各社を含んでおり、DEMINEX は石油の開発から販売

までを担う統合型の会社となった（津村 1971:12-16）。つまり西ドイツでは 1973年の第一

次石油危機に先駆けて、政府主導で国内石油企業の再編・統合が行われていた。 

 当時の日本の石油業界においても、西ドイツと同様、欧米メジャー傘下になった「メジ

ャー系」とそうした傘下にならず独自経営を続ける「民族系」に分かれていたが、西ドイ

ツのように「民族系」が政府主導で再編・統合されることはなかった。ここには両国にお

ける「民族系」石油会社の意向や、両国にとっての石油業界の重要性の相違といった点も

あるだろうが、日本政府として米国を過度に刺激しないでおきたいとの意向も影響を与え

たと思われる。このあたりからも、日本と西ドイツの米国に対する依存度合いの相違、言

い換えれば、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」の度合いの相違を推し量ること

ができるだろう。 

 そして西ドイツにおいては、欧州域内の石炭・原子力協力及び国内の脆弱な石油業界再

編だけでなく、中東原油に代わる輸入エネルギー源の多角化も、第一次石油危機前から官

民連携の形で進められていた。その中でも特にソ連とのエネルギー協議を積極的に進めた

政治家が、1969 年 10 月に西ドイツの首相に就任し、「東方外交」（Ostpolitk）を進めたブ

ラントである。一般に東方外交は、ポーランドとの間でオーデル・ナイセ線を事実上の国

境とするワルシャワ条約を調印したこと、ソ連との間で武力不行使条約を締結したこと、

そしてそれまでのアデナウアー政権下にて存在自体を否定していた東ドイツの存在を事実

上認めて東西ドイツの国際連合同時加盟を実現したことが代表的な転換として挙げられる

が、ソ連からの天然ガス輸入拡大という点でも方針の転換が見られた。 

 実を言えば、既に 1969 年 10 月のブラント首相就任前から西ドイツ企業はソ連との天然
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ガス輸入協議を開始していた。具体的には、1969年夏に西ドイツ経済省の承認を得た上で、

西ドイツのガス企業である Ruhrgas AG（現在の E.ON）やMannersmann AG、Thyssen 

Rohrenwerke AGがソ連側との間でパイプラインによる天然ガス輸入の協議を開始し、翌

1970年 2月に契約締結に至っている(Frank 2014:170)。つまり、こうした経済的関係が素

地となってブラント首相によるその後の東方外交が展開されたとも言えるが、ブラントは

更なる経済関係の深化が東西緊張緩和に繋がると考え、ソ連のブレジネフ書記長との間で

更なるエネルギー協力の拡大を目指して協議を進めた。西ドイツ外務省としてもエネルギ

ー安全保障上、輸入する天然ガスの 2 割まではソ連より輸入しても問題ないと考えていた

(Frank 2014:170)。第 3章で触れた日本におけるソ連産の天然ガスの割合見通しが 3%程度

であったことを踏まえると、地理的距離の近さを踏まえても西ドイツとしてソ連との間の

エネルギー分野における協力深化の重要性が窺える。こうしたソ連とのエネルギー関係深

化の背景には同時期に米国ニクソン大統領とソ連ブレジネフ書記長と間でデタントが進ん

でいたことも一因として挙げられる。 

 以上のように第二次世界大戦後の西ドイツは、自国で豊富に産出される石炭を主力電源

としており、石油産業に関しては、米国や英蘭の石油メジャーがドイツ国内市場で強い影

響力を持っており、ドイツ政府としての関与の度合いも低かった。一方で徐々に石炭から

石油への転換が進む中で、西ドイツとしても最低限、国内石油資本のシェアの維持を図る

必要性を認識するようになり、1969 年に国内石油会社 8 社を統合する DEMINEX が政府

主導で設立された。また同年には西ドイツとしてのエネルギー調達多様化を目的として、

政府主導でソ連との間でパイプラインによる天然ガス輸入の協議も開始された。当時は米

ソ・デタントが進んでいた時期であり、西ドイツにとって対米関係上の「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマ」は強まらず、「民間主導の形」も強調されることなく、政府、

特に外務省と経済省が中心となってエネルギー業界再編やソ連との天然ガス協議が進めら

れた。 

 一方で、西ドイツの外務省・経済省・企業が連携して他西欧諸国に先駆けて独占的にソ

連との間でエネルギー協力を深化させようとする取組に対しては、他西欧諸国だけでなく、

西ドイツの財務省からも、「エネルギー安全保障を重視する政府によって、採算度外視の低

金利融資が行われている」点に対する批判が出されていた(Frank 2014:170)。こうした状

況もあり、次節で指摘する通り、ソ連とのエネルギー協力は全てが想定通りに進んだ訳で

はなかった。  

 

第 3節：第一次石油危機とソ連との天然ガス協議 

 1973年に第一次石油危機が生じ、欧米メジャー経由で中東からの安価な石油調達が困難
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になる中、西ドイツは基本的にはまずは国内石炭産業に対する政府支援を通じて石炭増産

を図ることを優先した。そして石油調達に関しては、より受動的な形で、フランスの主導

する欧州の連帯構想に加わる一方で、米国が提唱する IEAにも原加盟国として加入した。

その結果、アラブ諸国からは、アラブ諸国に武器提供をしたフランスや英国のように「友

好国」認定を受けることはなかったが、米国やオランダのように「敵対国」として禁輸の

対象にもならず、日本やイタリアと同様に「非友好国」として認定され、中東からの石油

調達に一定程度の制限が加わることになった。尚、西ドイツが日本と異なり国内の石炭増

産という選択をとれたのは、ルール地方の豊富な石炭資源をコスト競争力のある形で生産

できたからである。実際、石油危機前の 1970年の西ドイツの電源構成に占める石炭の比率

は 4割を超えており、日本の 1割とは大きな差があった。そのため、日本にとって国内の

石炭増産という選択は現実的ではなく、前述の通り外交を通じてアラブ諸国から「友好国」

認定を得るべく奔走したのである。 

 こうした状況下、西ドイツにとって、石油危機前より協議を開始していたソ連の天然ガ

スの存在は更に魅力的な選択肢となった。ソ連もまた石油危機によって西側諸国の中東石

油離れが生じることで、ソ連の天然ガスやウランに対する需要が高まり、その経済収益が

増大することを期待していた。実際、ソ連は第一次石油危機後の 1974年、西ドイツとの間

で天然ガス引取協議を加速化させただけでなく、西ドイツに 4 つの原子力発電を建設する

ことを提案し、ソ連からのウラン販売促進を図っている(Frank 2014:173)。西ドイツ側も

シュミット首相がソ連との原子力協力に前向きな姿勢を示していた。この背景として、こ

れまで西ドイツが濃縮ウランを調達していた米国が、国際的な需要の高まりによって販売

価格を値上げしたことにより、西ドイツとして、価格競争力のある濃縮ウラン調達先の確

保が求められていたことが挙げられる。西ドイツとしてまずは欧州原子力共同体

（EURATOM）の枠内でフランスからの濃縮ウランの調達増も試みたが、ソ連は価格的に

も競争力のある提案で西ドイツに対して攻勢をかけていた。実際、1973 年 3 月の段階で、

西ドイツの民間電力会社であるRWEはEURATOMと共にソ連側とミュンヘンに原子力関

連施設を建設するといった具体的な構想に関して協議をしていた(Frank 2014:172)。 

 こうした西ドイツ・ソ連間の協議の素地があったこともあり、1973 年 10 月に第一次石

油危機が起こると、ソ連は更に積極的に西ドイツに対して天然ガス及び原子力の受け入れ

を訴えていくようになり、西ドイツとしてもソ連とのエネルギー協力という選択肢を更に

積極的に検討していくようになった。 

 結局、原子力に関しては、西ドイツとして西ベルリンへの送電の観点で東ベルリンを通

過する際の安全性確保やそれに伴う収益性確保に疑念が上がり、1976 年に断念した。尚、

当該協議は米ソ・デタント期に重なっていたことから、米国は西ドイツのソ連との原子力
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協議に関して当初より黙認の姿勢をとっていた(Frank 2014:174)。 

一方、ソ連からの西側諸国に対するパイプラインによる天然ガス輸入に関しては、第一

次石油危機以降、一定程度の拡大を続けたが、実際には第一次石油危機発生前に協議が進

んでいたものが合意された以外は新たな合意はなされず、1970年代末時点においてソ連の

天然ガスが西側諸国に占める割合は 15%に過ぎなかった。この背景としては、ソ連として

も中東からの調達が困難になっていた西側諸国に対して販売を拡大することで、それまで

よりも高値での販売が可能になった一方で、デタントが進んでいたとは言え、東西冷戦構

造は残っている中において、石油危機以降は特に東側諸国に対して優先的に安価なガス供

給を行うことも求められていたことが挙げられる。ソ連としては東側諸国の不満を高めな

いためにも、まずは東側に優先的にガスを供給するだけでなく、西側諸国に対しては価格

面でもより高値の要求をせざるを得なくなっていた。結果として、西ドイツ含めた西欧諸

国は域内間のエネルギー協力や電源構成の多様化を進めていたこともあり、ソ連との間の

ガス事業拡大にも歯止めがかかったのである(Frank 2014:175-176)。 

 このように第一次石油危機が発生し、従来の欧米メジャー経由での中東の安価な石油調

達が困難になると、西ドイツ、ソ連双方の選好が合致する形で、両国間の天然ガス協議は

加速した。第一次石油危機は中東が震源地であったことから、西ドイツにとってソ連と天

然ガス協議を進める上で対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強

くなることなく、「民間主導の形」が強調されることもなかった。むしろ、この時期の西ド

イツとソ連との天然ガス協議においては、ジレンマが無かった故に、純粋な意味での「民

間主導の形」、つまり通常のビジネスとしての協議が進められた結果、西ドイツによる需要

増を受けてソ連からの天然ガス輸入も一定程度の拡大を見せた。一方で、ソ連として政治

的観点から東側諸国に対する配慮が必要であり、西ドイツに対しては高値での天然ガス販

売を志向せざるを得なかったことから、西ドイツとして経済性の観点からその輸入拡大に

歯止めがかかった。 

 

第 4節：米ソ・デタント崩壊とソ連との天然ガス協議 

 イラン・イスラム革命、第二次石油危機、そしてテヘラン米国大使館人質事件は、日本

同様、西ドイツの資源調達にも大きな影響を与えた。特に 1979年は、2月のイラン・イス

ラム革命から始まり、5月には英国で保守主義を掲げるサッチャー首相が誕生、7月には中

米ニカラグア革命、11 月にはテヘラン米国大使館人質事件が発生し、そして 12 月には

NATO がワルシャワ条約機構には軍縮を呼びかける一方で西欧には核兵器搭載の中距離弾

道ミサイルを多数配備するとした二重決定（Double-Track Decision）を行い、その数日後

にはソ連がアフガニスタンに侵攻するなど、世界が再び分裂の様相を深めていく年となっ
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た。また同年 3 月には米国においてスリーマイル島原子力発電所事故が発生し、原子力発

電に対する懸念も大いに高まった。更に 1981 年 11 月にソ連がポーランドにおける労働組

合弾圧のための戒厳令を支持すると、米国レーガン政権は、対ソ制裁を更に強め、石油ガ

ス開発向けの掘削設備・輸送機器の禁輸措置を発表した(Frank 2014:176-179)。 

 こうした米国並びに世界情勢の変化は西ドイツがソ連から資源エネルギー調達を進める

上でも、今までになく「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めることとなっ

た。西ドイツとしては引き続きエネルギー安全保障の観点から、ソ連との間で天然ガスや

原子力におけるエネルギー協力を進める姿勢を維持する一方、米国を過度に刺激しないた

めにシュミット首相は、民間企業である Deutsche Babcock AGを前面にする形でソ連との

エネルギー協議を継続させた。ソ連もまた 1979年前後は経済状況があまり良いとは言えず、

西ドイツとの経済関係深化は望む所であった一方で、東西対立の深化で身動きがとりづら

くなっていたこともあり、大使館経由ではなく、西ドイツの企業経由での協議を大いに活

用した。例えば、ソ連大使館は、西ドイツ大使館ではなく、ビジネス協議をしていた Krupp

社の会長である Berthold Beitz氏に対して、アフガニスタンにおけるソ連兵の一部撤収の

報告とモスクワ五輪のボイコット解除要請を行うなど(Frank 2014:178)、エネルギー協議

も外交も「民間主導の形」が前面に出されるようになった。 

 更に西ドイツ政府は、対米配慮からソ連との協議を「民間主導の形」にしたことに加え

て、1981年 1月に米国にレーガン政権が誕生すると、米国の対イラン制裁に同調して、西

ドイツとしてのイランにおける資源開発計画を凍結する決断を行った。実際にドイツ企業

であるシーメンスは当時イランにおいてブシェール原子力発電所の建設を進めていたが、

イラン革命及びイラン・イラク戦争の中で開発を凍結し、最終的に撤退を決断している115。

尚、その後、原発建設は中断していたが、 1995 年にイランはロシアとの間で建設に合意

し、ロシア企業（ロスアトム）によって 2011 年に完成し、試運転を経て 2013 年より商

業運転に至っている。 

 こうした対米配慮を行いながら、西ドイツはソ連との間では、1981年11月にRuhrgas AG

がソ連の天然ガス貿易会社である Soyuz Gas Export との間で新たな天然ガス購入契約を

締結するに至っている。並行してソ連との間では空港や製鉄所建設でも合意をするなど、

米国からの批判をかわしながら西ドイツとしてソ連とのエネルギー協議を着実に進めてい

った(Frank 2014:179)。 

 米国レーガン大統領は就任以降、西ドイツ含めた西欧諸国に対して米国が代替を示すま

 
115 外務省ホームページ「イランの核問題」（2004年 6月）。         

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iran_kaku.html（2021年 12月 19日アクセス） 
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ではソ連とのエネルギー協力を進めないよう要請していたが、西ドイツはソ連との間で協

議している内容は、西ドイツとして輸入している天然ガスの 30%、更に一次エネルギー全

体では 6%に過ぎない点や、イランからも輸入ができない中、ソ連以外のエネルギー調達の

代替は難しい点を強く訴えることで、米国側の容認を引き出した。加えて、西ドイツは米

国に対して、ソ連が西ドイツ含めた西側諸国とエネルギー関係を強化することが戦争回避

に繋がり、更にソ連が天然ガス輸出を増やすためにシベリアを開発することにも繋がり、

結果としてソ連の中東に対する関与も和らげるといった説明も米国にしていた (Frank 

2014:180)。 

 更に西ドイツが米国から理解を引き出す上で重要となったのが、フランスのミッテラン

大統領が、ソ連とのエネルギー協議停止を求める米国レーガン大統領に対して、米国がソ

連よりも安価にエネルギーを供給してくれれば米国産を購入するが、そうでなければソ連

と協議せざるを得ないという点を強く言い放ったことであった(Frank 2014:180-181)。第 3

章で指摘した通り、フランスを中心に西欧諸国が米国に対して強い態度に出たことは、同

じくソ連との天然ガス協議を進める日本が米国から理解を引き出す上でも大いに活用され

た。 

尚、結果としてソ連が西欧諸国に対して天然ガス供給を増やしたことは、ソ連としても

短期的な利益獲得には繋がった一方で、ソ連として東側諸国に対する安価なガス供給が十

分にできなくなることで東側陣営の結束が揺らぐ原因となり、それが最終的に西側諸国の

冷戦の勝利に繋がったとの指摘もある(Frank 2014:181)。これは西欧諸国とソ連との間の

エネルギー協力に難色を示した米国レーガン政権にとっては、一種の皮肉な結果となった

と言えるだろう。 

 一方で、西ドイツがソ連との間で新規の天然ガス購入契約を締結した翌月、1981 年 12

月にはソ連がポーランドにおける労働組合弾圧のための戒厳令を支持したことを受け、米

国は再び対ソ制裁を強めた。具体的には、第 3章でも記載した通り、カーター政権が 1980

年 10 月に許可したソ連向け資機材輸出ライセンスを撤回し、GE やキャタピラといった米

国メーカーに対して、米国企業が製造する機材及び米国ライセンスで製造する機材のソ連

との取引を停止させた。 

 こうした米国の制裁強化に対して、西ドイツは他欧州諸国や日本と連携して米国に対し

て制裁緩和を訴え続け、最終的に 1982年 10～11月にかけて開催された西側 7カ国の大使

会議において「ソ連の天然ガスを購入するためのいかなる新規契約も署名されず、また承

認されない」ことを西ドイツとして認める代わりに、レーガン大統領によって西側諸国の
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対ソ連ビジネスに対する制裁解除が発表されるに至った116。西ドイツにとっても既にソ連

との間で新規の天然ガス契約を締結していたため、更なる新規契約を放棄することは譲歩

可能なポイントであった。この際も、大使会議を通じた米国への訴えであることが示す通

り、基本的に対米説明は政府主導で行っており、訴えの内容としては「民間主導の形」が

強調されることは無いものの、「既存契約」については制裁対象外とすることを要請してい

ることが分かる。西ドイツとして、フランスといった他欧州諸国と共に米国に対してある

程度の発言力を有している状況にあることから、対米関係上「軍事的・エネルギー安全保

障間のジレンマ」はそれほど強くならず、その結果、「民間主導の形」もそれほど強調され

なかったと考えられる。 

 以上のように 1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻、そして 1981年のソ連のポーラ

ンド戒厳令に対する支持によって、米国により対ソ経済制裁が強化され、西ドイツのソ連

との天然ガス協議に対する圧力も強まった。一方で西ドイツにとってソ連の天然ガスはエ

ネルギー安全保障上重要なものであることから、西ドイツは米国を過度に刺激しないよう、

ソ連との間も民間企業を介して協議を継続した他、イランで進めていた原子力発電建設に

関しては、米国の要請を受け入れて建設を凍結するなどして、最終的に米国の容認を得る

形で 1981 年に西ドイツはソ連との間で新たな天然ガス輸入契約を締結することに成功し

た。このように西ドイツは米ソ・デタント崩壊の中で対米関係上の「軍事的・エネルギー

安全保障間のジレンマ」を強めたものの、イランにおける原子力発電建設凍結によって、

そのジレンマを抑えると共に、「民間主導の形」を活用することでソ連との天然ガス協議合

意を実現した。 

尚、その後の石油を巡る国際情勢は、日本の事例内でも指摘した通り、1980年代に入り

非 OPEC 産油国の石油生産が順調に伸びていったことや、消費国において省エネが進んだ

ことにより、石油を巡る需要と供給の関係が変化し、1986年に「逆オイルショック」と呼

ばれる原油価格の暴落が発生した。これにより OPEC の世界の石油業界における影響力も

決定的に低下し、石油は国際市場を通じて安価に調達できるようになっていった。 

 

第 5節：9.11テロ以降のイラン・ロシアとのエネルギー協議 

 続いて、比較的現代の事例として、9.11.テロ以降のドイツのイランとロシアとのエネル

ギー協議に関しても「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と「民間主導の形」に

着目して過程追跡を行う。 

 2001年に米国で 9.11.テロが起こると、米国ブッシュ大統領はイランをイラク・北朝鮮と

 
116 外交文書『日ソ・サハリン探鉱プロジェクト（2016-0134）』内「米国との関係を中心とした

従来の経緯（1984年 11 月 23日）」。 
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並ぶ「悪の枢軸」と非難し、イラン側もそれに呼応するように核開発を促進して国際社会

に対する挑発を強めていった。前章で確認した通り、こうしたイラン核問題の深刻化と米

国の日本に対するイラン Azadegan 油田開発への撤退圧力強化の中で、日本の政府と企業

は「民間主導の形」を戦略的に強調しながら開発継続の可能性を探っていったが、最終的

に 2010年 10月に日本企業は Azadegan油田からの完全撤退を余儀なくされた。そして米

国は欧州石油会社にも同様に、対イラン制裁に同調しない場合の制裁対象リスト入りを示

唆した結果、同年 9 月に英蘭シェル、仏トタル、伊 ENI、ノルウェーのスタトイルがイラ

ンの石油開発投資からの撤退を決定した。 

 ドイツはイランにおける目立った資源開発は行っておらず、ドイツにとってイランの経

済・エネルギー上の存在感はそれほど大きくはないが、一方でイランにとってはドイツが

最大の貿易相手国となっており、資源開発に重要な重機メーカーであるシーメンスや自動

車メーカーのダイムラーをはじめとするドイツ企業がイランに進出していた。しかしなが

ら、イラン核開発が深刻化し、米国による対イラン制裁が発動され、米国外企業も経済対

象リストに加わる可能性が示される中で、シーメンスをはじめとするドイツ企業はイラン

からの撤退を決断している。その一方で、2015 年 7 月にイランと P5+1（米英独仏中ロ）

間で核合意（JCPOA）が締結される前後で、ドイツは逸早くイランとの間で経済協力協議

を再開しており、2016 年 5 月にはテヘランで開かれたイラン・ドイツ貿易会議において、

150名以上のドイツ政府及び民間企業関係者が参加した上で、イラン経済副大臣との間で 5

件の協力覚書を締結した他、同年 10月に同じくテヘランで開かれた第 5回イラン・ドイツ

経済委員会にも 40 名弱のドイツ企業代表が参加し、会期中に 10 件の事業に関する協力覚

書が署名された。同協定は、金融、都市開発、石油、ガス、石油化学、再生可能エネルギ

ー、鉄道、自動車、鉱業、環境と多岐にわたる分野が含まれている。ここからもドイツの

政府・企業が連携してイランとの経済協議を進めていることが分かる。 

 一方で、現代におけるドイツの資源開発を巡る問題としては、ロシアとの新たな天然ガ

スパイプライン、いわゆるノルド・ストリーム 2 の建設に関する事例が国際的に最も注目

されている。本章で指摘した通り、ドイツにとってロシアはソ連時代より多くの天然ガス

を輸入してきたエネルギー安全保障上の重要な存在である117。 

 ドイツはソ連時代より主に現在のウクライナを経由するパイプラインで天然ガスを輸入

してきた。そしてウクライナもまた欧州向けにパイプラインで送られる天然ガスの一部を

安価で受け取っていた。しかしながらソ連崩壊後、ウクライナが独立すると、ロシアとの

間でガスの未払が問題となり、ロシアとしてウクライナ向けのガス販売を停止することが

 
117 BP Statistics によれば、2018 年のドイツのパイプライン経由の天然ガス輸入の約 55%がロ

シアからである。残りはノルウェーが約 25%、オランダが約 16%となっている。 
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頻発した。一方で欧州向けガスはウクライナを通過するパイプライン経由で送るしかなく、

途中でウクライナが従来通りガスを抜き取る事態も多発するようになった。 

 そこでドイツを中心とする欧州とロシアが協調する形で、2005年にウクライナを経由せ

ずバルト海を経由するパイプラインであるノルド・ストリームの建設で合意し、ロシアの

ガスプロムやドイツの E.ON（旧 Ruhrgas）等が建設を進め、2011年に稼働開始に至った。

これがノルド・ストリーム 1 である。尚、ノルド・ストリームに関しては、ドイツの首相

を務めたシュレーダーが首相退任後の 2006年に運営会社の役員に就任するなど、文字通り

ドイツ側も政府・民間が連携して関与した。 

 そしてドイツ政府が 2011年 3月の福島原発事故を契機に脱原発を決断したことから、ド

イツのエネルギー安全保障上、ロシア産の天然ガスの重要性は更に高まり、ノルド・スト

リームの輸送能力を倍増するためのノルド・ストリーム 2 プロジェクトの検討がドイツ・

ロシア間で開始されることになった。ドイツの脱原発に関しては、2002年のシュレーダー

政権の下で方針が決定されていたが、2005年に発足したメルケル政権の下で経済性の観点

から稼働期間の延長が打ち出されていた。しかしながら 2011年 3月の福島原発事故によっ

て、メルケル政権はその方針を転換し、同年 5 月に当時 17基あった原発を 2022 年までに

全廃することを決めている。この背景には、直前の議会選挙で脱原発を掲げていた緑の党

が躍進していたことを踏まえたメルケル首相による政治的戦略の面も指摘されている。そ

の後も同方針は変更されることなく、2021年 3月にはドイツ政府として脱原発で生じる損

害を補償するために国内電力会社に対して総額約 24億ユーロの支払を決定するなど、着実

に脱原発に向けた取組が進められている。 

 また 2011年当時は米国オバマ大統領とロシア・メドベージェフ大統領の間で新たな核軍

縮契約が署名されるなど、米ロ関係が良好な状態にあり、ドイツを含む欧州各国もロシア

との間で政治経済関係を深化させていた。 

 しかしながら 2014年 2月にクリミア危機が発生し、同年 3月にロシアが国際的にウクラ

イナ領土とされているクリミアを併合することを宣言すると、米国、そしてそれに追随す

る形で EU は対ロシア経済制裁を実施するに至り、ドイツのノルド・ストリーム 2 構想も

2015年 1月に凍結が発表された。 

 しかしながら、ドイツ含めた欧州諸国のエネルギー安全保障上、ロシアの天然ガスが重

要であることは変わらず、2015年 6月にノルド・ストリーム 2の建設がロシアと関係欧州

国であるドイツ・フィンランド・スウェーデン・デンマーク間で合意された。そして、事

業化調査等を経て、2018年にドイツ政府の許可を得て建設工事が着工された。一方で、ロ

シアを脅威と見るポーランドやバルト 3 国等は対ロシア経済制裁を行う中での合意に対し

て反対を表明している。 
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 2017年 1月に就任した米国のトランプ大統領もまた、就任当初こそロシアとの関係改善

に意欲を示していたが、同年 4 月のシリア・アサド政権の化学兵器使用疑惑を巡ってロシ

アと対立するようになると、米国共和党の対ロシア強硬派も台頭し、同年 8 月にはロシア

のエネルギー輸出パイプラインへの資金・技術供与に対する制裁を発動した。米国は更に

2019 年 12 月には、ノルド・ストリーム 2 を名指しする形で同プロジェクトに関わった企

業への制裁を可能にする追加制裁を発動し、その時点でノルド・ストリーム 2 は 94%完成

していたが、建設中断を余儀なくされた118。特に 2019年の経済制裁に際しては、米国とし

て自国のシェールガスを LNG の形で欧州向けに輸出拡大する意図を露骨に明らかにして

おり、政治と経済を密接に絡ませた政策が展開された119。 

 そうした中でも、ドイツは、ノルド・ストリーム 2 は自国のエネルギー安全保障上不可

欠であるとの姿勢を崩すことなく、メルケル首相が「事業は民間のビジネスである」と強

調して、純粋な経済活動に対して政治を絡ませることへの懸念を表明して、米国の容認を

求め続けた120。 

 2021年 1月に米国にトランプ政権に代わりバイデン政権が誕生すると、バイデン大統領

も就任当初の 3 月には「直ちにパイプラインの作業を放棄すべきだ」とノルド・ストリー

ム 2 の完成に反対する意向を示していたが121、5 月に入ると、「（ノルド・ストリーム 2 に

対する）制裁は欧州との関係を考えると非生産的だ」と述べ、米独関係の改善に向けてパ

イプライン建設完了はやむを得ないとして容認する方針を示した。この転換の背景には、

バイデン政権として、ロシアに代わり中国をより大きな国際上の脅威として捉えているこ

とも指摘される122。その後、同年 9月にロシアのガスプロムによってノルド・ストリーム 2

の完成が発表された。 

 以上のように西ドイツとソ連との間の天然ガスを介した関係は、冷戦終結後、それぞれ

ドイツとロシアとなった後も、バルト海経由の天然ガスパイプラインであるノルド・スト

リームを通じて継続されている。特に 2011年より協議が開始されたノルド・ストリーム 2

に関しては、2014年にロシアが国際社会の反対を押し切ってクリミアを併合すると、米国、

そして欧州による対ロ経済制裁が発動され、ドイツ・ロシア間のノルド・ストリーム 2 に

関する協議も一時的に凍結された。それでも 2011年の福島原発事故を受けて脱原発を決定

 
118  JOGMEC レポート「ロシア：米国による対露制裁」（2020年 2月 26 日）。 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008706.html（2021年 12月 19日ア

クセス） 
119 Reuters, June 13th, 2019. 
120 『朝日新聞』（2020年 5 月 19日）。 
121 『日本経済新聞』（2021 年 4月 12日）。 
122  同上（2021年 5月 26日）。 
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したドイツにとって、エネルギー安全保障上もノルド・ストリーム 2 は不可欠なプロジェ

クトであるとして、ドイツはメルケル首相が「事業は民間のビジネスである」点を強調し

ながら、米国の容認を求め続けた。このように現代ドイツのエネルギー問題においても、

独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まると、従属変数であ

る「民間主導の形」が強まることが観察された。 

 

第 6節：分析結果 

 それでは本章における西ドイツ（ドイツ）のソ連（ロシア）との天然ガス輸入協議の過

程追跡を改めて独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数

である「民間主導の形」の変化に注意しながら整理する。 

 第二次世界大戦後の西ドイツは、自国で豊富に産出される石炭を主力電源とし、石油産

業に関しては、米国や英蘭の石油メジャーがドイツ国内市場でも高い存在感を持ち、西ド

イツとして政府関与の度合いも低かった。一方で徐々に石炭から石油への転換が進む中で、

西ドイツとして国内石油資本のシェアの維持を図る必要性を認識するようになり、1969年

に国内石油会社 8社を統合する DEMINEXが政府主導で設立された。また同年には西ドイ

ツとしてのエネルギー調達多様化を目的に政府主導でソ連との間でパイプラインによる天

然ガス輸入の協議も開始された。当時は米ソ・デタントが進んでいた時期であり、西ドイ

ツにとって独立変数である対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は

強まらず、従属変数である「民間主導の形」も強調されることなく、政府主導でエネルギ

ー業界再編やソ連との天然ガス協議が進められた。 

 その後、第一次石油危機が発生し、従来の欧米メジャー経由での中東の安価な石油調達

が困難になると、西ドイツにとってソ連の天然ガスの存在は更に重要となった。またソ連

にとっても西ドイツに対する天然ガスの販売拡大に対する期待は高く、両国間の天然ガス

協議は加速した。第一次石油危機は中東が震源地であったことから、この段階においては、

西ドイツにとってソ連と天然ガス協議を進める上で対米関係上の「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」は強まらず、「民間主導の形」が強調されることもなかった。 

 しかしながら、1979年にソ連がアフガニスタンを侵攻すると、米ソ・デタントは崩壊し、

1980 年には米国カーター政権により対ソ経済制裁が発動された。更に 1981 年にはソ連の

ポーランド戒厳令に対する支持によって米国レーガン政権が対ソ経済制裁を更に強化し、

西ドイツのソ連との天然ガス協議に対する米国からの圧力も強まった。一方で第二次石油

危機も発生する中で、西ドイツにとってソ連の天然ガスはエネルギー安全保障上、益々重

要になっていたことから、西ドイツは米国を過度に刺激しないよう、ソ連との間も民間企

業を介して協議を継続した。更にはソ連の天然ガスとは別にイランで進めていた原子力発
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電建設に関しては、米国の要請を受け入れて建設を凍結し、最終的には撤退を決断した。

その結果、米国の容認を得る形で 1981年に西ドイツはソ連との間で新たな天然ガス輸入契

約を締結することに成功した。このように西ドイツは米ソ・デタント崩壊の中で対米関係

上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めたものの、イランにおける原子

力発電建設凍結によって、そのジレンマを抑えると共に、「民間主導の形」を活用すること

でソ連との天然ガス協議合意を実現した。 

 西ドイツとソ連との間の天然ガスを介した関係は、冷戦終結後、それぞれドイツとロシ

アとなった後も継続されている。現在、最も国際的に注目されているのが、ウクライナを

迂回してバルト海経由で天然ガスを輸送するパイプラインであるノルド・ストリームに関

する協議である。特に 2011年より協議が開始されたノルド・ストリーム 2に関しては、2014

年にロシアが国際社会の反対を押し切ってクリミアを併合すると、米国、そして欧州によ

る対ロ経済制裁が発動され、ドイツ・ロシア間のノルド・ストリーム 2 に関する協議も一

時的に凍結された。それでも 2011年の福島原発事故を受けて脱原発を決定したドイツにと

って、エネルギー安全保障上もノルド・ストリーム 2 は不可欠なプロジェクトであるとし

て、ドイツはメルケル首相が「事業は民間のビジネスである」点を強調しながら、米国の

容認を求め続けた。つまり、現代ドイツにおいても、独立変数である「軍事的・エネルギ

ー安全保障間のジレンマ」が強まると、従属変数である「民間主導の形」が強まることが

観察された。 

 このように、前章まで見てきた日本の 3つの事例同様に、西ドイツ（ドイツ）とソ連（ロ

シア）との間の天然ガス輸入協議においても、独立変数である「軍事的・エネルギー安全

保障間のジレンマ」が参画当初の弱かった状況から、ソ連のアフガニスタン侵攻や、ロシ

アのクリミア併合によって、米国による経済制裁が強化されることで強まっていった。そ

して、これに応じる形で、従属変数である「民間主導の形」も、参画当初の政府主導で弱

かった段階から、「民間主導の形」が戦略的に強調されるようになった。 

 本章における分析結果をまとめると表 5-1の通りとなる。 
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表 5-1：西ドイツ（ドイツ）のソ連（ロシア）との天然ガス協議における変数の変化 

 軍事的・エネルギー安全保障間

のジレンマ（独立変数） 

民間主導の形（従属変数） 

協議開始時 

（米ソ・デタント） 

弱 弱 

第一次石油危機 弱 弱 

米国による対ソ制裁 

（ソ連のアフガン侵攻） 

強 強 

米国による対ロ制裁 

（ロシアのクリミア併合） 

強 強 
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第 6章：事例分析⑤石油危機以降のイタリアのエネルギー政策 

第 1節：事例の特徴 

 本章では、日本の比較対象として前章の西ドイツに続いて、同じく第二次世界大戦の敗

戦国であるイタリアの石油危機以降のエネルギー政策を取り上げる。これまでに指摘した

通り、石油危機以降、日本が「民間主導の形」を強調して米国とも敵対する国における資

源調達を進めたのに対して、欧州先進国は政府主導の形を前面に出す形で資源調達を進め

た。特に顕著だったのがフランスであり、政府主導で国営石油会社を強化し、直接アラブ

諸国との関係深化に乗り出し、更には米国が提唱した IEA に対してもアラブ諸国を刺激す

ることになると真っ向から構想を否定して原加盟国としての参加を見送った。また前章で

分析した西ドイツは、石油よりも自国で採掘される石炭が主要燃料であったこともあり、

石油に関しては受動的なアプローチをとり、フランスの主導する欧州の連帯構想に加わる

一方で、米国が提唱する IEA にも原加盟国として加入した。一方で、国内石炭の増産や石

炭・石油の代替エネルギーとしての天然ガス調達に関しては、政府が前面に出る形で進め

た。 

 フランスや西ドイツ以上に石油依存が高かったイタリアもまた、政府と国営石油会社で

ある ENIが連携する形で石油調達並びにエネルギー調達の多角化を進めた123。一方で西ド

イツ同様、米国の要請を受けて IEA には原加盟国として加入するなど、対米関係にも配慮

した形でエネルギー政策が進められた。本章では、石油依存度が高いという点で西ドイツ

よりも日本の立場に近いイタリアのエネルギー政策に関して、これまで同様、独立変数で

ある「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の

変化に着目した過程追跡を行う。 

 Bini(2014)によれば、第二次世界大戦の敗戦国であるイタリアは、日本と西ドイツ同様に、

戦後しばらくは石油メジャー経由で石油調達を進めたが、1950 年代に国営石油会社 ENI

が再興されると、従来のセブン・シスターズの慣行にとらわれない独自のアプローチで海

外の石油ガス権益を取得していった。そのアプローチとは、産油国側企業も経営に参加さ

せたり、石油を受け取る代わりに技術供与を産油国に対して行ったりするものであり、産

油国側にも歓迎され、1957年以降、イランや、リビア、チュニジア、モロッコといった国々

と次々と石油開発契約を締結していった。セブン・シスターズはこうしたイタリアのアプ

ローチを既得権益を侵す行為だとして批判したが、あくまで経済活動上の対立であり、イ

タリアにとって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を生じさせるものではなか

 
123 前述の通り、1973年時点でイタリアの一次エネルギーに占める石油の割合は 75%であった

（BP Statistics）。 
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った。唯一の例外として、1960 年代にイタリア ENI がソ連より石油調達を行った際には、

当時の米国ケネディ政権がENIに対して取引を止めるよう要請したが、この際にENIは「企

業活動である」点を強調して米国側の圧力をかわそうとした。また最終的には ENIは米国

からの石油調達も増やすことで、米国の容認を得る形でソ連からの石油調達を継続した

(Bini 2014:150)。 

第一次石油危機が生じると、イタリアは日本同様、アラブ諸国から「友好国」ではなく、

「非友好国」と区分され、親アラブを明言しなければ石油供給量削減の対象になると脅し

を受けた。一方で、イタリアは米国からは消費国間での協調を求められた。そこでイタリ

アは米国から単独で批判を受けないように、欧州として連帯して親アラブを訴えるという

戦略的な外交を展開する一方で、米国が提唱した IEA 構想に対しては、フランスが強硬に

反対する中、西ドイツ等と共に一貫して支持を表明し、1974年に原加盟国として加入した。

このような戦略的な外交を通じて米国にとってもイタリアは欧州との関係維持の上で重要

な緩衝役となった。こうした中で、エネルギー調達においては、ENI を通じてサウジアラ

ビアやアルジェリア、リビアといった産油国と直接交渉を行い、石油危機後の石油確保に

奔走した。その後、1980年代に入ると、非 OPEC産油国の石油生産が伸び、消費国におい

ても省エネが進んだことにより、OPEC の影響力は低下し、石油は市場を通じて安価に調

達できるようになった。また冷戦終結に向けた動きも重なり、イタリアにとって米国との

間で大きな対立が生じるような石油ガス調達も見られなくなっていた。そして ENIに関し

ても、政府が影響力を行使する国営石油会社であるよりも、民間企業として収益性をより

重視する方向性が良いのではという議論が出され、イタリア政府によって 1992 年に ENI

の民営化計画が策定され、1998年に ENIは民営化された（橘川 2004:4）。 

 この ENI の民営化以降のイタリアの石油開発案件で国際政治状況に左右された事例とし

て、イランにおける Darkhovin 油田開発がある。ENI は 2001 年に同油田に参画したが、

その直後に生じた 9.11.テロ並びに米国とイラン関係の悪化、更にはイラン核開発を巡る国

際緊張といった国際情勢の変化によって、計画より 1年遅れの 2007年に生産を開始するこ

とになった。その後もイラン核問題は深刻化していき、ENIは最終的には 2010年に同油田

からの撤退を余儀なくされた。これは、日本が同時期に同じくイランとの間で進めた

Azadegan油田を巡る事例に非常に似た経緯を辿っている。ここでも国際情勢の変化に応じ

てイタリアにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は変化し、

「民間主導の形」も変化していくことになる。一方で、イタリアとして、外交面で欧州と

米国の緩衝役を果たすことで、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を弱めて、企

業による開発を円滑化しようとする動きも見られた。しかしながら最終的には、米国が外

国企業も制裁対象とすることを辞さない姿勢を示すと、ENI としてリスクがとれないとし
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て、撤退を余儀なくされている。 

 このようにイタリアの事例においても、石油危機の発生時から冷戦終結後の現代に至る

まで、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まると、従属変

数である「民間主導の形」が強まることが見て取れる。それでは次節以降でより詳細に過

程追跡を行っていく。 

 

第 2節：産油国との直接取引拡大と石油メジャーの反発 

 イタリアはエネルギー資源に乏しく、第一次石油危機以前より、安定的なエネルギー調

達が課題となっていた。第二次世界大戦前においては、イタリアは米英に石油、ドイツに

石炭を依存していたことから、当時のムッソリーニ率いるファシスト政権はその構造を変

革することを目指し、国営石油会社として Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP)を

1926年に設立し、イタリア北部に加えて、当時イタリアの植民地であったリビア、エリト

リア、エチオピア、ソマリア、そして第一次世界大戦後に保護区となったアルバニアにお

ける石油探査を進めた。AGIPはイタリア国内にも製油所を増やしていき、国営企業として

イタリアの石油産業の中心となった(Bini 2014:146)。 

 しかしながら、第二次世界大戦が勃発すると、AGIPの国内外の施設は連合国からの空爆

等で破壊され、第二次世界大戦後には、AGIPはファシストが設立した企業であることを理

由に、清算手続きが進められることになった (Bini 2014:147)。 

 一方で、清算を任せられた元 AGIP のエンリコ・マッテイは、戦後イタリアを逸早く復

興させるために、AGIPを解体するのではなく、その既存設備を活用する形で新たな国営石

油会社を再建することを選択し、政治家に対する説得も行い、1953年に国営石油会社とし

て Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)を設立した(Bini 2014:147)。尚、AGIPという会社名

は、ガス配給会社である Societa Nazionale Metanodotti (SNAM)と共に ENIの子会社とし

て残ることになった（橘川 2004:4）。そしてマッテイは ENI の CEO として石油だけでは

なく、天然ガスも含めて、戦後イタリアのエネルギー調達の中心的役割を担うこととなっ

た。 

 米英仏の石油メジャーが既に世界各地で石油権益を確保している中、後発組となった

ENI は石油権益を拡大していくために画期的な戦略を展開した。具体的には、産油国側企

業に過半数の出資比率を認め、これまでのメジャーの搾取的とも言える石油開発からの脱

却を訴える戦略をとった。こうした ENI のアプローチは当然ながら産油国に歓迎された。

ENIは 1957年にイランの国営石油会社 NIOCとの間で、利益配分をイラン 75%、ENI25%

とする合弁契約を締結し、更にリビア、チュニジア、モロッコと相次いで石油開発契約を

締結していった(Bini 2014:147)。尚、同じく 1957年に日本のアラビア石油がサウジアラビ
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アの利益分配率を 56%とする形でカフジ鉱区の権益を取得しているが、これも ENIと同様

に石油開発の後発組として、従来のメジャーとは異なるアプローチで石油権益を獲得した

ものであった。 

 更に ENI は、産油国側に対して技術を提供する代わりに生産される石油を対価として受

け取るという仕組みも開始している。例えば ENIは「資源大学」をミラノに設立し、イラ

ンやリビア等、開発国から留学生を受け入れることで、人的ネットワークの維持・拡大を

図っている。また 1958 年には ENI のマッテイ CEO が自らソ連のフルシチョフ第一書記

と交渉を行い、ENI としてゴムや鉄をソ連に供給し、ウラルから東ドイツまでのパイプラ

イン建設を受け持つ代わりに、ソ連から 5 年間にわたり安価な石油を受け取る協定を締結

している(Bini 2014:148-151)。 

 このようにイタリアは国営企業である ENIを通じて、1950年代より独自に産油国と交渉

し、安価な石油調達を進めていった。こうしたイタリアの取組により、世界の原油実勢価

格も低下したため、セブン・シスターズはこれに適応するために 1959 年、60 年と相次い

で原油の公示価格を産油国側に事前相談の無いまま引き下げた。こうした価格引き下げは

産油国として石油メジャーからの税収が減少することを意味していた。そこで 1960年9月、

イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの 5 カ国は産油国側が連携し

てメジャーと対抗することを目的として石油輸出国機構（OPEC）を設立した124。 

 このようにイタリア国営石油会社である ENIを通じた革新的な資源調達は、旧来のメジ

ャーの産油国における影響力を低下させることに繋がり、当然ながらメジャーからは強い

懸念が示された。その一方で、これらはあくまで経済活動における緊張関係に留まり、イ

タリアにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めたもの

ではなかった。 

 一方で例外としては、前述の 1958 年の ENI によるソ連からの石油調達であり、これに

対しては 1961 年に米国ケネディ政権のラスク国務長官が ENI のマッテイと直接面談し、

ソ連から石油を購入しないよう要請している。これに対して、マッテイは企業に対する介

入を非難し、その要請を拒否したため、翌年、米国国務省は米国企業であるスタンダード

石油NJを通じてマッテイの説得を試みている。尚、マッテイは同年 10月に自家用飛行機

の墜落により事故死し、その後 ENI は、ソ連からの石油購入は継続しつつも、米国メジャ

ーからの石油購入を増やすなどして、対米関係の改善も図るようになった (Bini 

2014:150-151)。 

 一方で、その後も ENIは独自のエネルギー調達を進め、1967年に第三次中東戦争が勃発

 
124 OPEC加盟国はその後も増加し、1960 年代には 10 カ国、1970年代には 13カ国となり、世

界の原油生産に占めるシェアは 5割強となった。 
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すると、スエズ運河を通過せずに輸入可能なリビア、サウジアラビア、イラク、ソ連との

間で新たな石油契約を締結した。またマダガスカル、コンゴ、アルゼンチン、コロンビア、

インドネシア、タイ、トリニダード・トバコといった OPEC 加盟国ではない産油国におけ

る開発権も取得した。こうした取組によりENIの石油権益は1962年の370万トンから1971

年には 1,050万トンまで拡大した125。 

 ENI は更に石油だけなく、天然ガスへの投資も進め、1969 年にはソ連に対して ENI が

自動車や石油化学といった工場建設支援を行う代わりにソ連より 20年間、天然ガスを安価

で購入する契約を締結し、翌 1970年にはソ連の天然ガスをオランダ、西ドイツ、スイス経

由でイタリアに運ぶためのパイプラインの建設も開始した。ENIは更に、1969年にカダフ

ィによる軍事クーデターが起こったリビアとの間でも、50%：50%の出資比率を認めると共

に、石油化学プラントや製油所の建設の支援を行う対価として石油と天然ガスの供給を受

ける契約を締結している(Bini 2014:153-154)。 

 このように ENIは欧米メジャーとの決定的な対立は回避しつつも、これまでの慣例を打

破する形で、資源ナショナリズムが高まりつつあった産油国との間で直接的な関係を構築

し、石油・ガス権益を拡大していった。またソ連からの石油調達に際して米国国務省より

購入を止めるよう ENIに対して要請があった際には、ENIとしてソ連からの石油購入は断

念することなく、米国からの石油調達を増やすことで米国側の容認を引き出している。 

以上のように第二次世界大戦後から第一次石油危機が発生するまでの期間においては、

権益拡大を図る ENI によって革新的なアプローチが展開され、メジャーの反発はあったも

のの、その反発は経済分野に限定され、イタリアにとって対米関係上の「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマ」は強くならず、「民間主導の形」が強調されることなく、国営

企業であるENI主導で資源調達が進められた。またENIがソ連から石油を購入した際には、

米国国務省から調達を中止するよう要請され、イタリアとして「軍事的・エネルギー安全

保障間のジレンマ」が強まったが、ENI のマッテイは米国に対して「企業に対する介入」

であると懸念を表明し、「民間主導の形」を強調して米国の圧力をかわそうとした。 

 

第 3節：第一次石油危機以降の戦略的外交の展開 

 1973 年 10 月の第一次石油危機は、一次エネルギーに占める石油の割合が 7 割超と極め

て高かったイタリアにとって非常に大きな出来事であった。特にイタリアの懸念を強めた

のが、アラブ諸国がイタリアを日本や西ドイツと共に「非友好国」とし、明確なアラブ支

持の表明をしない限り石油輸出量の制限を行うと宣言したことであった。石油の禁輸対象

 
125 ENI社による公開データを参照。 
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とされた米国やオランダの「敵対国」認定までではなかったが、アラブ側に武器輸出をし

ていたことで「友好国」とされたフランスや英国とは一線を画された形となった。 

 これに対してイタリア政府は、米国より単独で批判を受けないよう、欧州として連帯し

て親アラブを訴えてアラブ諸国からの石油調達を確保するという戦略を展開した。具体的

には当時の外務大臣であったモロの精力的な働きにより、欧州共同体（EC）126として 11

月 6 日にイスラエルを名指しして非難する声明を発表し（池上 2014:147）、これによりア

ラブ産油国からの更なる制限措置を免れた。更に同年 12月にコペンハーゲンにて開催され

た欧州サミットにおいても、モロ外相は欧州として連帯して石油危機に対処する重要性を

訴え、イタリアとエネルギー資源開発の点で関係の深いアルジェリア、チュニジア、スー

ダンからも欧州サミットに特使を派遣させることに成功している。こうした動きに対して、

米国キッシンジャー国務長官はモロ外相との個別会談の際に、欧州は米国に反対する姿勢

を明確にしていると厳しく批判したが、イタリアのみを個別に批判することはなかった

(Bini 2014:156)。 

 更にモロ外相は米国とアラブ双方に対して戦略的な外交を展開した。具体的には、1974

年 1 月末よりサウジアラビアやアルジェリアを訪問して、それぞれヤマニ石油相やアブデ

サラム石油相と会談し、イタリアによる技術供与の対価として石油供給を受け取ることに

基本合意をした上で、2月には米国における消費国によるエネルギー会議に参加して米国の

IEA構想に対する支持表明を行った(Bini 2014:156)。米国としてもフランスが IEA構想に

対してアラブ諸国を刺激するとして反対する中、IEA 構想に賛同するイタリアは欧州との

連携の上でも重要な存在であり、イタリアによる産油国との直接的な関係構築に対しては、

容認の姿勢をとり、強硬に圧力をかけることはなかった。 

 実際、ENIは第一次石油危機以降、アルジェリア国営石油会社 Sonatrach との契約をは

じめとして、リビア、サウジアラビア、イラクとの間で石油開発契約を締結していった。

こうした契約においては、ENI はメジャーと一線を画すアプローチとして、産油国の経営

への参入を認め、更にイタリア側から石油化学やパイプライン敷設といった技術供与を行

う対価として安価な石油やガスの供給を受けることが合意されていた。例えば、アルジェ

リアとの契約では、前述の ENI の子会社としての SNAM とアルジェリアの Sonatrach か

らなる会社が設立され、アルジェリアからチュニジアを通ってシチリアまで伸びるパイプ

ライン（TRANSMED）の建設を請け負う代わりに、イタリアはアルジェリアより年間 12.36 

tcmの天然ガスを 1981年から 20年間輸入する権利を取得した。またリビアとの契約では、

イタリアは年間 3,000 万トンの石油を輸入する代わりに、リビア人技術陣の訓練や、イタ

 
126 第一次石油危機発生前の 1973年 1月に英国も加盟をしていた。 
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リア企業によるリビアの産業化への関与、特に石油化学と肥料プラントの建設や、農業発

展プロジェクトといった支援を行うことが合意されていた(Bini 2014:157)。 

 このように第一次石油危機以降、イタリア政府による米国と欧州の緩衝役としての戦略

的な外交を通じて、イタリアは米国からのエネルギー政策に対する圧力を抑えながら、国

営石油会社である ENIを通じて相次いで産油国との直接的な契約を締結していった。つま

り独立変数である対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まった

ものの、外交を通じて抑えられ、その結果、従属変数である「民間主導の形」も強まらな

かったことが観察された。 

 その後、1980年代に入り、イタリアが資源開発を行った非 OPEC産油国の石油生産が順

調に伸びていったことや、消費国において省エネが進んだことにより、世界の石油需要に

対して供給が上回るようになっていった。こうした中で、原油価格を維持するために自国

のシェアを犠牲にする形で大幅な減産を行う「調整役」を担ってきたサウジアラビアが、

その財政負担に耐えきれなくなり、1985年 12月にその役割を放棄することを宣言し、1986

年に大幅な石油増産に転じた結果、原油価格は約 30ドル/バレルから約 15ドル/バレルに急

落した。このいわゆる「逆オイルショック」が起こると、OPEC の影響力も決定的に低下

し、石油は市場を通じて安価に調達できるようになっていった。また 1980年代後半は冷戦

終結に向けた動きも重なり、1970 年代のように米国との間で大きな対立が生じるような

ENIによる石油ガス調達も見られなくなっていた。つまり、「逆オイルショック」を契機に、

石油危機によって政治化した石油の調達が再び非政治化していったと言える。 

 そして 1990年に入ると、イタリア経済は低迷し、国家財政も逼迫したことに加えて、政

界汚職も問題になる中で、国営企業に対する政府支援の是非に関する議論も高まった。更

に欧州委員会が政府による国営企業に対する無認可支出に批判を高めていたことも、国営

企業の民営化論に拍車をかけた。その結果、ENIに関しても、イタリア政府によって 1992

年に段階的に民営化する方針が打ち出され、民間に株式が売却されていった。 

 

第 4節：9.11.テロ以降のイラン油田開発を巡るジレンマ 

 民営化された ENIにとって、日本のイラン Azadegan油田と同時期に似たような経緯を

辿ることになったのがイラン Darkhovin油田を巡る交渉である。 

 ENI は 9.11.テロが起きる直前である 2001 年 6 月にイラン国営石油会社（NIOC）との

間でイラン南西部、イラクとの国境に近い Darkhovin油田の開発契約を調印した。ENIが

60%、NIOC が 40%を出資し、約 10 億ドルをかけて開発し、最終的に日量 16 万バレルの

原油生産を計画していた。合意に際しては、1996年のクリントン政権下で成立したイラン・

リビア制裁法（ILSA）が 2001 年 8 月に更新時期を予定していたが、当時は、同制裁法の
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適用事例もなく、事実上形骸化していると言われていた127。実際に 1998年の米国・EUサ

ミットにおいても、米国は「武器拡散とテロ取締について EU とハイレベルな協力関係に

ある限り、ILSAに基づく制裁を行わない」と述べていた128。そして ENIの Darkhovin油

田に関する契約に対しても、米国はバウチャー報道官が「この契約報道に重大な懸念を感

じている」と表明する一方で、撤退までは求めておらず129、イタリアに対する圧力は抑制

されていた。尚、ENI のグロスピエトロ社長も契約締結後の 2001 年 7 月のラジオインタ

ビューにおいて、「（米国の ILSAは）外国企業に米国の外交方針を強いるものだ」として米

国に対して ILSAを適用しないよう求めている130。 

 しかしながら、契約締結後に発生した 9.11.テロ、そして翌 2002 年 1 月のブッシュ政権

の一般教書演説におけるイランに対する「悪の枢軸」発言によって、ENI のイランにおけ

る Darkhovin油田開発を巡る環境も厳しさを増していく。しかしながら、当時のイタリア・

ベルルスコーニ政権（2001年-2006年、2008年-2011年）は、日本の小泉政権が自衛隊派

遣をしたように、ブッシュ政権のテロとの戦いを全面的に支持してきたこともあり、

Darkhovin 油田開発に対して米国より強い圧力がかかることはなく、ENI による油田開発

は進められた。 

 しかし 2005年 8月にはイラン大統領が穏健派のハタミから保守強硬派のアフマディネジ

ャドに代わり、ウラン濃縮施設の再稼働を行うなどして、米国との対決姿勢を強めた。イ

ランはその後も、国際的な核開発停止の要求に一向に応じず、2006年 4月には、低濃縮ウ

ランの製造に成功したと宣言した。これを受けて、国連安全保障理事会は、イラン政府に

対して、ウラン濃縮活動を停止しない場合、経済制裁を発動すると警告する決議を採択す

るが、イランは徹底拒否の姿勢をとった。こうしてイランを巡る米国からの圧力は更に強

まっていき、日本の場合は、同時期に北朝鮮が相次いでミサイル発射と核実験を行い、米

国の軍事的安全保障における重要性が高まっていたこともあり、2006年 10月に Azadegan

油田の権益を大幅に縮小するという決定を行った。イタリアの場合は、北朝鮮問題は地理

的な関係からも日本ほど大きな問題ではなかったこともあり、日本ほど強く「軍事的・エ

ネルギー安全保障間のジレンマ」が生じる状況ではなかった。 

 実際に、ENIはイラン Darkhovin油田の開発に関して、当初計画よりも 1年程遅れたも

のの、日本のように権益縮小を行うことなく、2007 年 2 月に本格生産に至っている。尚、

当初予定よりも 1 年ほど遅れた背景に関しては、ENI として明示してはいないが、イラン

 
127 『JOGMEC 石油/天然ガス レビュー』（2001年 9 月）。 
128 『中東経済研究所 情勢分析』（2001年 7月）。 
129 同上。 
130 同上。 
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側との契約条件を巡る論争やイラン側からの干渉による収益性の観点からのものと指摘さ

れており、米国による政治的圧力とはされていない131。 

 一方で、2006 年 12 月に国連安全保障理事会はイランに対する経済制裁決議を採択し、

更に翌 2007年 3月には追加制裁決議を採択したものの、イランはウラン濃縮活動の即時停

止に応じず、事態は深刻化していった。その後も、5月に米国・イラン間で 1980年のテヘ

ラン米国大使館人質事件以来初となる直接協議が実施されたが、核問題に関して進展する

ことはなく、10 月に米国が単独でイランに追加制裁を行うに至った。同制裁は、核開発や

弾道ミサイルの脅威、イラクでの反米テロ支援活動を理由とし、イラン革命防衛隊や軍関

連組織を対象に、それらとの取引を制裁対象とするものであった。また同制裁は、他国の

政府や企業に対しても対イラン投資を踏み留めさせることを目的としており、1980年の米

国・イラン間の断交以来最も厳しい追加制裁となった。 

 その後、同年 11月、そして翌 2008年 2月の IAEAによる査察報告書において、イラン

において核物質の軍事転用は無いとの認定が行われたものの、国連安全保障理事会が求め

るイランによるウラン濃縮活動の停止は行われず、結局、同年 3 月には 3 度目となる制裁

決議が採択された。これに対してイランは同年 4 月にウラン濃縮を拡大し、更に 7 月には

弾道ミサイル発射実験を行った。 

 その後、2009年 1月に米国にオバマ大統領が誕生すると、就任当初はイランとの対話路

線を掲げた。こうした状況下、同年 5 月に ENI はイラン Darkhovin 油田に関して更に 15

億ドルをかけて生産量を 26万バレル/日量まで拡張することを決定した132。 

 しかしながらイランは同年 6 月に大統領選挙を控えており、再選を目指す現職の保守強

硬派のアフマディネジャド大統領は、国内保守層からの支持を盤石なものにするために、

ウラン濃縮活動の拡大を宣言するなど、国際社会に対する挑発を続けた。 

 結果的に 2009 年 6 月のイラン大統領選ではアフマディネジャド大統領が再選されたが、

不正があったとして対抗候補であったムサビ元首相ら改革派による異議申し立てが起こっ

た。その際にアフマディネジャド大統領は民衆デモを弾圧したため、人権重視を唱えるオ

バマ大統領や欧州からのイランに対する非難が一層高まることになった。 

 その後も、同年 9 月にオバマ大統領主導で国連総会にて「核なき世界を目指す」旨の決

議が採択されると、イランは同月にミサイル発射実験を行うなど挑発を続けた。こうした

中、同年 10月からは、国連安全保障理事会の常任理事国（米英仏露中）にドイツを加えた

P5+1とイランとの間で核問題を巡る協議が行われ、イランが製造した低濃縮ウランをロシ

アとフランスで高濃度に濃縮してイランに戻し、医療用研究炉で使用する計画等が妥協案

 
131 Reuters, February 1st, 2007. 
132 Oil& Gas, May 22nd, 2009. 
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として協議された。しかしながら、イラン側は自国内でのウラン濃縮を強固に主張し、実

際に翌 2010年 2月からは濃縮実行を発表するなど、イランと P5+1との協議は難航した。 

 こうした膠着状況を受けて、当初は対話による解決を目指した米国オバマ政権もイラン

に対する圧力強化に転じることとなり、2010年 6月にはオバマ政権では初、累計で 4度目

となる対イラン制裁が国連安全保障理事会で採択された。これに対してイランが IAEA の

査察官に対する入国禁止措置で対抗すると、翌 7 月に米国は独自の制裁法を成立させ、イ

ランに石油製品を輸出した米国外の企業を制裁の対象とした。EUもこれに続く形で独自の

経済制裁として、イランにおける石油・ガス関連分野への投資や技術供与の禁止、そして

EUとイラン間の船舶・航空による輸送手段の制限を行った。 

 こうした EU 側の経済制裁に対して米国側は不十分であるとして、イランの油田からの

完全撤退を欧州や日本の企業に強く求めるようになった。これにより、2010年 9月末に英

蘭シェル、仏トタル、ノルウェーのスタトイルと同様に、ENIもイランの Darkhovin油田

からの撤退を決定した133。その翌月には日本の Inpex もイラン Azadegan 油田からの撤退

を発表している。その結果、いずれの企業も米国からの制裁対象リストにのることはなく、

イラン以外の資源開発への影響を最小化することに成功している。 

 その後、2013年 8月にイラン大統領に穏健派のロウハニが就任したのを契機に再び核開

発を巡る協議は再開され、2015年 7月にはイランと P5+1との間で「包括的共同行動計画

（JCPOA）」が締結された。JCPOA においては、イランが濃縮ウランや遠心分離機を削減

する代わりにイランへの経済制裁を段階的に解除することが合意された。こうした状況改

善の中で、ENIは逸早くイランとの間で Darkhovin油田開発に関する協議を再開し、2017

年 6月に事業性評価再開の契約を締結している134。 

 その後もイラン核問題を巡っては、米国トランプ政権が 2018年 5月に JCPOAからの離

脱を発表し、協議が停滞することになるが、2021年 1月に発足した米国バイデン政権は再

びイランとの交渉の意思を示すなど、ここ数年を見ても大きく状況が二転三転している。 

以上のように ENIによるイラン Darkhovin油田開発を巡っては、同時期に展開された日

本の Inpex によるイラン Azadegan 油田開発と同様に、国際情勢の変化に大きく影響を受

けた。2001年 6月の参画後に発生した米国における 9.11.テロにより、2002年 1月に米国

ブッシュ政権がイランを「悪の枢軸」として非難するなど、米国・イラン間の緊張関係が

高まり、米国はイタリアによるイラン Darkhovin油田開発に対しても懸念を強めた。一方

で、当時のベルルスコーニ政権は欧州内で対米方針が二分される中でも、一貫して米国を

 
133 トタルは 1998年までにフランス政府所有の株式比率を 5.4%まで引き下げ、事実上民営化さ

れていた。スタトイルはノルウェー政府が大株主の実質的な国営エネルギー企業である。 
134 Reuters, June 20th, 2017. 
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支持することで、これまで通り米国と欧州を繋ぐ緩衝役としての存在感を維持した。これ

により米国から事実上黙認される形で、ENI は Darkhovin 油田開発を進めていき、2007

年 2 月には本格生産に至った。その後もイランの核開発を巡る問題は深刻化していき、国

連安全保障理事会による制裁が積み重ねられていったものの、2009年 1月に米国にオバマ

政権が誕生し、イランとの対話路線を掲げて緊張緩和の兆しが見えると、同年 5 月に ENI

はイラン側と Darkhovin油田の拡張で合意した。しかしながら、その後、イランは国際社

会の反対を押し切って核開発を進めたため、オバマ政権はイランに対する圧力強化に転じ、

国連安全保障理事会における対イラン制裁採択を主導し、更に米国単独での制裁も実施す

るに至った。そして米国は、欧州や日本に対しても制裁への同調を求め、外国企業に対し

ても米国として制裁すると警告した。こうした中で、ENI は企業として米国の制裁リスク

に対処できないとして、2010 年 9 月に Darkhovin 油田より撤退した。米国の対イラン制

裁の圧力が個別の外国企業にも適用されるようになったことから、これまで ENI が強調し

てきた「民間の経済性」という論理が通用しなくなり、撤退を余儀なくされたと言える。

一方で、その後、イラン核問題の改善の兆しが再び見られ始めると、ENI として逸早くイ

ランとの間で Darkhovin 油田の協議を再開している。ENI としてもイラン Darkhovin 油

田の収益性は高く評価している一方で、対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間の

ジレンマ」に対処する上で「民間主導の形」が通用しなくなってきている状況において、

どのような対応が有効なのか、大きな企業課題として苦慮していることが窺える135。 

 

第 5節：分析結果 

 それでは本章におけるイタリアのエネルギー政策の過程追跡を改めて独立変数である

「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の変化

に注意しながら整理する。 

 第二次世界大戦後、敗戦国として日本や西ドイツと同様にイタリアもまた米英の石油メ

ジャー経由で石油を調達するようになった。一方、戦前の国営石油会社である AGIP は清

算することが決まっていたが、清算を任された元 AGIP のエンリコ・マッテイがイタリア

にとって自前でエネルギー調達を行う国営石油会社の重要性を政治家に対して訴えた結果、

1953年に国営石油会社である ENIとして再興されることになった。そしてマッテイ率いる

ENI はメジャーが既に世界各地で石油権益を確保している中で、後発組として石油権益を

 
135 例えば、ENIはイラン Darkhovin 油田開発の他にも、モザンビークで進める Area4 LNG

プロジェクトについて、イスラム勢力によるテロ活動が激化したことを受けて、従来の陸上液

化施設に基づく開発計画を一旦凍結し、まずは沖合における Floating LNG によって当初計画の

30%程度の規模から開始するという判断をするなど、現地情勢を踏まえて可能な限り経済性が確

保できるような対応を行っている。 
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拡大していくため、これまでメジャーが認めてこなかった産油国企業の過半数出資や、石

油の対価としての産油国に対する技術供与等を通じて、産油国の成長にも資する革新的な

アプローチを展開し、権益を拡大していった。こうした革新的なアプローチは、既存権益

を有するメジャーからは産油国のナショナリズムを刺激する行為であるとして強い懸念を

示されたが、イタリアとして対米関係の上で「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

を強めることはほとんどなく、国営企業である ENIを通じた積極的な資源調達が進められ、

「民間主導の形」が強調されることもなかった。一方で例外としては、ENIが 1958年にソ

連から石油調達を行った際に、米国ケネディ政権の国務長官が ENIのマッテイに対して調

達中止を要請しているが、その際にマッテイは「企業に対する介入」であるとして懸念を

表明した。これはイタリアにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレ

ンマ」が強まったために、「民間主導の形」が強調された例と言えるだろう。結局、その後、

マッテイは飛行機事故で死亡するが、ENI として米国メジャーからの石油調達も増やすこ

とで、ソ連からの石油調達に関して米国側からの容認を引き出している。 

 その後、1973年に第一次石油危機が生じると、イタリアはアラブ諸国から「友好国」で

はなく「非友好国」とされ、石油調達継続の上で明確なアラブ支持を求められた。一方で

米国からは欧米の連帯を求められるという状況に追い込まれた。これに対してイタリア政

府は、米国から単独で批判を受けないように、欧州として連帯して親アラブを訴えるとい

う戦略を展開する一方で、米国が提唱した IEA 構想に対しては、フランスが強硬に反対す

る中、西ドイツと共に一貫して支持を表明し、原加盟国として加入した。これにより米国

にとってイタリアは欧州との関係維持の上で重要な緩衝役となり、このことがイタリアの

エネルギー調達に対する米国からの圧力を抑制することに繋がった。そしてイタリアは対

米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を抑えることで、「民間主導の形」

を強調することなく、国営石油会社である ENIを通じて、サウジアラビアやアルジェリア、

リビアといった産油国と直接交渉を行い、石油調達を進めていった。 

1980年代に入ると、イタリアも資源開発を行った非 OPEC産油国の石油生産が順調に拡

大し、更に消費国においても省エネが進んだことにより、世界の石油需要に対して供給が

上回るようになっていった。そして、これまで原油価格を維持するために自国のシェアを

犠牲にする形で大幅な減産を行う「調整役」を担ってきたサウジアラビアが、その財政負

担に耐えきれなくなり、1985年 12月にその役割を放棄することを宣言し、1986年に大幅

な石油増産に転じた結果、原油価格が急落する「逆オイルショック」が生じた。その結果、

OPEC の影響力も低下し、石油は市場を通じて安価に調達できるようになった。また冷戦

終結に向けた動きも重なり、イタリアにとって米国との間で大きな対立が生じるような石

油ガス調達も見られなくなっていった。そしてイタリアの財政難の問題もあり、国営石油
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会社である ENIに関しても、1992年に民営化計画が策定され、1998年に ENIは正式に民

営化された。 

 民営化された ENIは 2001年 6月にイランとの間で Darkhovin油田開発に合意した。し

かし、その 3 ヵ月後に米国において 9.11.テロが発生し、翌 2002 年 1 月には米国ブッシュ

政権が一般教書演説においてイランを「悪の枢軸」として非難し、Darkhovin 油田開発を

巡る環境も厳しいものになった。一方で、当時のイタリア・ベルルスコーニ政権は、欧州

内で対米方針が二分される中でも、一貫して米国ブッシュ政権を支持することで、これま

で同様、イタリアは米国にとって欧州における重要な緩衝役となった。 

こうして米国からの圧力を外交努力で一定程度に抑えながら、ENIは Darkhovin油田の

開発を進めていき、2007年 2月に本格生産に至った。その後もイランの核開発を巡る問題

は深刻化していき、国連安全保障理事会による制裁が積み重ねられていったものの、2009

年 1 月に米国にオバマ政権が誕生し、イランとの対話路線を掲げて緊張緩和の兆しが見え

始めると、同年 5月に ENIはイラン側と Darkhovin油田の拡張で合意した。その後、イラ

ンは核開発を押し進めたため、オバマ政権はイランに対する圧力強化に転じ、国連安全保

障理事会における対イラン制裁採択を主導し、更に米国単独での制裁も実施するに至った。

そして欧州や日本に対しても同調を求め、更に外国企業に対しても米国の制裁対象にする

と警告した。こうした中で、ENI は企業として米国の制裁リスクに対処できないとして、

2010 年 9 月に Darkhovin 油田から撤退した。このように、米国の対イラン制裁の圧力が

個別の外国企業にも適用されるようになったことから、これまで ENI が強調してきた「民

間の経済性」という論理が通用しなくなってきていることも観察された。 

 以上のように、これまでの日本の 3 つの事例とドイツの事例同様に、イタリアのエネル

ギー政策においても、独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」と従

属変数である「民間主導の形」には正の相関関係が見られた。一方でイタリアの場合は、

日本と同様にエネルギー小国であり、米国に軍事的に依存している点では共通するものの、

イタリアはフランスといったエネルギー政策では米国に対抗する姿勢をとってきた国と、

米国との間の緩衝役としての役割を担うことで、米国からのイタリアのエネルギー調達に

対する圧力も抑えていた実態が観察された。そのため、今回の事例でも、日本の事例に比

して、対米関係において「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強まった場面が

少なく、米国に対して「民間主導の形」を強調するケースも少なかった。一方、日本の

Azadegan油田の事例でも指摘した通り、米国による対イラン制裁に外国企業の活動を制限

する内容が含まれたこともあり、対米説明において「民間主導の形」を強調することの効

果が減退しており、結果として、米国からの強い要請に押される形で、ENI は Darkhovin

油田からの撤退を余儀なくされた。 
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 本章における分析結果をまとめると表 6-1のようになる。 

 

表 6-1：イタリアのエネルギー政策における変数の変化 

 軍事的・エネルギー安全保障

間のジレンマ（独立変数） 

民間主導の形（従属変数） 

ENI が産油国と直接関係を

構築し、石油権益を拡大（欧

米メジャーの脅威に） 

弱 

（経済的圧力のみ） 

弱 

（政府・国営企業連携） 

ENIがソ連より石油調達 強 

（米国国務省より圧力） 

強 

（企業活動であると強調） 

第一次石油危機以降、ENI

はアラブ産油国と直接協議

で石油調達 

中 

（米国懸念も、イタリアは欧

州との緩衝役であり、圧力は

抑制） 

中 

（基本は企業の経済性に基

づき権益拡大するが、米国か

らの石油調達を増やすなど

一定の政治的配慮） 

ENI（民営化）としてイラン

Darkhovin 油田に参画＋追

加出資 

中 

（外交努力で米国からの圧

力を抑制） 

中 

（民間企業としての ENIを

通じたイランとの協議） 

Darkhovin 油田開発に関し

て、米国による ENI の制裁

リスト化の可能性 

強 「民間主導の形」の効果が減

退し、撤退 
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終章：結論 

第 1節：分析結果の総括 

 本稿では、「石油危機以降、日本政府としてエネルギー安全保障を軍事的安全保障と並ぶ

国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形なのか」と

いう問いに答えるため、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強くなるほど、「民

間主導の形」が強調されるようになるという仮説を立て、その実証を行った。事例対象と

しては、日本に関する 1970～80年の事例としてのイラン IJPC石油化学プロジェクトとサ

ハリン天然ガスプロジェクト、2000年代の事例としてのイラン Azadegan油田プロジェク

ト、そして比較対象として西ドイツによる 1970～80年代のソ連との天然ガス協議と、統一

後のドイツによる 2000年代のロシアとの天然ガス協議、そしてイタリアによる第一次石油

危機前後の石油調達や冷戦後のイラン Darkhovin油田プロジェクトを取り上げて、その過

程追跡を行った。 

 日本、西ドイツ（ドイツ）、イタリアそれぞれに関して、石油危機前後の 1970～80年代

の事例と、冷戦や 9.11.テロ以降の現代の事例の双方を分析対象として取り上げた理由は、

エネルギー調達における「民間主導の形」に関する歴史的要素を統制変数として過程追跡

を行うためである。これにより、日本のエネルギー調達における「民間主導の形」は、日

本特有の「民間主導の歴史」に起因するものではなく、西ドイツ（ドイツ）やイタリアに

おいても一定の条件下で強弱が引き起こされる、より普遍的な形であることを実証するこ

とを目指した。 

 また日本の比較対象として西ドイツとイタリアを取り上げた理由は、まずいずれの国も

第二次世界大戦の敗戦国として軍事的・エネルギー安全保障両面で米国に依存する一方で、

石油危機以降は米国メジャーからの石油調達が困難となり、独自に米国と敵対する国から

の資源調達を余儀なくされた、という共通点があるからである。これは言い換えれば、い

ずれの国も石油危機以降、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が生じる環境に陥

ったということである。もう一つの理由は、西ドイツとイタリアの石油危機以降のエネル

ギー調達は基本的に政府主導、国営企業主導で行われた、という日本との相違点もあるか

らである。加えて、西ドイツとイタリアに関しては、軍事・エネルギー双方で欧州域内の

枠組が存在するという日本との相違点もある。更には、日本とイタリアは資源小国であり、

海外からの石油に対する依存が高い一方で、西ドイツは自国で石炭が産出され、石油に対

する依存が比較的小さいという相違点もあった。 

そのため、こうした共通点と相違点を踏まえた比較検証を通じて、本稿の仮説における

独立変数・従属変数の分散をより精緻に観察することが可能になる。以上の 3国の重要な
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共通点・相違点をまとめたのが表 7-1である。 

 

表 7-1：日本・ドイツ・イタリアの共通点・相違点 

 敗戦国 

（後発組） 

石油依存高 地域枠組 

（軍事・経済） 

日本 〇 〇 × 

ドイツ 〇 × 〇 

イタリア 〇 〇 〇 

 

そして本稿における一連の過程追跡を通じて、独立変数である「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」の間の正の相関関係が実証され

た。具体的には以下の通りである。 

 

(1) イラン IJPC石油化学プロジェクト 

 参画協議が開始された際のイランは親米パフラヴィー政権であり、日本にとって対米関

係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は無く、日本政府もイランとの協議

に積極的に関与し、「民間主導の形」も弱かった。その後、イラン・イスラム革命が発生し

た際も、米国は新政権の承認はしなかったものの、イランに対する制裁や断交措置は実行

しておらず、日本にとっての「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」もそれほど強

まらなかった。そして日本政府による IJPCプロジェクトに対する出資、いわゆるナショナ

ル・プロジェクト化が実行され、「民間主導の形」も強まることはなかった。しかしながら、

テヘラン米国大使館人質事件が発生し、米国が対イラン制裁及び断交を実行するに至り、

日本が IJPCプロジェクトを進める上で「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強

まった。日本は米国に対して IJPCプロジェクトはあくまで民間事業であり政府の関与する

ものではない点を強調、つまり「民間主導の形」を強調することで、米国からの理解を求

めた。その後のイラン・イラク戦争の発生以降も、日本として状況改善を見ながら工事再

開を目指す方針を維持している限りにおいて、同様に日本による「民間主導の形」の強調

が観察された。一方で、イラン・イラク戦争が長期化し、日本企業が IJPCプロジェクトか

らの撤退を決断した以降は、対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

も無くなり、「民間主導の形」が強調されることもなくなった。 

 

(2) サハリン天然ガスプロジェクト 



117 

 

参画協議の開始時期は、米ソ関係がキューバ危機後に改善していった時期と重なり、日

本は対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めることなく、政府

自らソ連側との協議に積極的に関与し、「民間主導の形」が強調されることもなかった。そ

の後、第一次石油危機が発生し、日本としてメジャー経由ではなく独自のエネルギー調達

が必要になった際も、米ソ・デタントの時期と重なっていたことから、日本は対米関係上

の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めることはなかった。そして当時の

田中角栄首相自らソ連を訪問して協議を加速させるなど、「民間主導の形」を強調すること

なく、政府主導でソ連との契約合意に至った。しかしながらソ連のアフガニスタン侵攻及

びポーランドにおける戒厳令に対するソ連の支持によって米国が対ソ制裁を実行すると、

日本にとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は強まった。一

方で、当時は西欧諸国もソ連との経済関係を深化させようとしており、米国に対して対ソ

制裁の解除を求めていたことから、日本は政府が中心となって西欧諸国と連携し、米国に

対ソ制裁を解除させることに成功した。つまり西欧諸国との連携によって、日本にとって

対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」は抑制され、その結果、米国

に対しても「既存契約」である点は強調しながらも、「民間主導の形」を強調することはな

かった。ところが、その後、中曽根首相とレーガン大統領の蜜月関係下において、米国か

らソ連天然ガスプロジェクトよりも米国のアラスカ LNGプロジェクトを優先するよう日

本に圧力がかかるようになると、日本にとってソ連の天然ガスプロジェクトの遂行は対米

関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めることになった。そして、

日本は米国に対して、民間事業としての経済性の重要性を訴えて、「民間主導の形」を強調

するようになった。その後は、原油価格が下落する「逆オイルショック」が生じ、経済性

の観点で一時的にプロジェクトが凍結されたが、その後、イラクのクウェート侵攻に伴い

中東地域が不安定化すると、原油価格は再び上昇し、プロジェクトに関するソ連側との協

議も再開された。当時は既に冷戦が終結して、米ソ関係も改善している中、日本は官民連

携でソ連側との協議を行い、「民間主導の形」を強調することなく、ソ連、そしてソ連崩壊

後はロシアとの間で協議を進展させた。更に米国メジャーであるエクソンもプロジェクト

に招致して、2000年代より天然ガスの生産を開始するに至った。 

 

(3) イラン Azadegan油田プロジェクト 

 交渉開始時は、イランの大統領は穏健派のハタミであり、国際社会との関係改善も進ん

でいたことから、日本にとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

は強くなかった。そして、イランとの協議も通産省や通産大臣が筆頭株主である Inpex が

前面に立って行われ、「民間主導の形」が強調されることもなかった。その後、9.11.同時多
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発テロを契機として米国とイランとの関係が悪化していく中、日本は米国の要請に応じる

形で 2003 年 12 月にイラクに自衛隊を派遣するなどして、Azadegan 油田に対する米国の

黙認を引き出し、2004年 2月に同油田の 75%権益を取得するに至った。その際、日本側の

契約当事者から政府色の強い JOGMECと Japexを外し、「民間主導の形」を強調すること

で、米国を過度に刺激しない形での参画を行った。その後、イランにおける保守強硬派の

台頭によってイラン核問題は再び深刻化していき、日本は対米関係上の「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマ」を強めながらも、イラン国営石油会社との契約条件や開発の

ための地雷・不発弾処理等の問題に関して、民間企業である Inpex が前面に出る形で「民

間主導の形」を強調して協議を進めた。日本政府も対外的な発信として「民間とイラン政

府との話し合いを見守っていく以上のことはできない」と繰り返し述べるなど、「民間主導

の形」を強調した。そしてイランとの条件に関する協議が難航する中、Inpexは 2006年 10

月に 75%権益を 10%に縮小し、更にイラン核問題が深刻化する中で、2010年 10月に Inpex

は Azadegan油田からの完全撤退を発表した。 

 

(4) 西ドイツのエネルギー政策 

 西ドイツは 1960年代末よりソ連との天然ガス調達交渉を開始しているが、当時は米ソ・

デタントが進んでいた時期であり、西ドイツにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー

安全保障間のジレンマ」は強くなく、「民間主導の形」が強調されることなく、政府主導の

形でソ連との協議は進められた。その後、第一次石油危機が発生し、従来の欧米メジャー

経由での中東の石油調達が困難になると、西ドイツにとってソ連の天然ガスは更に魅力的

なエネルギー源となった。またソ連にとっても自国の天然ガス販売の拡大に繋がるものと

して西ドイツとの協議に対する期待は高く、両国間の天然ガス協議は加速した。第一次石

油危機によって中東産油国と米国との関係悪化が決定的となるが、ソ連を巡っては特段の

問題は発生せず、西ドイツは対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

を強めることなく、ソ連との天然ガス協議においても「民間主導の形」が強調されること

もなかった。しかしながら、その後、ソ連がアフガニスタンを侵攻すると、米ソ・デタン

トは崩壊し、米国カーター政権によって対ソ経済制裁が発動された。更にソ連のポーラン

ド戒厳令に対する支持に対して、米国レーガン政権によって対ソ経済制裁が更に強められ、

西ドイツのソ連との天然ガス協議に対する米国からの圧力も強まった。一方でイラン革命

を契機として第二次石油危機が発生する中で、西ドイツにとってソ連の天然ガスは更に重

要性を増したことから、西ドイツは対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレ

ンマ」を強める中で、米国を過度に刺激することを避けるべく、「民間主導の形」を強調し

ながら、民間企業を介す形でソ連側との協議を継続した。更にはソ連の天然ガスとは別に
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イランで進めていた原子力発電建設に関しては、米国の要請を受け入れて建設を凍結し、

最終的には撤退を決断した結果、西ドイツは米国の容認を得る形でソ連との間で新たな天

然ガス輸入契約を締結することに成功した。 

冷戦終結後のドイツとロシアの間の天然ガス協議に関しても、ノルド・ストリーム 2 に

関する協議を進める中で、ロシアが国際社会の反対を押し切ってクリミアを併合すると、

米国、そして欧州による対ロ経済制裁が発動され、ドイツ・ロシア間の協議も凍結された。

こうしてドイツにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が強

まった。しかしながら、福島原発事故を受けて脱原発を決定したドイツにとってノルド・

ストリーム 2 は極めて重要なエネルギー源であることから、メルケル首相自ら「事業は民

間のビジネスである」と述べるなど、「民間主導の形」を強調しながら、米国の容認を求め

続けた。 

 

(5) イタリアのエネルギー政策 

 イタリアは 1950年代以降、国営石油会社 ENIを通じて、産油国との直接協議を進めた。

具体的には、産油国に過半数出資を認め、更に産油国に対する技術供与の対価として石油

供給を受ける契約とするなど、従来のメジャーとは異なるアプローチで石油権益を拡大し

ていった。こうした ENIのアプローチに対しては、産油国のナショナリズムを刺激する行

為であるとしてメジャーによる反発があったが、あくまで企業間の対立に留まり、イタリ

アにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を強めることには

繋がらなかった。そして「民間主導の形」が強調されることなく、国営石油会社 ENI 主導

のエネルギー調達が進められた。一方で、ENIとして 1958年にソ連より石油調達を行った

際には、米国ケネディ政権の国務長官より ENI のマッテイ CEO に対して調達中止が要請

されており、イタリアにとって対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

は強まった。その際に ENIのマッテイは「企業に対する介入」であるとして懸念を表明し

ており、国営企業でありながら「民間主導の形」を強調している。結局、その後、マッテ

イは飛行機事故で死亡するが、ENI は米国メジャーからの石油調達も増やすことで、ソ連

からの石油調達に対して米国側からの容認を引き出した。 

 1973年に第一次石油危機が生じると、イタリアはアラブ諸国から「友好国」ではなく「非

友好国」とされ、石油調達継続の上で明確なアラブ支持を求められた。一方で米国からは

欧米の連帯を求められるという状況に追い込まれた。これに対してイタリア政府は、米国

より単独で批判を受けないように欧州として連帯して親アラブを訴えるという戦略を展開

する一方で、米国が提唱した IEA 構想に対しては、フランスが強硬に反対する中、西ドイ

ツと共に一貫して支持を表明し、原加盟国として加入した。米国にとってイタリアは欧州
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との関係維持の上で重要な緩衝役となり、このことがイタリアのエネルギー調達に対する

米国からの圧力を抑制させることに繋がった。そしてイタリアは「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」を抑制したことで、「民間主導の形」を強調させることなく、国営石

油会社 ENI を通じて、サウジアラビアやアルジェリア、リビアといった産油国と直接交渉

を行い、石油調達を進めていった。 

 1998年に民営化した ENIは、2001年にイラン南西部の Darkhovin油田に参画した。参

画後、米国において 9.11.テロが発生すると、翌 2002 年には米国ブッシュ政権が一般教書

演説においてイランを「悪の枢軸」として非難し、Darkhovin 油田開発を巡る環境も厳し

さを増した。一方で、当時のイタリア・ベルルスコーニ政権は、欧州内で対米方針が二分

される中でも、一貫して米国ブッシュ政権を支持することで、これまで同様、イタリアは

米国にとって欧州における重要な緩衝役となった。こうしてイタリアは Darkhovin油田に

対する米国の圧力を外交努力を通じて一定程度に抑え、ENIを通じて Darkhovin油田の開

発を進めていき、2007年 2月に本格生産に至っている。 

その後も、2009年 1月に米国にオバマ政権が誕生し、イランとの対話路線を掲げて緊張

緩和の兆しが見え始めると、同年 5月にENIはイランとDarkhovin油田の拡張で合意した。

その後、イランは核開発を強引に押し進めたため、オバマ政権はイランに対する圧力強化

に転じ、国連安全保障理事会における対イラン制裁採択を主導し、更に米国単独での制裁

も実施するに至った。そして欧州や日本に対しても同調を求め、外国企業に対しても米国

の制裁対象とすると警告した。こうして、「民間主導の形」を強調しても米国からの容認が

得られない状況になったことから、ENIは 2010年 9月に Darkhovin油田から撤退した。 

このように本稿で過程追跡を行った全ての事例において、独立変数である「軍事的・エ

ネルギー安全保障間のジレンマ」と従属変数である「民間主導の形」に正の相関関係があ

ることが観察された。表 7-2はその結果をまとめたものである。 
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表 7-2：各事例における変数の変化 

  軍事的・エネルギー

安全保障間のジレ

ンマ（独立変数） 

民間主導の形 

（従属変数） 

イラン

IJPC 

 

参画時 弱 弱 

イラン革命 弱 弱 

大使館人質事件 強 強 

イラン・イラク戦争 強 強 

撤退方針決定 弱 弱 

ソ連 

サハリン

天然ガス 

参画時 弱 弱 

石油危機 弱 弱 

米国による制裁 中 

（制裁解除の成功） 

中 

（「既存契約」の強調） 

アラスカ LNG 圧力 強 強 

冷戦終結・米ソ関係改善 弱 弱 

イラン

Azadegan

油田 

参画協議（イラン核問題前） 弱 弱 

参画合意（対イラン制裁前） 中 中 

権益縮小（対イラン制裁実行） 強 強 

撤退（米国の対日本企業制裁示唆） 強 「民間」効果減 

ドイツ・ソ

連（ロシ

ア）天然ガ

ス 

協議開始時（米ソ・デタント） 弱 弱 

第一次石油危機 弱 弱 

米国の対ソ制裁（アフガン侵攻） 強 強 

米国の対ロ制裁（クリミア併合） 強 強 

イタリア ENIが産油国と直接関係構築 弱（経済圧力のみ） 弱 

ENIがソ連より石油調達 強（米国より圧力） 強 

第一次石油危機 

（アラブ産油国と直接協議） 

中 

（欧米の緩衝役） 

中 

（米ソ双方より調達） 

ENI（民営化）がイラン油田参画 中 中 

撤退（米国の制裁リスト化可能性） 強 「民間」効果減 
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それでは本稿で実証された仮説に基づき、本稿の冒頭で提示した問いに対する回答を整

理する。本稿の問いは、「石油危機以降、日本政府としてエネルギー安全保障を軍事的安全

保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形

なのか」というものであった。これに対して、本稿で実証された仮説は、「軍事的・エネル

ギー安全保障間のジレンマが強いほど、エネルギー調達における民間主導の形が対米説明

上、強調されるようになる」というものであった。そして本稿における過程追跡を通じて、

日本、ドイツ、イタリアそれぞれにおいて、対米関係上の「軍事的・エネルギー安全保障

間のジレンマ」が強まると、戦略的に「民間主導の形」が強調されるようになることが確

認された。 

 

第 2節：分析枠組の有効性 

 本稿では、Merton(1968)により提唱された「中範囲の理論」、並びに保城（2015）で提

示された「中範囲の理論」に関する整理を参考に、変則的な事実（日本の資源外交におけ

る民間主導のエネルギー調達の継続）から、それを説明できると考えられる独立変数を発

見し（軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ）、仮説を構築した上で（当該ジレンマが

強くなるほど、民間主導のエネルギー調達の形が維持される）、データ収集に基づく過程追

跡を通じた仮説検証を行った。 

 更には、仮説における独立変数と従属変数に分散を持たせるべく、同一事例内において、

国際情勢の変化から「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」に変動が生じた事例を

選択した。 

 一連の事例内分析、及び事例間分析を通じて、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレン

マが強まると、民間主導の形が強調される（反対にジレンマが弱いと、政府主導の形や半

官半民の形が見られる）」という本稿の仮説は実証された。 

 また本稿の事例分析を通じて、従来の先行研究で考えうる対抗仮説の棄却も行われた。 

「強い国家/弱い国家論」と「歴史的制度論」に基づけば、「弱い国家」である日本には、

長年の「民間主導の歴史」があり、経路依存が働くことで、石油危機以降もその合理性の

有無に関係なく「民間主導の形」が維持されたと説明される。一方で、本稿の事例におい

ては、同じ事例内そして事例間比較を通じて「民間主導の形」に強弱が見られる点が実証

されたため、「民間主導の歴史」は独立変数ではないことが明らかになった。また石油危機

以降は、民間放任という意味での純粋な「民間主導の形」が変化し、政府と企業が密接に

協議をしながら、意識的な政経分離としての「民間主導の形」を戦略として生み出したこ

とも明らかになった。政府は対米関係、企業は対資源国との協議に「民間主導の形」を活

用していたのである。つまり「民間主導の歴史」という要素は、民間放任という意味での
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「民間主導の形」が日本のエネルギー政策として明治維新以降も継続されてきたことを説

明することはできるが、石油危機以降、「民間主導の形」が官民連携による戦略的意味を持

つようになったことは実証できない。そして、戦略的な「民間主導の形」に関しては、本

稿で設定した独立変数である「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」による説明が

適しているのである。 

また「外圧反応国家論」に基づけば、「米国からの圧力と、国際的な市場からの圧力の中

で、民間主導の形を維持することが効果的とされたから」との説明が想定される。一方で、

この説明だけでは、エネルギー安全保障が国家課題となったのにもかかわらず、政府主導

ではなく「民間主導の形」が効果的とされた理由が明確にならない。これに関しても、本

稿における実証は、政府主導ではなく「民間主導の形」が効果的とされた理由に対して重

要な示唆を与える。すなわち、日本、ドイツ、イタリアという資本主義国において、「民間

主導の形」の強調が観察されたということは、石油危機によって石油が政治化される中に

おいても、政府は経済活動に過度に介入せずに、企業の自由な活動が担保されることが望

ましいという資本主義の前提が共有されていたことを示している。特に冷戦期には、共産

主義との対峙から、資本主義と共産主義を明確に区分するものとして、この前提が米国に

対しても一定の効果を持っていたと推測されるのである。 

 

第 3節：仮説の有効性 

 本稿では「中範囲の理論」を適用しており、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ

が強まると、民間主導の形が強調される」という仮説の有効性に関しては、その適用範囲

が限定される点は認めざるを得ない。すなわち、イシューとしては「軍事的安全保障とジ

レンマを生じるようなエネルギー安全保障の分野」、空間としては「日本」「ドイツ」「イタ

リア」に限定する形で実証されたに過ぎない。 

 しかしながら、上記を以て本稿の理論が時間・空間の適用範囲を越えた場面で全く適用

されない、すなわち External Validityを持たないとは言えない。時間に関しては、第一次

石油危機以降の 1970～80年代だけでなく、第一次石油危機以前や冷戦終結後の 2000年代

に関しても、日本、ドイツ、イタリアの 3国に関して実証したことは理論の適用可能性を

評価する上で非常に大きな意味を持つ。 

 時間に関しては、確かに 1990年代が事例対象としては抜けているが、この時期は国際石

油市場の自由化が進んだ時期と重なっており、市場を通じて安価で安定的な石油調達が可

能であった。更には冷戦終結の時期でもあり、エネルギー調達の上で対米関係の観点で緊

張を高めるようなエネルギー調達が生じにくかった。そのため、当該時期は分析対象とな

るような事例が生じなかったと判断することが可能である。 
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また場所に関しても、西ドイツとイタリアは、日本と同じく第二次世界大戦の敗戦国と

して米国に対する軍事的・経済的依存が強い一方、欧州域内での政治的・経済的連携が対

米関係上活用できるという日本とは異なる特徴を持つ。実際に、西ドイツとイタリアに関

する事例分析においては、この欧州特有の関係性によって、日本に比して対米関係上の「軍

事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が抑えられ、その結果、「民間主導の形」の強調

も抑えられた場面が確認された。このことは、本稿の仮説における独立変数と従属変数が

より精緻に実証されたことを意味する。 

 一方で、冷戦後に関しては、米国が経済制裁の対象を反米国家における資源開発を行う

外国企業にも拡大するなど、米国に対して「民間主導の形」を強調することの効果が揺ら

いできていることも本稿の事例分析は示している。例えば、イランにおける日本の

Azadegan油田、並びにイタリアの Darkhovin油田の事例においては、米国がイランにお

ける資源開発を行う外国企業を制裁対象とすることを強く主張した結果、イランの石油開

発からの撤退を余儀なくされている。双方の事例においても、「軍事的・エネルギー安全保

障間のジレンマ」が強まるほど、「民間主導の形」が強調されるという正の相関関係自体は

観察されており、本稿の仮説が否定されている訳ではない。尚、双方の事例は石油危機以

降の石油の政治化が、1980年代中頃からの石油の市場化によって一時的に低下したものの、

冷戦終結後、再び強まってきていることも示していると言える。 

 

第 4節：本稿の意義の再確認 

(1) 学術的意義 

学術的意義としては、従来の先行研究では十分になされてこなかった日本の資源外交に

関する理論を提示した点が挙げられる。すなわち、日本にとって「軍事的・エネルギー安

全保障間のジレンマ」が強くなるほど、「民間主導の形」を戦略的に強調するようになると

いう実態が明らかになった。従来の先行研究では、日本の資源外交に関して明確な理論を

提示したものは無く、外交文書に基づく外交史的分析が端に付いたばかりであった。 

また広く政治経済学分野に拡大して、その代表的な理論である「強い国家/弱い国家論」「歴

史的制度論」「外圧反応国家論」を日本の資源外交にそのまま適用しようとしても、十分に

実態を把握することはできなかった。 

本稿が実証した仮説により、「石油危機以降、日本政府としてもエネルギー安全保障を軍

事的安全保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間

主導の形なのか」という学術的な問いに対して、「対米関係上の軍事的・エネルギー安全保

障間のジレンマが民間主導の形の強調に繋がった」という答えが実証された。 

また「民間主導の形」に関しても、石油危機以前の民間放任という意味での純粋な「民
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間主導の形」が、石油危機以降、政府と企業が密接に協議をしながら、意識的な政経分離

の戦略としての「民間主導の形」に変わっていったことも本稿は明らかにした。このこと

は外交史的分析の観点からも、新たに開示された一次資料に基づき、先行研究が提示して

こなかった歴史的事実の再解釈を明らかにしたことを意味する。これは、白鳥（2015）や

池田（2015）の先行研究が政府の視点に焦点を当てたのに対して、本稿は企業の視点や政

府と企業の関係性にも着目した事例分析を行ったことによる成果であると言えるだろう。 

 

(2) 現代的意義 

現代的意義としては、日本が軍事的安全保障は米国に依存する一方で、エネルギー安全

保障は米国と敵対するイランやロシアにも依存するという構図は現在も続いており、本稿

の理論の重要性は決して過去に限定されないということである。むしろ、現在において日

本の資源外交は中国との間の資源獲得競争もあり、その重要性と難しさを更に高めており、

本稿の現代的意義は極めて高いと言える。 

特に本稿で指摘した通り、米国は経済制裁の対象を敵対国だけでなく、敵対国において

経済活動を進めようとする外国企業も含めるようになってきている。このことは「民間主

導の形」の強調という戦略の効果を抑制させることに繋がっており、こうした現代的な課

題を検討していく上でも本稿の理論に基づく議論は有効となる。 

 上記を踏まえて、今後の日本の資源外交のあり方を更に踏み込んで考えたい。日本の場

合は、これまでも民間企業主導でエネルギー調達を進めてきたことから、ノウハウは民間

側に多く集積されているのは事実である。その一方で、米国による制裁対象の外国企業へ

の拡大や、中国による政府主導での強力な資源外交の展開に伴う資源獲得競争の激化の中

で、民間企業だけではリスクを背負いきれない状況になってきているのも事実である。そ

のため、今後はこれまでの「民間主導の形」に拘るのではなく、政府もより積極的に関与

していくことが重要になるかもしれない。 

例えば、日本政府による資源国政府との間の投資協定の締結は、企業活動に関しての政

府間協議が可能になり、資源国による企業に対する接収リスクを牽制するのに一定程度の

効果が期待される。また多くの投資協定に規定される国際司法裁判所での紛争処理条項に

関しても、実際には両国合意が無い限り裁判結果の強制適用は不可能ではあるものの、少

なくともこうした規定があるだけで資源国に対する一定程度の牽制にはなるだろう。資源

国側にとってもこうした投資協定は海外民間企業による投資促進に繋がるものと期待され

ており、日本としても多くの資源国と投資協定を締結していくことで、より効果的にエネ

ルギー調達を行うことが可能となるだろう。 

また日本国内の制度としては、現時点においても JOGMEC（経産省傘下）による出資・
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債務保証制度、JBIC/NEXI（財務省傘下）による資源金融、そして JICA（外務省傘下）

による開発援助といった政府による民間に対する有効な支援制度が存在する。JOGMECの

出資・債務保証制度や JIBIC/NEXIの資源金融は、いずれも日本企業にとって資源開発の

資金負担を軽減させるだけでなく、資源開発国による接収リスクを抑制する牽制機能も持

ち合わせている。また JICAの農業援助に代表される開発援助は、資源国の住民の生活向上

に寄与することで、治安の安定を実現し、そのことが資源開発プロジェクトの安定化や持

続的な操業継続にも寄与することになる。一方で、こうした制度は監督省庁が異なってい

ることから、更なる連携強化の余地があるのも事実である。そのため、民間企業も交えて

官民の連携をより一層強化することで、日本の資源外交の可能性は更に広がることが期待

される。こうした観点では、官民の人材交流を通じた日本国全体としての資源投資のノウ

ハウの蓄積、共有もより一層必要になってくるだろう。 

更にはこれまでも基本的に対米協議において「民間主導の形」を過度に強調することの

なかった欧州の事例からも分かる通り、資源ビジネスは常に政治情勢に左右されるため、

撤退・再協議は所与のものとして捉えるというシビアな姿勢も必要かもしれない。 

実際、イタリアの事例で見た通り、2015年 7月にイランと P5+1との間で「包括的共同

行動計画（JCPOA）」が締結され、イランが濃縮ウランや遠心分離機を削減する代わりにイ

ランへの経済制裁を段階的に解除することが合意されると、イタリアの ENIは逸早くイラ

ンとの間で Darkhovin油田開発に関する協議を再開し、2017年 6月に事業性評価再開の

契約を締結している。また仏トタルも 2016年 1月に対イラン制裁が解除されたのに伴い、

速やかにイラン側と協議を再開し、同年 6月には予備的な覚書を締結している136。更には

英蘭シェルもトタルの協議に並行する形でイラン側との協議を行い、同年 12月に開発覚書

を締結するなど137、欧州企業は撤退・再協議の決断を政治情勢に応じて臨機応変に行って

いる。「民間主導の形」の強調の効果が期待できなくなりつつある昨今、日本もこうした欧

州の臨機応変な姿勢に学ぶ部分も多いかもしれない。 

 また別の方向性としては、石油や天然ガスに対する依存を低下させることによって、「軍

事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を生じにくくするという戦略もある。これに関

しては、第一次石油危機以降、石油備蓄拡充や原子力や天然ガスといったエネルギー多角

化が進められてきた。 

 石油備蓄に関しては、二度の石油危機以降も拡充が続けられ、2021年末時点で国家備蓄

146日分、民間備蓄 92日分となっている138。加えて、2009年には日本の資源エネルギー

 
136 『日本経済新聞』（2016 年 6月 8日）。 
137 『産経ビジネス』（2016 年 12月 10 日）。 
138 資源エネルギー庁「石油備蓄の現況」（2022年 2 月）。
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庁がサウジアラビアとUAEの国営石油会社との間で「産油国共同備蓄」制度を開始してい

る。これは日本の石油タンクを当該国営石油会社に貸与し、平時には東アジア向けの中継・

備蓄基地として利用してもらう代わりに、緊急時には日本向けに優先供給することを規定

するものである。この新たな備蓄制度に関しては、2020年にクウェート国営石油との間で

も合意している139。 

 一方、エネルギー多角化に関しては、原子力が 2011年の東日本大震災によって難しい選

択肢となっている中で、2018年度の一次エネルギー供給構成では引き続き石油が最も多い

38%であり、次いで石炭 25%、LNG23%となっており、海外依存の高い化石燃料が 8割超

となっている140。また同年度の電源構成で見てみても、石油は 7%と下がるものの、LNG38%、

石炭 32%となっており、海外に資源を依存しない水力とそれ以外の再生可能エネルギーは

それぞれ 8%と 7%となっている。確かに第一次石油危機の際の中東石油に対する依存度に

比べると、エネルギー多角化が進んで日本のエネルギー安全保障は強化されたと言えるが、

Azadegan油田の事例からも分かる通り、石油を含めて日本は今なお、対米関係上の「軍事

的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を国際情勢次第で容易に強めてしまう状況にある。

2010年代の米国のシェールガス革命によって、米国の中東含めた海外原油依存度は低下し

ており、米国の中東への関与も弱まる可能性もあるが、反対に、エネルギー分野における

関与が低下することで、米国としてよりエネルギーにとらわれない積極的な中東政策を展

開できる可能性もある。いずれにせよ、海外にエネルギー源を大きく依存する日本にとっ

て、米国の政策や国際情勢の変化によって「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」

が容易に変動していく可能性は今後も常にあると考えるべきであろう。 

こうした中、日本は主に脱炭素の観点からではあるが、2018年に策定したエネルギー基

本計画において、2030年の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合を 22～24%に高め

るとしており、更に 2021年 10月には同数値を 36～38%と更に高く設定する新たなエネル

ギー基本計画を策定した141。こうした再生可能エネルギーの利用拡大は、その分、海外エ

ネルギー依存度を下げることに繋がるため、日本のエネルギー自給を向上させ、エネルギ

 
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl001/pdf/2022/220215oil.

pdf（2022年 3 月 6日アクセス） 
139 経済産業省「クウェート国との共同石油備蓄事業の開始に合意」（2020年 12 月 1日）。

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201201001/20201201001.html（2021 年 12月 19

日アクセス） 
140 資源エネルギー庁「日本が抱えているエネルギー問題」（2020年 11月 18 日）。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyissue2020_1.html（2021 年

12月 19 日アクセス） 
141 経済産業省「第 6次エネルギー基本計画」（2021年 10月 22 日）。

https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005-1.pdf（2021 年 12月 19

日アクセス） 
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ー安全保障強化にも繋がると言えるだろう。但し、再生可能エネルギーに関しても、安定

的な電力供給の上では、バックアップ電源の必要性や蓄電技術の向上といった課題が残っ

ている。当分の間は、日本にとって海外エネルギー源に依存する体制は継続されると考え

るのが妥当であろう。 

一次エネルギーの石油の主要用途の一つであるガソリン車に関しても、2020年末に日本

政府は 2030年代にガソリン車の販売を禁止の上、電動化を目指す方針を打ち出しており、

環境面だけでなく、エネルギー安全保障の面でも石油依存の更なる低下に繋がる可能性が

ある。ガソリン車に関しては、中国が日本に先駆けて 2020年 10月に「2035年までに新車

販売の全てを環境対応車にする」との方針を発表しており、EUも 2021年 7月に「2035

年にガソリン車の新規販売を禁止」、そして米国も 2021年 8月にバイデン大統領が「2030

年までに新車の半数を電気自動車とする」ことを掲げた大統領令に署名するなど、国際的

な潮流が生まれている。こうした動きは、中長期的に国際的なエネルギー安全保障にも影

響を与えていくだろう。しかしながら、ガソリン車を巡る動きに関しても中長期的な取組

であり、当分の間は、日本が海外の石油に大きく依存する構造は維持されると思われる。 

更に別の方向性としては、米国に軍事的安全保障を依存することを解消することで、対

米関係との「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」を抑えることも理論上は考えら

れなくはない。しなしながら、北朝鮮問題等、日本を取り巻く現在の軍事的安全保障環境

を踏まえると、現実的な選択肢とは言えないだろう。 

それでは軍事面での対米依存の相違は別として、純粋に経済的な観点で日本が中国同様

に、米国からの制裁リスクを乗り越えるような資源外交を展開することは可能なのだろう

か。イラン Azadegan油田の事例分析で触れたように、日本の Inpexが米国からの第三国

企業に対する経済制裁の可能性が高まり 2006年に権益縮小、2010年に撤退を余儀なくさ

れる中においても、中国は 2009年にNorth Azadegan油田、そして 2011年には日本が撤

退した Azadegan（＝South Azadegan）油田に国営企業である CNPC を通じて参画を果た

している。この日本企業と中国企業の対応の相違の背景としては、日本の場合はイラン以

外でのビジネス展開に支障が出る可能性を懸念し、Inpexとして一民間企業で対処できるリ

スクでは無いと判断したこと、米ドル建て資金調達が困難になると開発・操業が立ち行か

なることを懸念したこと、そして仮に生産に漕ぎつけたとしても、日本以外の石油の販売

先開拓が難航することが予想されたこと等が考えられる。これに対して、中国は、国営企

業としてある程度のリスクは政府によってマネージでき、米ドル建て資金調達が困難にな

れば、元建て資金を調達し、更に販売先に関しては、中国が一大消費国であり、また豊富

な労働力を自国内に抱えることから、米国の制裁が日本企業ほど脅威にならないと推測さ

れる。これを踏まえると、日本として政府関与を強めてある程度のリスクテークをしてい
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くことは重要である一方で、完全に中国と同じような資源外交を展開することは、市場や

人口の大きさの違いからすると、現実的とは言えないかもしれない。 

こうした課題は一朝一夕に解決される問題では無いため、これ以上の検討は本稿では行

わないが、日本の資源外交の今後のあるべき姿に関して議論を深めることが可能になると

いう点で、本稿の現代的意義は大いにあると言えるだろう。 

 

第 5節：今後の研究における課題 

 これまで見てきた通り、本稿における詳細な事例分析を通じて、日本の資源外交におけ

る政府と企業の関係の実態や、その説明に有用な「軍事的・エネルギー安全保障間のジレ

ンマ」と「民間主導の形」に基づく仮説が実証された。 

 その一方で、主に入手資料・データの制約から、実証に更なる改善の余地があることも

事実である。本稿の最後にそうした更なる改善点に関しても指摘しておきたい。 

 第一に挙げられるのが、日本の省庁毎のより精緻な選好分析である。本稿の一次資料は

外務省外交資料や社史であり、外務省・企業以外の通産省の選好に関しては、外交資料や

社史以外では、通産省監修の通商産業政策史や元通産官僚の回顧録、新聞等を通じた把握

に留まる。また当事者へのインタビューも民間側の関係者に限られている。確かにそうし

た資料だけでも、イラン IJPCで見たように、通産省と外務省、大蔵省、企業の選好の相違

や各アクター間の議論の様子はある程度把握することは可能である。しかしながら、これ

に追加する形で省庁関係者へのインタビューも織り交ぜることで、外務省・企業選好はも

とより、それ以外の省庁の選好をより主体的立場から精緻に把握することが可能になると

思われる。 

 続いて挙げられる改善点は、「軍事的・エネルギー安全保障間のジレンマ」が生じなかっ

た事例に関しても分析を加えるということである。当然ではあるが、例えば米国の同盟国

である豪州における日本の資源投資等、日本にとって「軍事的・エネルギー安全保障間の

ジレンマ」が生じなかった事例に関しては、外交文書には記載されることはほとんど無い。

そのため本稿では、同一事例内において独立変数たる「軍事的・エネルギー安全保障間の

ジレンマ」の変化に伴い、「民間主導の形」という従属変数が分散することの実証を行った

訳であるが、例えば、当該ジレンマが終始生じない事例の場合は、政府関与はなく純粋な

意味での「民間主導の形」が維持されるのか、それともある条件下ではむしろ政府主導が

強まるのかといった点は本稿の射程外となっている。日本の資源外交における政府と企業

の関係を更に包括的に明らかにしていく上では、こうした最初から最後までジレンマが生

じなかった事例に関しても実証することは、一定程度の意味があると考えられる。 

 先行事例の部分でも指摘した通り、資源外交における政府と企業の関係に関する研究は
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他の国際政治経済の事例と比しても、まだ端を発したばかりである。筆者自身、研究及び

実務の双方で携わってきた分野であり、今後も引き続き強い興味と問題意識を持って、更

なる分析を進めていく所存である。 
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（巻末）各プロジェクト年表 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜イラン IJPCプロジェクト＞ 

1968年 11月 三井物産/若杉末雪副社長含むイラン政府ミッション 

        →イラン側より石油化学プロジェクト招致、三井物産が検討開始 

1971年 2月    テヘラン協定締結 

         （OPEC諸国の要請で欧米メジャーが原油価格引き上げに同意） 

     4月 植村甲午郎経団連会長らのイラン政府ミッション 

  （イランが石油化学事業をロレスタン石油鉱区入札の付帯条件に） 

    6月 三井物産/若杉社長が石油化学プロジェクト参画を原則承認 

（イランが日本企業に対するロレスタン鉱区の付与を内定） 

    7月 石油化学プロジェクト覚書及びロレスタン開発協定書に調印 

        8月 ニクソン・ショック（金ドル兌換停止） 

    10月 IJPC Basic Agreement (B/A、基本協定)調印 

    12月 ICDC（イラン化学開発株式会社）設立（在虎ノ門） 

        （三井物産 49%、東洋曹達 31%、三井東圧化学 15%、 

三井石油化学 5%）  

1972年 10月   イラン側 B/A批准、発効 

（180日以内に合弁会社としての IJPC設立義務） 

1973年 4月     ICDCに日本合成ゴム参画 

（三井物産 45%、東洋曹達 30%、三井東圧化学 15%、 

三井石油化学 5%、日本合成ゴム 5%） 

            IJPC設立（NPC（＝イラン国営石油化学会社）：ICDC=50%:50%） 

       10月      第四次中東戦争、第一次石油危機 

   11〜12月 IJPCプロジェクト工業用地造成開始、コントラクター構想決着 

    12月 OPECテヘラン会議で約 12ドル/バレルに原油公定価格値上げ決定 

        （1974年 1月より適用） 

1974年 3月〜 資機材高騰等で IJPC資金困難、事業計画を相次いで練り直し 

（事業計画が定まらず、日本輸出入銀行との融資交渉も開始できず） 

1975年 11月 5,500億円の総事業費予想で再開（当初は約 1,300億円） 

1976年  6月 出資比率変更（三井物産 45%、東洋曹達 15%、三井東圧化学 22%、 

三井石油化学 13%、日本合成ゴム 5%） 

＊東洋曹達の出資比率が半減 
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         8月 日本輸出入銀行による IJPC に関するローン・アグリーメント締結 

     9月 IJPC建設実施作業開始 

1977年 12月 日本側がNIOCにロレスタン石油鉱区を返還 

1978年  1月 イランにて反国王デモが発生し、各地で反体制運動が激化 

     9月 福田赳夫首相訪イラン 

   9〜10月 IJPCにおいてもイラン人ストライキ発生 

1979年  2月 ホメイニ師イラン帰国、IJPCサイトもホメイニ派に占拠 

     3月 三井物産・NPC間で不可抗力宣言による日本人引き揚げ合意 

（3ヵ月間） 

     4月 イランがイスラム共和国宣言 

          三井物産/池田芳蔵社長の後任に ICDC社長の八尋俊邦副社長、後任の

ICDC社長に元通産次官の山下英明常務（77年三井物産入社） 

     イランが外国企業との合弁事業国有化を発表するも IJPCは例外に 

 （日本政府内で IJPCが「両国の友好関係のシンボル」として認識） 

         6月 建設計画が日・イで合意に達せず、工事中断期間を更に 3ヵ月延長 

     7月 山下（ICDC 社長）＝アベティ（NPC 社長）覚書：9 月末までの予算

作成と追加資金の日本側負担の確認（所要資金総額は 7,500億円） 

     9月 天谷直弘通産省審議官、小長啓一経済協力部長ら関連四省庁（大蔵、

通産、外務、経企庁）、日本輸出入銀行、経済協力基金によるミッショ

ンが訪イ 

     大平正芳内閣で政府出資の基本方針決定 

     10月 政府出資（200億円）を 2年間で分割実施することを閣議決定 

         江崎真澄通産省が訪イ、原油供給依頼と共に 11月の IJPC工事再 

開伝達 

       11月 テヘランの米国大使館の占拠事件発生（IJPCの工事再開延期） 

       12月 大来佐武郎外相がイラン非難（→翌日、テヘラン日本大使館に銃撃） 

1980年 1月 米国がイランに対する経済制裁発表 

イラン石油相、日本側に早期工事再開するよう警告（2週間以内に再開

しなければイラン独自に東欧諸国の協力を得ると脅し） 

→日本政府として早期再開方針を再度伝達、ICDC 幹部が現場視察 

        3月 政府出資のための海外経済協力基金によるミッションが現場視察 

           海外経済協力基金、ICDC へ第 1回分 28億円を出資（政府出資） 

        4月 米国、イランと断交 
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           EC外相理事会がイランからの大使帰国等の制裁決定 

→日本も同調 

           通産省が IJPCを除外した対イラン輸出抑制ガイドライン発表 

       イラン側が対日原油輸出を停止（経済制裁に対する報復） 

        5月 日本政府が対イラン・ビザ規制決定 

           日本が対イラン第二次経済制裁決定 

    6月 通産省が ICDCに対して IJPC再開を「アドバイス」 

           ICDCと NPCで IJPC工事再開合意 

        8月 IJPC株主総会で工事再開正式決定 

           海外経済協力基金、ICDC へ第 2回分 26億円出資 

        9月 イラン・イラク戦争勃発 

           イラク軍による IJPCサイト空爆（以後、複数回の空爆） 

       10月 大蔵省、海外経済協力基金経由での出資凍結決定 

    10〜11月 IJPCフォースマジュール宣言で日本人帰国（2度目の中断） 

1981年  1月 テヘラン米国大使館人質事件が解決 

                  米国大統領がカーターからレーガンに交代 

4月 日本輸出入銀行が ICDC に対し、対イラン貸付金の金利棚上げ困難と

回答、ICDCは負担能力を超えるとして 4月以降の送金停止を決定 

     6月 ICDC取締役会、B/A改定交渉方針を決定 

      7月 ICDC交渉団訪イ、ICDC＝NPC第 1次交渉 

         10月 イラク軍による第 6次サイト空爆 

        11月 NPC交渉団来日、第 2次日・イ交渉 

     12月 朝刊一面に「田中前通産省が同年 3月に「独断親書」伊東外相激怒」 

1981〜1983年 合計 8回の日・イ面談 

1983年 7月 B/Aの補完協定（Supplementary Agreement, S/A）締結 

                （イラン側が費用負担を承諾、日本側は戦時下でも建設再開を約束） 

1984年 2月 イラク軍による第 7・8次サイト空爆（→周辺作業を除いて中断） 

6月 イラン、イラク両国が国連事務総長の都市攻撃中止勧告を受諾 

9月 イラク軍が事前予告無しにサイトを空爆（第 9・10次） 

        10月 IJPC、90日間の工事停止を決定（通算 3度目） 

1985年  4月 イラン国会が S/A批准を否決 

1985〜1989年 ICDC=NPC交渉（イラン側が日本の送金停止に対抗して、日本からの

借入金の元利送金を停止、ICDCが肩代わり） 
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1987年 8月 ICDC、海外投資保険約款に基づき「危険発生通知書」を通産省に提出 

1988年 8月 イラン・イラク戦争停戦発効 

1989年  6月 ホメイニ師死去、翌月ラフサンジャニ大統領（革新派）誕生 

1989年 10月 IJPC「合弁事業解消合意書」（Deed of Separation）締結 

         日本はイランに対して清算金 1,300億円を支払 

1991年 7月 通産省は保険金を 777億円（希望額は 930億円）に決定 

     9月 ICDC解散承認→12/20に清算結了 

 

＜ソ連サハリン天然ガスプロジェクト＞ 

1966年  3月 第 1回日ソ経済委員会合同会議開催 

（ソ連よりサハリン天然ガス事業提案）→日ソ間参画協議開始 

1969年 1月 米国ニクソン大統領就任→ソ連とのデタント開始 

1973年 10月 第一次石油危機発生 

  田中角栄首相訪ソ、サハリン天然ガスプロジェクトに関して協議 

1974年  4月 日ソ間でサハリン天然ガスプロジェクトに関して大筋合意 

     8月 米国ニクソン大統領ウォーターゲート事件で任期途中で辞任 

    10月 日本側投資会社としてサハリン石油開発協力（SODECO）発足 

  （海外石油開発、石油資源開発、伊藤忠商事、丸紅、ガルフオイル） 

1975年  1月 SODECO=ソ連間で基本条約締結 

1976年 5月 日ソ政府間で交換公文署名 

（サハリン天然ガス事業のナショナル・プロジェクト化） 

1977年 1月 米国カーター大統領就任 

1977~1983年 サハリン地域のガス探査（基本的に SODECO主導でソ連と協議） 

1979年 12月 ソ連のアフガニスタン侵攻→米ソ・デタント崩壊 

1980年 1月 米国カーター政権が対ソ経済制裁発動→ソ連向け資機材輸出制限 

     6月 SODECOとして必要な資機材輸出承認を米国より取得 

    10月 独仏伊もシベリア天然ガス事業の資機材輸出承認を米国より取得 

1981年  1月 米国レーガン大統領就任 

    12月 ポーランドにおける労働組合弾圧のための戒厳令、ソ連支持 

  →レーガン政権、対ソ制裁実施 

1982年 6月 レーガン政権、対ソ制裁対象を拡大 

    11月 レーガン政権、対ソ制裁解除（西欧＋日本による要請受諾） 

  中曽根康弘首相就任 
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1985年 12月 サウジアラビア、石油調整役を放棄、石油増産開始 

  →「逆オイルショック」の発生 

1986年  6月 ソ連がサハリン天然ガス事業は経済性が見込めない旨通知 

  →プロジェクト凍結 

1989年 12月 マルタ会談で米ソ冷戦終結 

1990年 8月 イランのクウェート侵攻、原油価格急騰 

        12月 SODECO=ソ連間で 1991年より開発着手することで基本合意 

  （サハリン 1） 

1991年 8月 ソ連が新規のサハリン北東部沖合の天然ガス開発の国際入札実施 

    10月 中尾通産相がソ連訪問、新規ガス開発の政府支援を明言 

    12月 ソ連消滅 

1992年  1月 ロシア政府より、三井物産＝米国企業連合が新規ガス田落札と発表 

  （サハリン 2） 

    

＜イラン Azadegan油田プロジェクト＞ 

1999年 9月 イラン政府が「国内最大の油田」として公表 

2000年 2月  アラビア石油が自主開発油田であるカフジ油田の採掘権を失う 

     4月  通商産業省（2001年より経済産業省）がイランと交渉開始 

    11月   ハタミ大統領と森首相が東京で面談。 

    （Azadegan油田開発の優先交渉権を日本企業が取得） 

2001年 1月  米国でブッシュ大統領が就任 

 4月 小泉純一郎首相就任 

6月  インドネシア石油（後の国際石油開発＝Inpex）と石油資源開発がイラ

ン側に 開発計画書を提出→インドネシア石油、石油資源開発、トーメ

ンの官民連合に、ロイヤル・ダッチ・シェルが加わり、交渉開始 

     7月  平沼経産相がイラン訪問、年内交渉決着を確認 

     9月  米国で 9.11同時多発テロが発生 

2002年 1月  ブッシュ大統領がイラン、イラク、北朝鮮を「悪の枢軸」として非難 

8月  イラン反体制派組織がイラン政府による核燃料施設建設等、秘密裏の

原子力活動を暴露→イラン核開発疑惑が国際問題に 

    12月  一度目の交渉期限もまとまらず、期限を半年延長 

2003年 3月  米国によるイラク戦争開始 

     6月  パウエル国務長官が川口外相に再考を要望 
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   二度目の交渉期限もまとまらず、日本の優先交渉権が切れる 

    12月  日本側当事者の一員トーメンが交渉からの離脱を表明 

   イランが IAEAの強制的な核査察を認める追加議定書に調印                

      日本がイラクに自衛隊を派遣 

2004年 2月  イランの国会議員選挙で保守派が圧勝 

Inpexら日本の企業連合が Azadegan 油田の 75％の権益と油田開発権

を獲得も、ロイヤル・ダッチ・シェルは不参加表明   

    8月  米国のパウエル国務長官が日本に対イラン投資の再考要求 

2005年 8月  イランでアフマディネジャド大統領就任、核開発継続を表明 

2006年 4月  イラン政府が低濃縮ウランの製造に成功したと宣言 

7月  国連安保理が、イラン政府に対し、ウラン濃縮活動を停止しない場合

経済制裁を発動すると警告→イランは拒否 

イランが日本に対して９月末までの開発着手を強く求める 

    9月  安倍晋三首相就任 

    10月  Inpexが 75％の権益を 10％に縮小すると発表 

  国連安保理に英仏独による対イラン制裁案提出 

       12月 国連安保理で対イラン制裁決議（ウラン濃縮の全面停止要求） 

2007年 3月 国連安保理で対イラン追加制裁決議（ウラン濃縮の即時停止要求） 

5月 米国・イラン間でイラク治安問題に関して直接協議 

（核問題の進展は無し） 

9月 福田康夫首相就任 

       10月 米国が単独で対イラン経済制裁実施 

       11月 IAEA査察によりイランにおける核物質の軍事転用は無いと認定 

2008年 2月 IEAE査察により再度イランにおける核物質の軍事転用は無いと認定 

3月 国連安保理にて対イラン制裁決議 

4月 イラン、制裁に反発しウラン濃縮拡大 

7月 イランが弾道ミサイル発射実験 

9月 麻生太郎首相就任 

2009年 1月 中国 CNPCが North Azadegan油田の開発で合意 

米国オバマ大統領就任 

 4月 イランが「核技術の日」の式典にてウラン濃縮を拡大している旨宣言 

 6月 イランでアフマディネジャド大統領再選 

  選挙を巡り改革派デモ→政権による弾圧 
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 9月 鳩山由紀夫首相就任 

オバマ大統領主導で国連総会にて「核無き世界を目指す」決議採択 

  イランがミサイル発射実験 

    10月 P5+1とイラン間で核問題を巡る協議開始 

2010年 2月 イランがウラン濃縮活動再開 

     6月 菅直人首相就任 

国連安保理で対イラン制裁決議（オバマ政権下で初） 

  イランが IAEAの査察官の入国禁止 

         7月 米国が独自の対イラン制裁（EUも同様に制裁） 

         8月 イランにおいてロシア建設のブシェール原発が稼働開始（米国容認） 

     9月 日本も独自の対イラン追加制裁 

  英蘭シェル、仏トタル、伊 ENIがイランの石油開発の撤退発表 

    10月 Inpexが Azadegan油田からの完全撤退を発表 

2011年  3月 中国 CNPCが Azadegan（=South Azadegan）油田の開発で合意 

2014年 5月 中国 CNPCが South Azadega油田の開発遅延で開発契約終了 

2016年 4月 中国 CNPCが North Azadegan油田の本格生産開始  

 

＜西ドイツ（ドイツ）のソ連（ロシア）天然ガス輸入協議＞ 

1969年 1月 米国ニクソン大統領就任（→米ソ・デタント） 

7月 西ドイツ経済省の承認を受けて同国Ruhrgas AG、Mannersmann AG、

Thyssen Rohrenweke AGがソ連との間で天然ガス輸入協議を開始 

1970年  2月 西ドイツ企業・ソ連間で初の天然ガス購入契約が締結 

1972年  2月 米国が欧州向け濃縮ウラン輸出基準を厳格化 

1973年  3月 西ドイツの民間電力会社 RWE と欧州原子力共同体（EURATOM）が

ソ連との間でミュンヘンにおける原子力関連施設建設に関して協議

（→経済性を理由に 1976年に断念） 

1973年 9月 東西ドイツ、国際連合に同時加盟 

     10月 第一次石油危機発生 

1974年 11月 西ドイツ、原加盟国として IEA加盟（フランスは加盟せず） 

1979年 2月 イラン・イスラム革命 

         3月 米国でスリーマイル島原発事故発生 

     5月 英国サッチャー首相就任 

     7月 ニカラグア革命 



138 

 

    11月 テヘラン米国大使館人質事件発生 

    12月 NATO の Double-Track Decision（ワルシャワ条約機構に軍縮を呼び

かける一方で、西欧には核兵器搭載の中距離弾道ミサイル配備を決定） 

  ソ連がアフガニスタン侵攻（→米ソ・デタント崩壊） 

1980年 1月 米国カーター政権が対ソ経済制裁発動→ソ連向け資機材輸出制限 

    10月 独仏伊がシベリア天然ガス事業の資機材輸出承認を米国より取得 

1981年  1月 米国レーガン大統領就任 

11月 西ドイツ Ruhrgas AGがソ連の天然ガス貿易会社 Soyuz Gas Export

と新たな天然ガス購入契約を締結 

    12月 ポーランドにおける労働組合弾圧のための戒厳令、ソ連支持 

  →レーガン政権、対ソ制裁実施 

1982年 6月 レーガン政権、対ソ制裁対象を拡大 

    11月 レーガン政権、対ソ制裁解除（西欧＋日本による要請受諾） 

1989年 12月 マルタ会談で米ソ冷戦終結 

1990年 10月 東西ドイツ統一 

2000年  5月 ロシア・プーチン大統領就任 

2001年 1月 米国ブッシュ（子）大統領就任 

  4月 ドイツ Ruhrgasとロシア・ガスプロム等がウクライナを迂回するノル 

ド・ストリーム建設の共同の事業化調査を行うことで合意 

2005年  9月 ドイツ E.ON（旧 Ruhrgas）とロシア・ガスプロムを中心とするノル

ド・ストリーム建設の基本契約が締結 

    11月 ドイツ・メルケル首相就任 

2011年  3月 福島原発事故→ドイツとして脱原発方針決定 

        11月 ノルド・ストリーム操業開始 

（→ノルド・ストリーム 2構想検討開始） 

2014年  2月 クリミア危機 

         3月 ロシアがクリミア併合決定→欧米による経済制裁実施 

2015年 1月 ノルド・ストリーム 2協議を凍結 

         6月 ガスプロム、E.ONを中心にノルド・ストリーム 2建設合意 

2017年  1月 米国トランプ大統領就任 

         8月 米国トランプ政権として対ロシア制裁実施 

2018年 1月 ドイツがノルド・ストリーム 2の建設開始を認可 

2019年  1月 ドイツの米国大使が E.ONらの関連企業に建設停止を要求 
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        12月 米国トランプ政権としてノルド・ストリーム 2への経済制裁実施 

2021年  1月 米国バイデン大統領就任 

         5月 米国バイデン大統領、ノルド・ストリーム 2完工を容認 

 

＜イタリアの石油調達関連＞ 

1953年 2月 国営石油開発会社として ENI設立、マッテイが CEOに就任 

1957年 3月 ENI、イラン国営石油と石油開発契約を締結（AGIP名義） 

         （イラン側企業にも経営参画させる画期的な内容） 

1958年 12月   ENI、ソ連との間で石油購入契約締結 

1959年  2月 石油メジャーが産油国の事前了承なく中東原油価格引き下げ 

  （アラビアンライト：2.08ドル/バレル→1.90ドル/バレル） 

1960年 8月 石油メジャーが再び一方的に中東原油価格引き下げ 

  （アラビアンライト：1.90ドル/バレル→1.80ドル/バレル） 

     9月 OPEC設立（石油メジャーの一方的原油価格引き下げに反発） 

1961年 8月 米国ラスク国務長官が ENIマッテイと面談、ソ連からの石油購入自制

を求める（マッテイは企業活動であるとして反発）  

1962年 10月 ENIマッテイ、自家用飛行機の墜落により事故死 

1967年 ６月 第三次中東戦争勃発（→ENIはスエズ運河を迂回してリビア、 

サウジアラビア、イラク、ソ連より石油調達） 

1969年 2月 ENI、ソ連との間で天然ガス購入契約締結 

    5月 ENI、リビアとの間で石油・天然ガス購入契約締結（AGIP名義） 

1973年 10月 第四次中東戦争→第一次石油危機発生 

    11月 欧州共同体としてイスラエルを非難する声明発表 

1974年 1月 イタリア・モロ外相、サウジアラビアとアルジェリア訪問 

    2月 イタリア・モロ外相、米国における消費国エネルギー会議出席 

    11月 IEA設立（イタリア原加盟国） 

1976年 11月 ENI、アルジェリアとの間で天然ガス購入契約締結 

（SNAMと Sonatrachによるパイプライン建設合意） 

1979年  1月 イラン・イスラム革命→第二次石油危機 

1986年  2月 「逆オイルショック」（約 30ドル/バレル→約 15ドル/バレルに急落） 

  →石油の市場化 

1992年  7月 イタリア政府が ENI民営化を決定、段階的に民間に株式売却 

1995年 11月 ENI、NY株式市場に上場 
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2001年  1月 米国ブッシュ（子）大統領就任 

6月 ENI、イラン国営石油との間で Darkhovin油田開発で合意 

         9月 9.11.テロ発生 

2002年  1月 米国ブッシュ大統領、イランを「悪の枢軸」として非難 

8月  イラン反体制派組織がイラン政府による核燃料施設建設等、秘密裏に 

行われてきた原子力活動を暴露→イラン核開発疑惑が国際問題 

2003年 3月  米国によるイラク戦争（イタリア・ベルルスコーニ政権として支持） 

2004年 2月  イランの国会議員選挙で保守派が圧勝 

2005年  8月 イラン大統領に強硬派アフマディネジャド就任 

2006年  4月  イラン政府が低濃縮ウランの製造に成功したと宣言 

7月  国連安保理がイラン政府に対しウラン濃縮活動を停止しない場合、 

経済制裁を発動すると警告→イランは拒否 

    10月  国連安保理に英仏独による対イラン制裁案提出 

        12月 国連安保理で対イラン制裁決議（ウラン濃縮の全面停止要求） 

2007年 2月 ENI、Darkhovin油田の本格生産開始 

3月 国連安保理で対イラン追加制裁決議（ウラン濃縮の即時停止要求） 

5月 米国・イランがイラク治安問題に関して直接協議（核問題の進展無し） 

        10月 米国が単独で対イラン経済制裁実施 

        11月 IAEA査察によりイランにおける核物質の軍事転用は無いと認定 

2008年  2月 IEAE査察により再度イランにおける核物質の軍事転用は無いと認定 

 3月 国連安保理にて対イラン制裁決議 

 4月 イラン、制裁に反発しウラン濃縮拡大 

 7月 イランが弾道ミサイル発射実験 

2009年 1月 米国オバマ大統領就任 

 4月 イランが「核技術の日」の式典にてウラン濃縮拡大している旨宣言 

 5月 ENI、Darkhovin油田に関する追加投資に合意 

 6月 イランでアフマディネジャド大統領再選 

  選挙を巡り改革派デモ→政権が弾圧 

 9月 オバマ大統領主導で国連総会にて「核無き世界を目指す」決議採択 

  イランがミサイル発射実験 

    10月 P5+1とイラン間で核問題を巡る協議開始 

2010年 2月 イランがウラン濃縮活動再開 

     6月 国連安保理で対イラン制裁決議（オバマ政権下で初） 
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  イランが IAEAの査察官の入国禁止 

         7月 米国が独自の対イラン制裁（EUも同様に制裁） 

         8月 イランにおいてロシア建設のブシェール原発が稼働開始（米国容認） 

     9月 伊 ENIがイラン Darkhovin油田開発からの撤退を発表 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

出典：本稿記載を元に筆者作成 
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